
○飼料増産に向けた取組について
３）都道府県

１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

　稲ＷＣＳの生産拡大に取り組んでいる地域で
の普及定着を推進するため、農業改良普及セ
ンター等による技術的支援を行うとともに、水稲
と畜産部門が混在する地域での新たな生産利
用を推進するため、道内における取組事例の情
報提供などを行う。現在、作付計画面積は４市
町で52.8ha。
　寒地向けの優良品種（ぱぴりか）やマルチ栽
培技術等の活用による寒地での作付拡大のほ
か、畑作農家への委託栽培、コントラクターの活
用、不耕起栽培等による畑作地帯での作付拡
大を推進する。
　また、酪農飼料基盤拡大推進事業において、
トウモロコシの作付を促進するための知事特認
要件（寒地での極早生品種導入、減肥・減農薬
栽培）を設定した。

　寒地向けの優良品種
や安定的な収量確保の
ための栽培技術（マル
チ栽培技術等）の活用
による寒地での作付拡
大を推進。

　収穫作業が省力化さ
れている牧草への転換
がみられるほか、寒地
での安定的な生産が可
能な品種の開発・普及
が進んでいないため、
作付は伸び悩んでい
る。

うち稲発酵粗
飼料について

　稲発酵粗飼料の作付は、４市町で33.9ha（前
年比12ha減）。

　作付面積は、他作物や収穫作業が省力化さ
れている牧草への転換等により、前年に比べ１
千ha(3%)減少し、35,600haとなった。

うちトウモロコ
シについて

都道府
県名

取組事項

　飼料増産運動を推進するため、７月に北海道
飼料自給率向上戦略会議（11団体で組織）を設
置し、各団体が連携をとって行動計画に沿った
計画的な取組を推進することを決定。
　10月の第２回会議では、単収向上など飼料増
産に係る具体的な課題について検討。２月の第
３回会議では、取組みの検証を行うとともに、18
年度における各団体の取組み内容を検討。

　課題の検討結果につ
いては、本年度策定す
る酪肉近代化計画の飼
料部門作成に反映させ
た。

　17年度の取組実績と
課題の検討結果を踏ま
えた行動計画を策定
し、地域における運動を
展開し着実な推進を図
る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　道産稲わらの飼料利用量は13,162t（前年比
1,872t増）。

　17年５月から中国産
稲わらの輸入が停止し
たため、道産稲わらの
需要量が増加。

備　考

北海道 ①　飼料増産運
動

　新たに(独)家畜改良センターを構成員に加え、
道内の関係機関の連携を深めながら地域に密
着した取組みの強化を図る。５月下旬に飼料自
給率向上戦略会議を開催し、各団体の役割、取
組内容を具体化して取り組む。また、各構成団
体の取組の進捗状況を定期的に確認し、着実
な推進を図る。

②　飼料作物の
生産拡大

　牧草の作付面積は568千ha（前年比3千ha
減）、青刈りとうもろこしは36千ha(同1千ha減）、
合計では603千ha(同3,600ha減、0.6%減）となっ
た。単位面積当たりの収量は、牧草、青刈りとう
もろこしとも、天候不順により、前年を下回った
（牧草3%減、とうもろこし2%減）。この結果、飼料
作物の収穫量（生産量）は前年を４％下回った。

　作付面積の近年の横
ばいないし減少傾向に
歯止めをかけることは
できなかった。一部で
は、品質的に道内で生
産が困難な輸入粗飼料
が使用されている。

　コスト面での優位性の
ほか、北海道の恵まれ
た土地資源で生産され
た自給飼料を給与する
ことが、消費者の求め
る安全・安心な畜産物
生産の基本であること
に対する理解の醸成を
図り、生産拡大を推進
する。

　面的な生産拡大は難しいことから、コントラク
ターの活用などによる適正な栽培管理の推進
やサイレージ用とうもろこしの作付拡大等により
生産性及び品質の向上を図る。

　作付を中止した市町
村もあるが、今後本格
的な作付を計画してい
る産地では専用の収穫
機を導入し、生産体制
の整備を図った。

　耕種と畜産部門の混
在する地域を中心とし
て情報提供などの支援
を継続。

　稲わらの道内完全自
給を図るため、利用拡
大者マップの活用など
により利用拡大と定着
を推進。

　稲わらの利用拡大をしているが供給先が確定
していない肉牛農家のリストを９月に作成し、稲
作地域の稲わら生産組織等に情報提供し、両
者の間での取引の促進を図る。こうした取組に
より、引き続き道内での完全自給を図る。

資料４－２
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

④　放牧の推進 　放牧の実施戸数は4,530戸（実施率37%。前年
比40戸増）。放牧頭数は294千頭（同6千頭増）、
このうち、乳用牛266千頭（同3千頭増）、肉用牛
28千頭（同3千頭増）(16年度）

　近年は、酪農経営に
おいては、生乳生産拡
大や乳成分向上志向が
強いことなどから、放牧
の実施率はほぼ横ばい
となっている。

　自給飼料基盤に立脚
した自然循環型畜産の
推進、放牧による安全・
安心な畜産物を生産す
る観点から放牧を推
進。

　道内各地域に適応した集約放牧技術体系を
確立するため、農業試験場において試験研究
開発に着手。
　地域の条件に適した集約放牧技術の実証を
行うためのモデル地域を道内３ヶ所（道北、道
南、道東）に設置し、草種の適応性試験、モデ
ル農家の条件整備（牧柵、牛道整備等）、モデ
ル地域を結ぶネットワークづくり等に取り組む。

　コントラクター及び
TMRセンター設立や運
営への支援。公共牧場
の経営診断に基づく指
導の実施。

　コントラクターや粗飼料自給型ＴＭＲセンター
についての優良事例の情報提供や、これらに係
る研修会の開催による設立や機能強化の推
進。
　業務推進への支援制度（飼料増産受託システ
ム推進事業）を活用した組織の設立基盤強化
の推進。個別の組織設立及び業務拡大計画に
おいて、支援制度の活用等についての助言・指
導の実施。
　専門普及指導員による公共牧場の経営診断
とこれに基づく指導の実施。公共牧場会による
研修会（春期、夏期）の開催。

⑥　生産性の向
上

　単収は、牧草3,440kg（前年比3%減）、青刈りと
うもろこし5,410kg(同3%減）。
　草地の更新面積は19千haで更新率は3.3%(同
0.5ﾎﾟｲﾝﾄ減）

　補助事業による整備
量の減少傾向、自力更
新の低迷などにより、更
新率は低迷。

　補助事業等を活用し
た計画的な草地更新の
推進、簡易更新技術の
普及促進、優良品種や
草地更新の農家への意
識啓発運動の推進

　・牧草の単収向上
　優良品種の普及と栽培技術の向上、コントラク
ターや粗飼料自給型ＴＭＲセンターの活用によ
る良質粗飼料の効率的生産、補助事業等を活
用した計画的な草地更新、簡易な草地更新技
術の普及促進（「草地の簡易更新マニュアル」
の印刷・配布）、草地更新率の向上に向けた農
家への意識啓発運動の実施
　・サイレージ用とうもろこしの作付拡大

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　コントラクターは、営農集団、有限会社、農協
直営などを中心に146組織(前年比24増）が稼働
しており、利用農家数は6,147戸（同709戸増）。
受託作業面積は、飼料収穫作業が引き続き増
加しているほか、堆肥散、草地更新なども大きく
増加。（平成16年度）
　公共牧場については、統廃合などにより279
（同4減）となり、面積は62千ha（同1千ha減）に
減少したが、利用農家数は6,399戸（同39戸
増）、利用頭数は、137千頭（同9千頭増）に増加
した（平成16年）。
　ＴＭＲセンターは14組織が稼働（同６増）してお
り、約140戸の農家にＴＭＲ飼料を供給してい
る。

　労働負荷軽減、良質
飼料確保等のため、コ
ントラクターや粗飼料自
給型のTMRセンターの
設立（業務拡大）が続い
ており、今後も設立や
運営への支援が必要。
　公共牧場は、近年利
用頭数が増加している
が周年利用等の機能強
化や広域利用の推進が
必要。

　消費者団体との交流、各種イベントやＨＰを通
じた情報発信による消費者の理解醸成の推
進。

⑦　消費者の理
解醸成

　北海道酪農の飼料自給率向上の取組みを消
費者団体へ情報提供。
　牛乳乳製品フェアにおいて、北海道の恵まれ
た自然環境で生産された牛乳乳製品に対する
消費者の理解醸成を推進。

　北海道の持つ恵まれ
た自然環境で生産され
た牛乳・乳製品に対す
る消費者イメージの定
着を図ることが必要。

　消費者団体との交
流、各種イベントやＨＰ
を通じた情報発信によ
る消費者の理解醸成の
推進。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　補助事業による施設整備が完了し、トウモロコ
シサイレージを基礎とした自給飼料主体のTMR
の利用が開始された。

うちトウモロコ
シについて

　利用農家の評価は高
く、利用量拡大、当該シ
ステムの波及が期待さ
れる。

　飼料用トウモロコシの作付面積の拡大、グラ
スサイレージの計画生産の円滑な推進のため、
生産・調製技術指導を徹底する。

　1　稲わら需給リストの
早期普及

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　飼料用トウモロコシ新規作付40ha増加、サイ
レージを主原料としたTMR調製・供給システム
が本格稼働した。

　飼料増産、自給率向
上、労働力不足への対
応、家畜排せつ物の適
正利用が図られる。

　1　自給飼料主体TMR
システムの波及

　肥育農家に対し放牧牛のメリットをもっとア
ピールするとともに、牧場側の受け入れ体制を
整備し、放牧利用の促進を図る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産稲わらは畜産農家の必要量を確保でき
た。

　依然として地域によっ
てわら利用が進んでい
ないため、広域流通の
促進が望まれる。

④　放牧の推進 　18年1月の子牛市場において放牧子牛18頭が
上場し、kg当たり単価は平均を７円上回った。

　毎月20頭程度の放牧
子牛が上場されるが、
放牧経験牛のメリットを
さらにＰＲする必要があ
る。

　1　肥育農家へのＰＲ

　1　自給飼料増産推進
指導
　2　公共牧場の利用促
進

　県単独事業を活用した水田放牧の実証によ
り、放牧の有用性普及から公共牧場利用への
連動を図る。
　WCSは需給状況を利用者アンケート等により
把握し、流通安定を図る。
　稲わらは利用量拡大に向け、早期の稲わら需
要・供給リストの作成を図る。

　稲わら生産者、利用畜産農家の調整が収集
作業前にできるよう需給リストの早期普及・利用
推進を図る。

　1　栽培技術検討会の
開催

　低コスト栽培技術実証ほの設置等により栽培
技術の向上を図るとともに、利用する畜産農家
にＷＣＳの飼料価値と利用方法についてＰＲを
行う。

　堆肥の利用促進、飼料自給率向上のため、当
該システムの波及を図る。

　1　自給飼料主体の
TMRシステムの波及

②　飼料作物の
生産拡大

　畜産担い手育成総合整備事業継続1地区
　強い農業づくり交付金事業新規1地区

　草地造成17.4ha、サイ
レージ用トウモロコシ
40ha増加

　1　補助事業等を効果
的に活用した粗飼料自
給率向上

　造成草地の適正管理を指導するとともに、北
栄地区のサイレージ用トウモロコシの計画的な
拡大(目標150ha)を図る。

うち稲発酵粗
飼料について

　六戸町において、100aで直播栽培を試験的に
実施したが、収量は慣行栽培に劣った。

　直播栽培ではコスト低
減と収量の増加のた
め、管理技術向上を図
る。

青森県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため17年7月22日、
18年2月24日の２回にわたり飼料増産戦略会議
（参集範囲：県関係機関、県連団体約30名）を
開催し、WCS作付拡大や国産稲わら利用、放牧
の推進等について具体的な取組を協議した。
　18年1月13日県飼料作物奨励品種選定協議
会を開催し、新たにサイレージ用トウモロコシ１
品種、オーチャードグラス１品種、青刈りエン麦
２品種を奨励品種に選定した。

　公共牧場では放牧頭
数が若干増加したもの
の、利用率は低下した。
　WCS面積は補助制度
の改正で横ばいとなっ
た。
　稲わらは自給率100%
を達成したが、利用量
の増大のため、わら収
集時期に間に合うよう
需給マップの作成が望
まれる。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

岩手県

　飼料作物の作付面積は減少傾向にあり、
46,500haと前年から2,000ｈａの減(平成16年数
値)となっている。
　耕畜連携の取組みについては、各種会議等で
の周知等により取組みの拡大を図ったところ、
平成17年は水田飼料作物も11,212haと前年か
ら547ha減ではあるが、減少は多少鈍化してい
る。

①　飼料増産運
動

　平成16年度の作付面積は5,510ｈａと前年度か
ら170ha減少している。

　高齢化による労働力
の低下により、作業負
担が大きいトウモロコシ
の作付けが減少してい
る。

　関係機関との連携を
強化し、農業者等へ働
きかける。

　試験研究機関等との連携により、新技術及び
簡易技術の紹介と事例紹介などにより普及啓
蒙を図る。

　岩手県飼料増産推進
協議会のほかにも様々
な機会を捉え、飼料増
産を市町村、農業者等
へ働きかけていく。

　平成18年７月頃に岩手県飼料増産推進協議
会を開催し、「いわての飼料地産地消運動」を展
開するとともに、今年度より本格的に取り組む
肉用牛の増頭運動と一体となった取り組みをす
すめる予定。

②　飼料作物の
生産拡大

うち稲発酵粗飼
料について

　平成17年度の作付面積は112.7ｈａと前年度か
ら6.7ha増加している。

　同上 　取り組みの定着と新
たな掘り起こしを図る。

うちトウモロコ
シについて

　今後は労働時間の節減に注目した実証の検
討を行う。（三戸町での実施を検討中）

　こだわりを持った生産方法を理解して購入して
くれる消費者にＰＲできるよう販売戦略を工夫す
る。
　雑草はクローバーマルチなどの抑制技術の確
立を図る。

　飼料増産運動を推進するため、17年６月22日
岩手県飼料増産推進協議会を開催（参集範囲：
関係団体、県機関等、参加者数：27名）。
　本会議において、平成17年度の活動計画につ
いて協議、決定した。

　関係団体との連携を
さらに強化する必要が
ある。

　耕畜連携事業等、飼
料作物生産拡大に係る
制度の複雑さ等により、
取組みがなかなか拡大
しない。

　水田農業構造改革の
推進を図り、特にも耕畜
連携による水田を積極
的に活用した良質で低
コストな粗飼料生産を
支援する。

　集落ビジョン実践キャラバン等を通じて耕畜連
携の取組みのＰＲを進める。

　県内への事例紹介などにより普及啓蒙を図
る。

⑦　消費者の理
解醸成

　資源循環型の生産方式による短角牛肉生産
に取組、10月には現地研修会を開催、12月まで
には３頭が出荷された。

　肉質は通常肥育より
肉色、しまりが劣る。
　また、トウモロコシの
無農薬栽培は雑草の混
入が著しく栄養価が低
いものとなった。

　１　雑草対策の検討
　２　販売戦略の検討

⑥　生産性の向
上

　県草地畜産協会が（独）奥羽牧場と連携し、青
森市２ha、田子町２ha、六ヶ所村２haにおいてグ
ランドホック及びグレートプレーンを用いた簡易
更新技術の実証展示や現地検討会を開催し
た。

　青森市：イナゴモドキ
の食害により再試験を
行った。
　田子町：雑草対策が
課題。
　六ヶ所村：更新前の植
生処理を徹底するととも
に、草地管理方式の検
討などが必要である。

　１　追跡試験の実施
　２　技術マニュアルの
作成
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　葛巻町等において酪農を通じた体験学習等に
より消費者の理解醸成を推進している。

　交流活動のみならず、
飼料増産の重要性をさ
らにアピールする必要
がある。

　消費者への情報提供
を進める。

　ＨＰ等での情報発信(予定)

⑥　生産性の向
上

　公共事業による草地基盤整備（草地造成
25.1ha・草地整備31.2ｈａ）を実施し、生産性の向
上を図った。

　着実に整備、更新面
積が増加している。

　引き続き草地基盤整
備の取組みを進める。
　草地生産性向上対策
事業への取組みの拡大
を図る。

　草地基盤整備を進める。
　草地生産向上対策事業の制度ＰＲを進める。

　強い農業づくり交付金事業等により、平成16
年度から新たに飼料増産に取り組むコントラク
ターが４組織増加した。
　また岩手山麓ＴＭＲセンターの設立準備が進
む等、飼料生産の外部化・組織化を推進した。

　外部化・組織化は進
んでいるが、今後各組
織での取組みを発展さ
せる必要がある。

　引き続き、自給飼料活
用型TMRセンター設
立、畜産経営の構造変
化に対応する生産支援
組織の育成を進める。

　コントラクター、ＴＭＲセンターの事例紹介とと
もに、各地域の現状把握により、各地域におけ
る外部化組織の成立条件について検討する。
　粗飼料増産受託システム確立対策事業の説
明会を18年７月頃に開催し、外部化・組織化を
推進する。

④　放牧の推進 　平成17年度の放牧面積は740ｈａ(一部予定含
む)であり、前年度からほぼ同面積で推移してい
る。

　水田放牧等に取組む
事例は増加している。

　遊休草地の活用方策
を検討する。

　公共牧場実態調査等を通じて、遊休草地の活
用を検討する。
　また、耕畜連携の水田放牧を推進する。

　稲わら収集と堆肥散布による耕畜連携の取組
の増加等により、国産稲わらの飼料利用量が拡
大し、約65,000トンとなる見込みである。

　全体の稲わら生産も
減少しており、その中で
飼料以外の有効利用は
拡大している。

　岩手県飼料増産推進
協議会のほかにも様々
な機会を捉え、国産稲
わらの利用拡大を市町
村、農業者等へ働きか
けていく。

　岩手県飼料増産推進協議会、集落ビジョン実
践キャラバン及び事業の紹介等を通じて国産稲
わら利用拡大のＰＲに努める。
　国産粗飼料増産対策についての説明会を18
年７月頃に開催し、利用拡大に努める。

　飼料増産に向けた情
報の共有化と継続的な
啓発

　４月11日に飼料増産戦略会議を開催。行動計
画等について説明。
　４月17日付で市町村・関係団体へ18年度行動
計画の策定依頼。
　４月に各県連団体へ飼料自給率向上推進に
向けた取組などを周知するため巡回。
　２月上旬に宮城県飼料自給率向上推進協議
会を開催予定。

宮城県 ①　飼料増産運
動

　７月14日に飼料増産戦略会議を開催。関係機
関に行動計画について説明し，飼料増産に向け
た啓発を行った。
　飼料増産アンケートによる需給マップは27（う
ち25が名簿のみ）の市町村で作成している。
　２月７日に宮城県飼料自給率向上推進協議会
を設立、開催した。

　自給率向上に向けた
飼料増産、特に水田飼
料作物の増産に向けて
意識が向上している。
　アンケートや需給マッ
プの活用を図る必要が
ある。
　市町村、各団体等の
情報共有化のため、各
自が自給率向上に向け
た行動計画の策定を申
し合わせた。

③　国産稲わら
の利用拡大

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

⑦　消費者の理
解醸成
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　飼料用イネホールクロップサイレージや細断
型ロールベーラーによる青刈りトウモロコシの収
穫作業の受託推進に向けた情報提供した。

　コントラクター組織に
よる作業受託面積は横
這いであるが、特に稲
発酵粗飼料の収穫・調
整作業は県内でも大き
な割合を占め中心的な
役割を担っている。

　コントラクターの普及
啓発

　イネWCSの現地検討会の開催
　情報提供や生産組合への機械導入助成

　簡易放牧の実証展示、設置研修会の開催
　公共牧場運営指導

　稲わらの収集は助成
事業を活用した取組も
あり、今後、助成事業が
無くなった場合、このよ
うな取組が定着していく
ことが必要。

　稲わらの確保と収集
活動の推進

　国産稲わらのPR（安全性、必要性）や助成事
業の活用。
　飼料増産戦略会議の開催（推進会議の開催）

④　放牧の推進 　飼料増産戦略会議で放牧のメリット等につい
てPRした。
　今年新たに取り組んだ２地区で現地検討会を
実施した。

　新たに２地区で遊休
農地（水田や桑園）を活
用した放牧に取り組む
農家も出てきている。

　水田や遊休未利用地
の活用

　作付面積は横這いであるものの、農業公社で
細断型ロールベーラーを導入し作業受託に向け
取り組んでいる。
　受託面積1.3ha（作業面積8.25ha）

　細断型ロールベー
ラーでの収穫を依頼す
る農家も出てきているも
のの、さらなる受委託推
進に向けてPRする必要
がある。

　麦ホールクロップサイ
レージの嗜好性は良い
ようである。
　水田飼料作物の増産
に向けて専用品種の導
入等，今後も推進して
いく。

　飼料用稲実証ほの設置及び検討会の実施。
　作付け面積は，207.7ha（対前年比14%の増（約
26haの増））
　栽培マニュアルの作成

　細断型ロールべーラー利用促進のためのPR
活動。

②　飼料作物の
生産拡大

　飼料作物の作付面積は横這い傾向にある。
　しかし，その中でも平成12年度から始まった稲
発酵粗飼料についての取組は，開始当時の面
積の３倍以上に拡大し，181.5haの作付となって
いる。

　水田を利用した飼料
作物生産の取組は定着
しつつある。

　水田や遊休未利用地
の活用

　飼料作物の生産を拡大するため，稲WCSや細
断型ロールべーラーの普及促進

うち稲発酵粗
飼料につい
て

　６月６日：麦ホールクロップサイレージとの二
毛作体系について現地検討会を開催した。
　９月２９日：稲ホールクロップサイレージの現地
検討会を開催した。

③　国産稲わらの
利用拡大

　中国での口蹄疫発生・中国産わらの輸入停止
等について情報提供し、国産稲わらの利用につ
いて関係機関に通知した。
　県総合畜産共進会でパンフレット等でＰＲし
た。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化の
推進

うちトウモロ
コシについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　トウモロコシサイレージの省力生産に向けた
組織化を推進

うちトウモロコ
シについて

　・細断型ロールベーラ収穫作業体系現地検討
会（９月13日・北秋田市、９月21日・美郷町。参
集範囲：県関係機関、市町村、ＪＡ、畜産農家
等）

　トウモロコシサイレー
ジの省力生産、高品質
化について、理解が得
られた。

　省力生産に向けた条
件整備の推進

　奨励品種実証ほの設置と成績検討会の開催
　奨励品種の指定・普及・調査

⑥　生産性の向
上

　奨励品種を選定し，農家に対して栽培指導と
ともに奨励品種についても周知している。
　また、奨励品種候補の実験栽培、奨励品種の
実証展示(12ほ場)を行っている。
　８月：展示ほ巡回検討会。

　奨励品種の実証展示
やパンフレット等による
紹介により、農業者が
自給飼料生産に取り組
み易くなっている。

　奨励品種の普及促進

⑦　消費者の理
解醸成

　宮城県農業公社牧場において、稲ＷＣＳを給
与し生産された牛肉をイベントを通して消費者
等へ提供している。

　消費者の食の安全安
心嗜好を背景に、消費
者の関心は高まってい
る。

　情報提供 　消費者の理解・醸成を図るためイベント等での
情報提供

うち稲発酵粗
飼料について

　・作付面積：286ha　（前年比98％）
　・専用収穫機導入：２台（２地区：自力導入）

　受託組織の育成と併
せた作付誘導

秋田県 ①　飼料増産運
動

　・秋田県飼料増産行動会議を開催し、飼料増
産に向けた取組について検討。
　（７月22日、３月３日。参集範囲：東北農政局、
県関係機関、関係団体等）

　関係機関と飼料増産
についての意識統一を
図った。

　関係機関と連携した
飼料増産運動を推進

　秋田県飼料増産行動会議の開催（６月、２月
に予定）

②　飼料作物の
生産拡大

　・飼料作物の作付面積(H17)　9,109ha　（前年
度比93%）
　・大家畜のＴＤＮ換算飼料自給率　46.8％　（前
年度48.3%)

　飼養頭数の減少や担
い手不足により飼料増
産が停滞ぎみであるた
め、受託組織の育成な
ど生産体制の効率化を
図ることが必要。

　水田を活用した飼料
作物の作付拡大

　畜産農家の労力不足を補うため、コントラク
ター組織やＴＭＲセンター等の飼料生産受託組
織の活動について、各種補助事業を活用した支
援を行う。
　飼料作物生産の組織化に向けた情報交換会
の開催

　取り組みに意欲的な集団を新たに掘り起こし、
稲発酵粗飼料に関連する各種補助事業につい
て、会議等を活用しながらＰＲするとともに、作
付誘導を図る。
　受託組織に対し、H19年以降の取り組みに関
するアンケート調査を実施する。

　新たな生産集団によ
る取組がなく、既存の生
産集団においても作付
面積拡大が鈍化してい
る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　・稲わらの確保に係る協力依頼およびJA畜産
だより等を活用した情報提供を行った。
　・国産稲わらの飼料利用量　22,608ﾄﾝ（前年度
比131%）
　・県内における稲わらの総生産量に対する飼
料利用量は4.1%（前年度2.7%）であった。

　すきこみ利用の定着
や、天候等の事情によ
り良質稲わらの確保が
困難である。

　稲わら利用の推進 　効率的な収集・利用を推進する必要があるた
め、畜産農家を中心とした農家集団に働きかけ
収集機械等条件整備を推進するとともに、国産
粗飼料増産対策事業の活用をＰＲし、18年産稲
わらの確保を働きかける。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

うち稲発酵粗
飼料について

　◆水稲ＷＣＳに係る実演会や講演会を開催 　・優良事例が創出され
てきた。
　・肥育牛給与の可能
性

　モデル事例の普及 　･当該技術を県内各地域に波及させるため
に、優良事例の発表会等普及啓発を図る。
　･飼料イネ利用牛肉生産関連試験の実施

　・左記背景を考慮しな
がら、県内における自
給飼料増産に向けた意
思統一を図る。
　・エコエリア山形の推
進

　・７月頃に山形県飼料増産戦略会議(仮称)を
開催し、関係者のコンセンサスを形成。
　・エコエリア山形推進事業により、耕畜連携を
推進する。

　引き続き、とうもろこし細断型ロールベーラー
の効果的な活用を図るために、実演会等を開催
する。

　同上　同上 　同上

　・経営規模の拡大によ
り自給飼料生産に向け
る労力が低下している。

　省力的なトウモロコシ
調製形態の推進

　・経営規模の拡大によ
り自給飼料生産に向け
る労力が低下している。
　・転作田における自給
飼料生産は面積、ほ場
の点在等から作業性が
低い。
　・安全な飼料の生産
利用の重要性が高まっ
てきている。

うちトウモロコ
シについて

　◆とうもろこし優良品種選定試験の実施
　◆とうもろこし細断型ロールベーラー収穫実演
会

山形県 ①　飼料増産運
動

　12月15日に自給飼料生産推進会議を開催し、
県内優良事例の紹介等を行いながら、飼料増
産に向けた契機とした。
　(参集範囲：ＪＡ中央会、全農県本部、農業公
社、酪農協、試験研究機関、普及機関等40名)

②　飼料作物の
生産拡大

　下記取組等を通じて、飼料作物の生産拡大を
推進。しかしながら、平成16年度の作付面積
は、7,103ｈａ（対前年度比約500ｈａ減）であっ
た。

　飼料作物生産の外部化・組織化に向けた情報
交換会の開催
　公共牧場の利用率向上に向けた広域的利用
および再編整備（採草専用・観光牧場等）に向
けた検討の実施

④　放牧の推進 　・水田放牧モデル実証圃の設置・運営に伴っ
て現地講習会を実施。（７月26日　由利本荘市）

　モデル実証圃設置地
区において、水田放牧
への関心が高まってい
る。

　水田放牧の普及・啓
発

　耕作放棄地放牧について、「1.5年プロ」実証
地区として実証、検討会を開催する。
　水田放牧モデル実証圃設置地区において、現
地検討会を開催予定。

　飼料作物奨励品種普及に向けた現地検討会
の開催

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　・コントラクター組織（牧草収穫実施）は組織数
８（前年度９組織）、受託面積は496ha（前年度
比10%減）
　・公共牧場は29牧場（うち４カ所休止）で、面積
は1,767ha、放牧頭数は1,752頭（前年度比
104%）

⑥　生産性の向
上

　飼料作物奨励品種普及現地検討会の開催（７
月13・14日　美郷町、由利本荘市、北秋田市に
て開催。参集範囲：県関係機関、栽培農家）
　奨励品種普及に向けた担当者会議の開催（２
月22日）

　奨励品種の普及・導
入に加え、生産技術の
高位平準化を進める必
要がある。

　奨励品種の普及およ
び生産技術の高位平準
化の推進

　担い手不足等の問題
解決のため、さらなる組
織育成の推進が必要。
　公共牧場について
は、放牧頭数の減少
や、施設および草地の
老朽化が課題。

　飼料生産受託組織の
育成
　公共牧場の利用促進
および再編整備の推進
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・簡易草地更新機の活用等、当該技術を県内
各地域に波及させるために、優良事例の発表
会等普及啓発を図る。
　・簡易放牧の推進により、転作田や耕作放棄
地の有効活用を図る。

　当該技術を県内各地域に波及させるために、
優良事例の発表会等普及啓発を図るとともに、
既存の生産組織等の活用を検討

⑥　生産性の向
上

　◆簡易草地更新機を活用し、草地更新コスト
の低減を図った。

　・低コスト化の推進
　・簡易放牧の活用

　モデル事例の普及

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　◆県内コントラクター組合の事例調査の実施 　・飼料作物栽培調製
作業に加え、耕畜連携
による水田への堆肥散
布・稲わら収集作業の
組織化を推進する。
　・優良事例が創出され
てきた。

　モデル事例の普及

④　放牧の推進 　◆簡易放牧現地研修会の開催（電牧利用によ
る水田放牧や裏山放牧の実証）
　◆リハビリ放牧に係る現地研修会の開催
　◆簡易草地更新技術の活用
　◆県内23箇所の公共牧場のうち、５箇所で放
牧休止

　・預託頭数の確保　・
適正な草地の維持管理
　・人工授精受胎率向
上
　・市町村をまたぐ広域
利用

　・モデル事例の普及
　・広域利用の検討

　・当該技術を県内各地域に波及させるため
に、優良事例の発表会等普及啓発を図る。
　・公共牧場の広域利用を推進するため、広域
牧場連絡協議会(仮称)を開催
　・簡易放牧試験の実施

③　国産稲わら
の利用拡大

　◆耕種農家、畜産農家の意見交換会や稲わ
らサイレージ収穫調製実演会の開催、稲わらサ
イレージの試験給与

　・米の収穫作業はコン
バイン作業が主体で細
断・排出され、多くがす
き込まれている。
　・県内の多くの地域で
は天候不順のため良質
な乾燥稲わらの安定的
な収集が困難。

　・耕畜連携を推進す
る。

　・エコエリア山形推進事業により、耕畜連携を
推進する。
　・引き続き耕種農家と畜産農家との連携促進

福島県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産を推進するため、平成17年６月27
日、平成18年２月20日に福島県飼料増産運動
推進協議会（参集範囲：県関係機関、関係団
体）を開催。本協議会において、水田飼料作物
作付推進等について検討し、行動計画を策定し
て関係機関一体となって、取り組むことを決定し
た。
　また、飼料増産重点地区において遊休水田を
活用した放牧の現地検討会を開催した。さらに
堆きゅう肥・自給飼料生産技術コンクールを実
施し、県内の優良な経営を表彰し、各地域へ自
給飼料増産の普及啓発を行った。

　水田における飼料作
物作付推進を図るた
め、耕種農家と畜産農
家との連携の強化が一
層必要。

　水田の活用等による
自給飼料基盤の強化、
生産性及び品質の向上
等により良質かつ安全
な粗飼料の確保を図る
とともに、家畜排せつ物
や稲わら利用促進を図
る。

　平成18年６月及び平成19年３月に福島県飼料
増産運動推進協議会を開催予定。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　細断型ロールベーラ利用による飼料用とうもろ
こしサイレージを畜産農家へ配布し、利用の取
扱性、品質、流通等についてアンケート調査を
実施。

うちトウモロコ
シについて

　国産粗飼料増産対策事業における稲発酵粗
飼料給与確立で平成17年度は91haの取り組み
となった。

　稲発酵粗飼料に係る
コスト低減及び使用農
薬に対するサポートが
必要。

　

　強い農業づくり交付金のうち「耕種作物活用型
飼料増産」等の取組みにより稲わら収集に係る
機械の整備を図る。
　また、国産粗飼料増産対策事業の活用を推進
し、飼料用国産稲わらの確保を図る。

②　飼料作物の
生産拡大

  飼料作物の作付面積は、飼養頭数の減少や
水稲への転換などにより、13,700ha（対前年度
比400ha減）となった。

　水田における飼料作
物作付推進を図るた
め、耕種農家と畜産農
家との連携の強化が一
層必要。

　水田への飼料作物作
付の推進及び自給飼料
基盤の確保をはかる。

　平成18年６月及び平成19年３月に福島県飼料
増産運動推進協議会を開催予定。

うち稲発酵粗
飼料について

　耕畜連携の強化、関
係機関が一体となった
稲わら利用拡大、広域
流通を推進。

　水田への飼料作物作
付の推進及び自給飼料
基盤の確保をはかる。

　平成18年６月及び平成19年３月に福島県飼料
増産運動推進協議会を開催予定。

　平成18年６月及び平成19年３月に福島県飼料
増産運動推進協議会を開催予定。

　水田への飼料作物作
付の推進及び自給飼料
基盤の確保をはかる。

④　放牧の推進 　県内4箇所、（延べ3.74ha）においてモデルほ
場を設置し、鳥獣害被害軽減等に関する検証を
実施した。
　放牧現地検討会により、簡易電気牧柵を利用
した放牧、遊休農地への優良牧草品種の導入
等の普及推進を図った。

　モデルほ場を設置し
たことにより、遊休農地
を活用した放牧につい
て、県内農家に対し、普
及啓発を実施した。面
的繋がりをもてるよう継
続活動が必要。

　傾斜地等の有効活用
と低コスト生産を図るた
め、遊休農地等を活用
した省力的な放牧を推
進する。

　各種県単事業等の活用により放牧の有利性
を啓発し、経営内放牧及び公共牧場の利用推
進を図る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産粗飼料増産対策事業の国産稲わら等確
保促進事業において、844.2tの稲わらを収集。
　国産稲わらの確保に関する東北及び全国担
当者会議において、中国産稲わら輸入停止措
置への対応について協議。

　有機性資源としての
稲わらを畜産的利用へ
さらに向けることが必
要。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　コントラクター実態調査及び作業受託組織調
査を実施した。
　また、福島県コントラクター情報連絡会議（事
務局：県畜産振興協会）により関係機関等との
意見交換、情報の共有化をはかった。

　コントラクターに育成
すべき組織に対し誘導
を図り、効率的な飼料
生産を目指す。

　飼料生産に係る作業
の効率化、低コスト化及
び労働力負担の軽減を
図るため、飼料生産の
共同化、機械の共同利
用等を推進する。

⑥　生産性の向
上

　草地畜産生産性向上対策事業において
33.0ha高位生産草地への転換。
　福島県飼料作物選定協議会を開催し、飼料用
とうもろこし１品種を優良品種に追加。

　計画的な草地転換、
気象条件に適した草種
の選定、奨励品種の普
及が必要。

　経年化し生産性の低
下した草地の計画的な
草地更新、奨励品種等
の導入により生産性の
向上を図る。

　強い農業づくり交付金のうち「多角的農作業コ
ントラクター育成」等の取組みにより飼料作物関
連機械の整備を図る。

　草地畜産生産性向上対策事業において7.6ha
の草地を高位生産へ転換を図る。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　本年度から，県単独新規事業により，簡易放
牧機器を活用した遊休農地の放牧実証展示を
実施
さらに，普及段階では地域肉用牛振興対策事
業の活用促進を図り，取り組みを拡大する。

　飼料増産を推進するためには，作業受け皿組
織の育成が需要であることから，各種助成事業
等を有効に活用して，関係機関が連携してコン
トラクター組織の育成強化を推進する。

　各普及センターにおける普及指導活動の中
で，優良品種の活用促進を図る。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　重点地区プロジェクトの中で，コントラクターの
活動強化について検討を行ったうえで，活動範
囲の拡大を図るため，強い農業づくり交付金を
活用してマニュアスプレッダを導入した。

　コントラクター活動に
新たに堆肥還元作業が
加わり取り組み強化が
図られた。

　関係機関の連携強化
により，新たなコントラク
ターの育成を推進

⑥　生産性の向
上

　平成16年度に選定した県の優良品種の利用
拡大を図るためのガイドブックの作成に向けた
検討会を開催した。

　ガイドブックの作成を
年度内に予定していた
が，スケジュールが遅
れて18年度発行となっ
た。

　ガイドブックを活用し
た県内での優良品種の
普及拡大

④　放牧の推進 　肉用牛研究所が中心となって，耕作放棄地放
牧を推進した結果，肉用牛を中心に放牧面積
20ha（対前年比８ha増）となった。

　実証展示放牧により
利用拡大を図ることが
できた。
　家畜管理に係る労力
の軽減対策、土地の利
用調整が課題

　県単独事業及び地域
肉用牛振興対策事業を
活用した取り組み促進

　稲発酵粗飼料の現地実演会，研修会等を中
心に取り組み推進，さらに，各種助成事業等の
活用促進による作付け拡大を推進

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産粗飼料増産対策事業の推進による取り
組み促進を図った。また，需給マップを作成し各
関係機関に配布して仲介斡旋活動を推進した。

　県内における稲わら
の収集，利用状況につ
いては農家個々の取り
組みが多く状況把握が
困難となっている。

　稲わら収集機械の整
備支援による。国産稲
わら利用拡大の促進

　県内４ヶ所において，稲わら収集機械の整備
を予定しており，それらへの支援による取り組
み拡大
国産粗飼料増産対策事業の利用促進による取
り組み支援

②　飼料作物の
生産拡大

　収穫等機械の整備，各種助成事業等の活用
促進を図りつつ，普及センターにおいては，地
域レベルでの普及促進活動を実施

　稲発酵粗飼料につい
ては作付け拡大した
が，飼料作付け面積全
体では減少した。

　引き続き，稲発酵粗飼
料の作付け拡大を重点
的に推進

茨城県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため，平成17年６
月，12月，平成18年３月に茨城県飼料増産推進
会議を開催
　耕種農家，畜産農家を対象とした飼料生産利
用に係る需給マップを作成し，各関係機関にお
いて仲介斡旋活動を推進した。

　県内における取り組
み状況の共有化と推進
方向等について関係者
の理解促進が図られ
た。

　県内４箇所で地域増
産会議を新設

　市町村，生産者レベルまで，飼料増産運動に
取り込んで，関係者の連携強化による取り組み
の活発化を図るため，地域レベルでの飼料増産
会議を開催

うち稲発酵粗
飼料について

　普及センターを中心とした普及啓発活動や耕
畜連携推進対策の活用促進により，作付面積
が44ha拡大し205haとなった。

　普及サイドの活発な
取り組みにより面積が
拡大している。

　取り組み面積240haを
目標に取り組み推進

　現地実演会や研修会の開催により畜産農家と
耕種農家との交流促進，取り組みの活性化を
図るなど，地域レベルでの活動を中心に取り組
み促進

うちトウモロコ
シについて

　細断型ロールベーラの収穫実演会，サイレー
ジの品質向上に向けた普及指導等を実施

　様々な取り組みを行っ
たが作付け面積は減少
傾向

　普及センターを中心と
した普及拡大活動を推
進

　普及センターによる，優良品種の活用促進，
栽培管理指導，サイレージ調整技術の普及，成
分分析等を実施
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実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名
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栃木県 ①　飼料増産運
動

　○県飼料自給率向上戦略会議の開催
　　・開催日７月13日
　　・参集範囲：関東農政局、県関係機関、関係
団体、乳業メーカー等）
　　・内容：飼料自給率向上に向けての行動計
画について関係機関・団体が一体となって取り
組んでいくことを確認した。
　○地域飼料自給率向上戦略会議の開催
　　・内容：各農業振興事務所単位で会議を設
置し（８カ所）、関係機関・団体・農家を構成員と
し、各種展示ほによる実証や現地検討会を実施
した。
　○需給マップ作成・ネットワーク構築
　　・飼料増産を推進するため、需給マップを８
地区（作成率100%)で作成しネットワークを構築
した。

　県戦略会議の開催に
より、関係機関・団体が
飼料自給率向上に向け
た各種取組みを推進し
ていくことへの共通認識
を得ることができた。
　今後は、特に水田に
おける飼料作物生産の
ために、農産サイドとさ
らに連携を進め飼料増
産を進めていく必要が
あり、需給マップ情報の
更新と内容の充実を進
める。

②　飼料作物の
生産拡大

　畜産農家等に飼料増産を周知するため、各種
パンフレットを配布し、会議などを利用して事業
のPR等を行い、飼料増産を推進した。
　しかしながら飼料作物の作付面積は畜産農家
の飼養規模拡大、後継者不足による労働力不
足で13,000ha（対前年度比100ha減）となった。

　トウモロコシ作付面積
は増加したものの、冬
作の主流であるイタリア
ン等牧草類が減少した
結果、全体としては減
少となった。
　稲発酵粗飼料は定着
しつつあるが、より増産
させるには需要者の確
保が重要であり、需要
者と供給者の仲介にさ
らに取り組む必要があ
る。

　○関係機関・農家へ
の飼料増産のＰＲ方法
の検討
　○水田における飼料
作物作付拡大の検討
　○公社等による草地
造成や整備事業の推進
　○関係補助事業の推
進

　飼料増産の意義・メリット等が伝わるような周
知方法を検討して、関係機関・団体が出席する
会議などを利用し、関係補助事業と併せて積極
的に飼料増産をＰＲする。
　草地診断による肥培管理の見直しを推進し、
単収向上、面積拡大を図る。
　酪農飼料基盤拡大推進事業の周知を図り、酪
農家に環境保全及び飼料自給率向上に対する
取組を啓発する。

　○水田における飼料
作物生産、国産稲わら
の飼料利用を重点的に
推進。
　○地域の実情にあっ
た飼料増産の取組を推
進。

　６月中旬に県飼料自給率向上戦略会議を開
催し、関係機関・団体が今年度の計画に対して
共通認識をもち、飼料増産の推進に取り組める
体制を作る。
　また、これを受け、地域ごとに設立した戦略会
議において、需給マップを活用した耕畜連携の
取組の仲介を含めて、地域の実情にあった飼料
増産の取組を検討・実施しする。
　稲わらの広域利用を図るため、大規模肥育農
家を中心に需要調査を実施し、収集組織への
働きかけを行う。
　とちぎ和牛生産に係る分野において稲発酵粗
飼料の給与実証に取り組み,その有用性の検証
による利用拡大を図る。

　○耕種農家に対する
ＰＲ方法の検討
　○関係補助事業を活
用した作付拡大の推進

　耕種農家のメリットをデータ等で明確化し、麦・
大豆の連作障害回避のためのブロックローテー
ションの推進を図る。
　また、需給マップを活用して仲介活動を行い、
耕畜連携の取組を進める。
　とちぎ和牛生産に係る分野において稲発酵粗
飼料の給与実証に取り組み、その有用性の検
証による利用拡大を図る。

うち稲発酵粗
飼料について

　県内４カ所で収穫実演会のを実施し、技術の
普及、定着を図った。
　また、前年度に専用収穫機を導入した地区の
周辺で特に取組増加が見られ、作付面積が
125.6ha（前年度比17.8ha増）となった。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　○稲わらと堆肥の交
換の推進
　○関係補助事業を活
用した稲わら収集拡大
の推進

　需給マップ等をもとにした耕種農家と畜産農家
の面談会の開催や個別仲介により、堆肥と稲わ
ら交換の取組成立を促進していく。
　大規模肥育農家を中心に需要調査を実施し、
稲わら収集組織の仲介を行い、輸入乾燥等か
ら国産稲わらへの利用転換、稲わらの広域流
通を図る。
　国産粗飼料増産対策事業を推進し、稲わら収
集面積の拡大、稲わらの飼料利用率増加を図
る。

　県内各地に奨励品種の展示ほを設置し、品種
比較・生育調査を実施し、奨励品種の普及によ
る単収向上を推進する。
　また、水田でトウモロコシの展示ほを設置し、
湿害回避技術の確立を検討するとともに、作付
拡大を図る。

　○展示ほの設置や検
討会による奨励品種活
用の推進。
　○水田におけるトウモ
ロコシ作付拡大の課題
整理及び対策検討

④　放牧の推進 　県内における放牧展示ほの設置、検討会の開
催、関東地域飼料増産現地研修会等により、放
牧を推進。　この結果、経営内放牧面積は
126.4ha（対前年度比20ha増）となった。このう
ち、乳用牛は45.1ha（同比3.2ha増）、肉用牛は
81.3ha（同比16.8ha増）となった。

　検討会や研修会の開
催により、畜産農家の
関心を得ることができ
た。

　○公共牧場利用拡大
推進
　○遊休農地等を活用
した経営内放牧の推進

　公共牧場広域利用推進協議会を開催し、広域
流通を含めた利用拡大を図るため、草地更新
等の取組を検討する。
　また、需給マップ等の情報をもとに遊休農地を
活用した放牧展示ほを設置し、検討会等を行い
放牧を推進する。
　また、技術実証促進事業（県単事業）の省力
型放牧タイプを活用した放牧の推進を図る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　中国産稲わら輸入停止に伴い、農政局仲介に
よる他県への稲わら供給について、２組織が取
り組んだ。
　また、一部輸入ストロー等を利用している大規
模肥育農家に対し、今後国産稲わら利用を推
進するため、意見交換を実施した。

　輸入再開後も国産稲
わらを継続して利用す
るよう関係機関等の支
援が必要である。
　一部輸入ストローを利
用している大規模肥育
農家に対しては、価格、
保管場所、労力等の問
題が解消されれば、国
産稲わらへの切り替え
の可能性があるので、
既存の収集組織との仲
介が必要になってくる。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　９月６日に県コントラクター協議会を設立し、意
見交換、事例紹介等を行い、既存のコントラク
ター支援及び新たなコントラクター育成について
検討した。

　現在、コントラクターは
４組織であるが作業受
託を行っている組織も
いくつかあり、これら組
織について、作業の周
年化を図り、コントラク
ターとして発展させてい
く必要がある。

　○県コントラクター協
議会での情報交換
　○関係補助事業の推
進

　協議会を開催し、既存のコントラクター組織の
情報交換や新たなコントラクター設立に向けて
検討する。
　コントラクター組織への支援事業（県単）を推
進し、飼料生産の共同作業を行っており、飼料
生産作業の受託を検討している組織及び管轄
市町村等に対し支援を行い、地域での飼料生
産外部化システムの確立を図る。

　国の事業を活用し、新たに細断型ロールベー
ラが１台導入され、トウモロコシの作付面積は若
干増え、4,630ha（対前年度比20ha増）となった

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　飼料作物の作付拡大
を推進。

　５月下旬以降に県協議会を開催。18年度の取
組について、関係者に周知を図る。

　８月以降に収穫作業実演会を開催予定。

　既存の取組地区を核
に作付拡大を推進

　県単事業を引き続き実施。
　・飼料用稲作付拡大・流通促進対策事業
　　耕種農家と畜産農家が利用供給契約を締結
して飼料用稲を生産供給した場合にそれぞれ
10,000円／10a助成。
　　収穫調製作業を受託した組織に対し2,250円
／10a助成。

②　飼料作物の
生産拡大

　高齢化に伴う飼養戸数の減少、収穫調製機械
費の上昇による更新の困難、頭数規模拡大に
よる粗飼料生産への労働力不足により、作付面
積は年々減少し、H17は7930haとなった。（前年
比150ha減）
　９月には県農業機械商組合主催で飼料作物
関連機械の実演展示会に後援（会場提供等）を
行った。

　「収入を増やしたい→
飼養頭数を増やす→飼
料生産への労力減少→
輸入飼料を購入→収入
を増やしたい」の図式が
定着している。
　自給飼料定着への動
機付けが難しい。

　飼料作物の作付拡大
を推進。

　牛飼養農家に対してパンフレット等を配布し、
普及啓発を図る。

　生産原価より低い価
格で流通しており、助成
金がなければ継続は不
可能。
　専用収穫機の価格が
高く、取組が困難。

群馬県 ①　飼料増産運
動

　５月19日県推進協議会を開催（参集範囲：県
機関、農業団体等。参加者数41名）
　12月末現在、需給リストを48市町村（作成率
100％）で作成し、ネットワークを構築した。

　需給リストを基に調
製・斡旋活動を市町村・
農協へ働きかける。

　自給飼料を給与した畜産物の安心・安全等の
付加価値を消費者に対してＰＲする方法につい
て検討する。

⑥　生産性の向
上

　県内４カ所にトウモロコシの奨励品種実証展
示ほを設置し、８月に検討会を行った。
　H18年度に向け、奨励品種の追加指定につい
て打合せを行い認定品種として２品種追加する
方向となった。

　収量の高位安定を図
るためには、奨励品種
の導入、適期播種、適
期収穫などの基本技術
の励行が重要であり、
継続的な技術指導が必
要である。
　また、奨励品種の利
用率を上げるため、農
家へのPR方法を検討
する必要がある。

　○トウモロコシ奨励品
種の普及
　○安定的生産のため
の栽培体型の確立
　○細断型ロールベー
ラ等の機械整備の推進

⑦　消費者の理
解醸成

　○自給飼料を給与し、
生産された畜産物の付
加価値のＰＲ方法の検
討

　県内各地にトウモロコシの奨励品種実証展示
ほを設置し、地域にあった品種の検討、農家等
への情報提供を行い、単収向上を図る。
　草地診断による肥培管理の見直しを推進し、
単収向上、面積拡大を図る。
　細断型ロールベーラを導入している集団等を
対象に、技術実証促進事業（県単事業）を推進
し、作業の効率性の効果の検証を行い、検討会
等を通して他地区における機械整備の推進を
図る。

うち稲発酵粗
飼料について

　平成16年度各種助成金の単価減額により作
付面積は減少した。平成17年度は当作物を推
進する市町村において作付が増え、130haの見
込み（前年比６ha増）

　作付面積は、年々減少し17年度は3,260ha（前
年比80haの減）となった。
　９月に細断型ロールベーラの実演会を開催。

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　県内唯一の畜産コントラクター組織である県
農業公社の実績は、稲醗酵粗飼料43ha、トウモ
ロコシは１０haであった。

　農業公社に対して18
年度のトウモロコシの
収穫調製作業委託希望
は27haと拡大予定

　畜産農家以外の畜産
コントラクターの普及推
進を行う。

　４月に稲作関係団体、建設業関係者も含めて
コントラクター普及研究会を設立予定。

④　放牧の推進 　６月に県牧場連絡協議会総会及び県内牧場
現地研修会を開催。
　10月に県外牧場現地研修会を開催。

　公共育成牧場の活性
化

　・県協議会研修会の開催
　・耕作放棄地への和牛放牧の取組を行う。
　（放牧セット貸出）

埼玉県 ①　飼料増産運
動

　４月26日推進会議（参集範囲：県関係機関、
参加者数30名）を開催し、今年度の事業推進に
ついて検討した。７月27日県飼料増産行動会議
（参集範囲：行動会議構成員、参加者数33名）
を開催（設置）し、本年度の行動計画を策定し
た。11月16日技術研修会（参集範囲：県関係機
関・団体等、参加者数43名）を開催し、細断型
ロールベーラの実演、情報交換等を実施した。
12月末に県を単位とした需給マップ（リスト）を作
成、ネットワークを立ち上げた。

　飼料増産運動につい
て関係者へ周知され、
自給飼料増産へ向けて
のシステムが構築され
た。
　しかし、作付面積拡大
等は停滞しており、飼料
増産にはまだ直接結び
ついていない。今後、飼
料増産に向けた具体的
取り組みを進める必要
がある。

　飼料増産運動の推進
を図るため、県の飼料
増産推進方策を検討。
また、耕畜連携の推
進、飼料生産の外部化
の推進等に取り組む。

　推進会議（４月）、飼料増産行動会議、研修会
等（７、３月）の開催により、飼料増産運動を推
進する。

②　飼料作物の 　飼料増産に向けた行動計画の実施等により、
飼料作物生産拡大を推進。今年度の飼料作物
の作付面積は1,460haとほぼ昨年並みで、飼料
自給率は平成16年度においては15年と同じ
20.6％となっている。

　飼養戸数・頭数が減
少している中、作付面
積は微減にとどまり、取
組の効果は出ていると
思われるが、今後、さら
なる飼料稲及びトウモ
ロコシの作付け拡大及
び技術向上により、飼
料作物生産の拡大を図
る必要がある。

　飼料生産の効率化を
図り、飼料作物の生産
拡大を図る。

　飼料作物の生産拡大に向け、飼料用稲、トウ
モロコシの作付けを拡大するため、検討会等に
よる耕畜連携の推進、補助事業の活用による
収穫機の整備、効率的低コスト生産技術の開
発・普及を実施。

　補助事業を活用し、県内２集団において収穫
機等を整備し、作付拡大を図っている。

うち稲発酵粗
飼料につい
て

　稲発酵粗飼料は助成制度の変更等により昨
年度は減少したが、検討会の開催等により今年
度は93ha（対前年比108％）と増加した。
　また、来年度の作付拡大に向け現地検討会、
情報交換会、稲発酵粗飼料を給与した牛肉の
食味会等を開催した。

　イネWCS専用品種普及のため､19年播種用の
飼料用稲種子の生産に向け４,７,９,12月に関係
者を集め検討会を開催。また、作付推進のため
の検討会を７,３月に実施

うちトウモロ
コシについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　国産稲わらの利用拡大をのため、検討会等を
開催し、また、需給マップを取りまとめ・ネット
ワークを再構築することにより、稲わらの利用拡
大を図る。

　和牛の耕作放棄地等への放牧を実施し、効果
や安全な放牧方法を実証、取組を拡大する。
　遊休農地を活用した繁殖和牛の放牧に対する
助成事業を実施予定。（県内２ヶ所）

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産稲わらの利用拡大推進及び輸入停止に
対応するため、需給ﾘｽﾄを作成し、関係機関・団
体等による斡旋活動を実施、新たに112ｔの県内
産稲わらが利用された。
　また、来年度の利用拡大に向け11月２日に検
討会を開催した。

④　放牧の推進 　８月より県推進事業として県内３ヶ所において
里地放牧実証を実施（すべて繁殖和牛）、９月に
は２ヶ所において現地検討会を開催した。

　放牧の実証により、放
牧の普及・推進が図ら
れた。しかし、繁殖和牛
と土地の確保が難しく、
今後の放牧拡大のため
の課題となっている。

　水田・里地放牧の実
証により、放牧の推進
を図る。

　県内産稲わらの斡旋
活動を通じ、新たな利
用拡大の可能性が開け
た。今年度は緊急的な
取組であったため、次
年度以降の利用拡大に
向けたシステム構築が
課題である。

　生産された稲わらの
畜産的利用を拡大を図
る。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　７月に実態調査を実施。また、アドバイザー育
成の研修会及びその他研修会に参加し、外部
化の推進、新たな組織育成を図った。

　コントラクターの必要
性についての普及は図
られたが、新たな組織
育成には至っていな
い。既存の組織では受
託面積に限りがあり、新
たな組織育成が急務で
ある。

　推進協議会等の開催
や補助事業の活用によ
り飼料生産の外部化・
組織化の推進を図る。

　自給飼料を給与した県内産畜産物のブランド
化、販路拡大を図る。
　消費者の理解醸成を図るため、各種イベント
での情報提供やブランド畜産物等を活用した試
食会等を実施する。

⑥　生産性の向
上

　６月～トウモロコシの品種選定試験・自給飼料
分析を実施し、７月及び12月には新技術の開
発・普及等のための現地検討会及び情報交換
会を開催した。また、新たな飼料用稲品種の開
発を行っている。

　生産性の向上に向け
た各種試験研究等が実
施されており、今後は技
術の普及・定着が課題
となる。

　新技術の開発・普及
により生産性の向上を
図る。

　飼料生産の外部化・組織化の推進を図るた
め、推進会議・担当者会議、地域での事業説明
会を開催し、新たなコントラクター組織の育成等
を実施して、受託面積の拡大を図る。

　生産性の向上を図るため、引き続き優良品種
の選定試験、自給飼料分析の実施、新技術の
開発に取り組む。また、現地検討会等を開催し
普及を図る

　地域資源の有効活用を推進するため検討会
を開催し、河川堤防草の利用を拡大する。

⑦　消費者の理
解醸成

　各種イベントで情報提供及び試食等を実施
し、また、ブランド畜産物の食味会（９月）や食味
試験(10月）を実施した。

⑧　その他 　昨年度実施した地域で改善を行い、今年度は
２回刈り取りを実施した。品質は良好で、作業効
率が大幅に向上、収量も増加した　（対前年比
140％）。

　改善が図られ有効活
用が推進されている。
今後、実施地域を拡大
していくことが課題とな
る。

　関係機関が連携をと
り、河川堤防草の有効
活用を推進する。

　ブランド畜産物等の活
用により、消費者への
情報は広がりつつある
が、まだ一部であり、さ
らに活動を広げる必要
がある。

　消費者への情報提
供・交流会などを通じ消
費者の理解醸成を図
る。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

千葉県

　機械導入等で作付面積増を図ったが1,190ha
であった。

うちトウモロコ
シについて

うち稲発酵粗飼
料について

　産地づくり対策等を核とした推進により､
65ha(対前年比20%増)｡

①　飼料増産運 　飼料増産運動を推進するため､６月14日､県飼
料増産行動会議設置､第１回会議を開催(参集：
農業関係団体､県機関等､参加者：30名）。12月
末現在､需給マップ､ネットワークを10地区で作
成。

　県内全域で需給マッ
プ､ネトワーク構築を実
施し､取り組みを推進。

　飼料増産運動をすす
め､飼料生産の外部化､
組織化や作付け地の確
保を推進。

　県行動会議、同会議の各専門部会を必要に
応じ開催。

②　飼料作物の
生産拡大

　飼料作物の生産拡大を推進。 　積極的な生産の集団
化等が進んだが､全体
の生産拡大には到ら
ず。作業請負集団の育
成強化等が必要。

　飼料作物生産への労
働支援､生産の外部化､
農地流動化等の推進。
　水田飼料作物は水田
転作との一層の連携推
進。

⑦　消費者の理
解醸成

⑥　生産性の向
上

　奨励品種の選定､活用推進を図るとともに､飼
料作物作付や利用技術等の改善･普及を推進。

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産稲わらの利用拡大を推進。さらに､稲わら
輸入停止にともない積極的な連携強化､県外稲
わら供給者との連携推進。

　国産稲わらの利用が
拡大。
　一層の耕畜連携の推
進が必要。

　耕畜連携による利用
拡大の推進。

④　放牧の推進 　遊休農地等での放牧を推進。この結果､県内
での取り組みが始まる。

　遊休農地等での放牧
が始まる。
　今後とも､推進。

　遊休農地等での放牧
を一層推進する。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　飼料生産の外部化､組織化を推進。コントラク
ター育成と連携強化のため､県域の協議会の設
立を予定。
　また､飼料生産の組織化も推進。

　飼料生産の外部化､
組織化が推進された。

　飼料生産の外部化､
組織化を推進するため､
コントラクター等の育成
を一層推進。

　飼料生産の外部化､組織化推進のため､育成
支援､施設機械整備支援を実施。

　遊休農地等での放牧を推進するため､県内各
地での実証展示を実施。

　生産の組織化､外部化を推進するとともに､農
地の畜産的利用を一層推進。

　国産稲わらの利用拡大のため､収集集団の育
成強化や耕畜連携を促進。

　作付面積100haを目指す

　作付面積1,300haを目指す

　県ホームページによる情報提供や県酪農のさ
と､ふれあい牧場等で消費者の理解を醸成。

　消費者理解の醸成が
推進された。引き続き､
理解醸成の推進が必
要。

　消費者の理解醸成の
一層の推進を図る。

　県酪農のさと､ふれあい牧場､各種催事を通じ
た消費者理解の醸成を推進。

　新たな技術の普及拡
大､奨励品種の利用拡
大を推進。

　新たな技術や優良品
種の導入による生産性
の向上を推進。

　生産性の向上を図るため､奨励品種の選定を
行うとともに､新たな技術の改善普及を推進。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　青梅畜産センターで
のイベントを通して消費
者の理解を深める

　牧養力向上させ入牧可能頭数を増加させるた
め、試験方法等を見直して短期で効果がでる方
策を検討する。

⑦　消費者の理
解醸成

　都農林水産振興財団青梅畜産センターにおい
て、都民を対象としたふれあいイベントの開催
（春、秋２回で数千人）。都の畜産業への理解が
深まった。

　大消費地に立地した
都の畜産は消費者が身
近で家畜にふれあえる
アンテナショップ的な役
割を果たしている。

⑥　生産性の向
上

　八丈島公共育成牧場の草地改良推進（冬季
牧草種の検討、裸地解消･低コスト草地更新方
策の検討等）

　今までの試験結果が
牧養力向上に結びつい
ていない

　牧養力向上のため試
験は継続する

④　放牧の推進 　八丈島公共育成牧場の放牧推進、西多摩地
域の耕作放棄地での肉用牛放牧の検討

　八丈においては研究
の成果が出ていない。
西多摩においては地権
者の理解が得られな
い。

　八丈牧場における放
牧推進を継続する

うちトウモロコ
シについて

　継続して情報発信す
ることにより、需要の掘
り起しをする

③　国産稲わら
の利用拡大

　農政局とりまとめ稲わら自給マップを出先事務
所、普及センター、酪農団体等を通じて周知、
配付

　生産者の反応は薄
い。今後も取り組み内
容を周知する。

　農家戸数の
減少により市
町村単位では
取り組めな
い。

②　飼料作物の
生産拡大

　土地の制約から飼料作付面積を拡大すること
は難しい。

　土地の固定資産評価
が高いため拡大は困難

　特になし

　パンフレット等を通し
て取り組み内容を周知
する。

　普及センター等の現場指導機関へは全国的
な情報を随時伝達し、普及指導活動に活用して
もらう。パンフレット類は生産者組織を通じて生
産者へ配布する。

東京都 ①　飼料増産運
動

　飼料増産パンフレット等の配布 　生産者の反応は薄
い。今後も取り組み内
容を周知する。

うち稲発酵粗飼
料について

神奈川
県

①　飼料増産運
動

　飼料増産を推進するために、自給飼料増産対
策や耕畜連携推進対策等の自給飼料増産に関
する事業の周知を行うとともに、飼料増産行動
会議を平成17年８月２日及び12月６日に開催し
（参集範囲：各地域農政振興担当及び県研究機
関）、飼料増産のための具体的な方策の検討を
行った。

　行政・研究機関・普及
が一体となり、飼料増
産運動の推進に取り組
んだ。

　飼料増産運動を推進
し、良質な自給飼料の
確保に取り組むため、
関係機関が一体となっ
て飼料増産の推進に取
り組む。

　飼料増産運動の推進を図るため、８、１２月頃
に飼料増産行動会議を開催し今年度の取り組
み内容等の検討を行う予定。

　稲わら需要者リストの作成し、近県の供給者リ
ストとのマッチングを推進する

　牧養力向上させ入牧可能頭数を増加させるた
め、試験方法等を見直して短期で効果がでる方
策を検討する。

　青梅畜産センターで、乳牛共進会、搾乳体験
などのイベントを通して消費者のより一層の理
解を深める

66 



１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

うちトウモロコ
シについて

　作業の省力化は図れ
るものの、機械の導入
にコストがかかる。

②　飼料作物の
生産拡大

　現地実証試験及び新技術の確立実証調査を
行った。しかし、飼料作付面積は都市化の進展
や農家戸数の減少、労働力不足等により年々
減少傾向にあり、670ha（対前年度比26ha減）と
なった。
　作付面積の拡大は困難なものの、熱心な畜産
農家による取り組みは県内各地で見られ、乳用
牛１頭あたりの作付け面積は4.9ａ（対前年度比
１a増）であった。

　農家戸数の減少によ
り飼料作付面積の拡大
は困難な状況にある。
労力不足を補うため、
省力のための機械導入
や共同作業の実施が課
題である。

　作業体系の見直しに
よる作業労力の軽減や
作業能率の改善を図
り、飼料生産の効率化
に取り組む。

　関係機関との連携を
はかりながら情報収集
に努め、組織化や機
械・施設整備等の検討
を行っていく。

　国産稲わらの利用拡大を図るため、水田農業
関係機関との連携をはかりながら、稲わらの飼
料利用や耕畜連携推進対策の実施についての
検討を行う。

　意欲的な営農集団を
支援することにより、地
域での飼料増産推進取
り組み体制の強化を図
る。

　自給飼料生産に意欲的に取り組む営農集団
に飼料作物の収穫調整機器（コーンハーベス
ター）を導入し、作業の省力化を図り、自給飼料
増産のための作付面積の拡大を図る。

　自給飼料生産に意欲的に取り組む営農集団
に飼料作物の収穫調整機器を導入し飼料作物
の生産拡大を図る。

　水田農業関係機関との連携をはかりながら、
稲わらの飼料利用や耕畜連携推進対策の実施
の検討や優良事例等の情報提供を行う。

④　放牧の推進 　荒廃地対策として放牧を利用する取り組みが
試行されており、肉用牛の放牧面積は１ｈａから
1.9ｈａ（前年度比0.9ha増）に増加した。

　荒廃農地の解消を主
目的とした地域の取り
組みとして、黒毛和種
繁殖雌牛の放牧が行わ
れ、放牧面積が拡大し
た。

　地域農業全体として
の関係機関の緊密な連
携が必要であり、連携
の強化を図り、地域農
業振興における放牧の
利用について検討を
行っていく。

　放牧の推進を図るため、優良事例や関連事業
等の情報提供を行う。

③　国産稲わら
の利用拡大

　関係機関での情報の共有化し、稲わらの需給
リストの更新を図った。

　個別の畜産農家によ
る稲わらの収集作業
は、高齢化が進むなか
で行われている。
　労力不足を補うため、
省力機械の導入や作業
の外部化・組織化が課
題である。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　関係機関での情報の共有化がはかられた。 　担い手や、機械・施設
等整備の問題があり、
新たな組織化が困難な
状況である。

　関係機関との連携を
はかりながら情報収集
に努め、組織化や機
械・施設整備等の検討
を行っていく。

　飼料生産の外部化・組織化の推進を図るた
め、優良事例等の情報提供を行う。

うち稲発酵粗
飼料について

　稲発酵粗飼料としての実証試験を畜産技術セ
ンターで行った（10ａ）。

　給与試験等で飼料評
価を行っている。なお、
今後県内に広く普及推
進する必要がある。

　関係機関との連携を
はかりながら飼料稲の
作付及び給与方法の検
討を行っていく。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　飼料畑や、放牧地を
実際に目にさせることに
より、畜産経営における
自給飼料の取り組みを
周知することができた。

　県畜産関係施設にお
けるイベント開催等によ
り、一般県民等に対す
る情報発信に取り組
む。

　生産性の向上を図るため、畜産技術センター
における自給飼料の成分分析や、普及指導機
関による現地調査、指導等を実施する。

　消費者の理解醸成を図るため、畜産技術セン
ターにおける各種イベントの開催や、大野山乳
牛育成牧場のふれあい施設等の整備を実施す
る。

⑥　生産性の向
上

　生産性の向上を図るため、畜産技術センター
における自給飼料の成分分析や、普及指導機
関による現地調査、指導等を実施する。奨励品
種の選定試験を行い、乾物収量及びＴＤＮ収量
の多い１品種を追加した。

　地域での現地実証や
技術・営農実証の実施
により、飼料生産技術
の確立に寄与した。

　自給飼料生産の効率
化や生産性・品質の向
上を図り、良質な自給
飼料の確保に取り組
む。

⑦　消費者の理
解醸成

　10月23日に畜産技術センターで開催された
「家畜に親しむつどい」や、11月５日に大野山乳
牛育成牧場で開催された「大野山フェスティバ
ル」において、飼料作物や放牧等に関する情報
提供を行った。

　稲発酵粗飼料作付面積は9.7ha（前年度比２
haの減）

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産飼料増産対策事業を通じ、国産稲わらの
利用を拡大を推進。さらに、輸入停止に対応す
るため緊急調査を行った。
　また、稲わらの供給可能者からの連絡を仲
介・斡旋し、約１tの稲わら確保が実現できた。
　この結果、国産稲わらの飼料利用量は、
3,570t（前年比121t増）となった。

山梨県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため、７月20日県飼
料増産行動会議を開催（参集範囲：県関係各
課、関係機関、参加者数10名）。
　本会議において、飼料増産に関する今後の取
組方針等について検討し、行動計画を策定する
とともに、アンケートを実施することを決定。需
給マップを２地域（作成率100%）で作成するとと
もに、地域飼料増産会議を２地域で構築した。

　アンケート実施によ
り、特に耕種農家の希
望が明らかになった。今
後は双方の希望や要望
をどのように仲介・斡旋
活動につなげていくか
が課題。

　地域飼料増産会議の
開催

　引き続き飼料増産行動会議及び地域会議を
開催する中で、地域飼料増産会議による耕種
農家と畜産農家の仲介・斡旋活動を推進する。

②　飼料作物の
生産拡大

　コントラクター組織等を通じ、飼料作物の生産
拡大を推進。飼料面積作付面積は、規模拡大
にともなう労働力不足等により1,160ha（対前年
比22ha減）となったため、飼料自給率は20.1%
（同比1.6%減）となった。

　飼料作物作付面積が
横ばい傾向にある。作
付面積増加に向けた推
進方策が課題。

　飼料作付け面積の拡
大

　事業導入による飼料用トウモロコシの作付け
の増加と、稲発酵粗飼料の増産により飼料作付
け面積の増加。併せて現地研修会等の開催。

うち稲発酵粗
飼料について

　主食用稲への切り替
えと、高品質の粗飼料
生産を目的に面積を減
少させた。

　稲発酵粗飼料の高品
質化の徹底と、面積の
増加

　高品質な稲発酵粗飼料の技術の定着に向け
た研修会と、作付け面積の増加を図るためのＰ
Ｒ活動を推進する。

うちトウモロコ
シについて

　飼料用トウモロコシの作付面積は、H17は
168ha（前年比16ha減）となっている。

　労働力の不足により
面積が減少した。労働
の軽減や労働力の確保
が課題。

　事業導入による作付
け面積の増加

　細断型のロールベーラを導入し、労働力不足
を解消することと地域への波及効果で面積の拡
大を図る。

　供給可能者と畜産農
家との稲わらの需給
マップを作成し、仲介・
斡旋活動を通じて、稲
わらの確保の取組が進
んだ。
　しかし、まだ県内の飼
料利用量は発生量の一

　国産稲わらと堆肥の
利用推進。

　アンケート結果を基に稲わらの需給マップを効
果的に活用して、仲介・斡旋活動を推進の確立
をしていくとともに、ＰＲ活動を強化してく。また、
畜産農家が地域で確保できる稲わらについて
は、地域内での利用を推進していく。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

④　放牧の推進 　更新した草地での乳用牛及び遊休農地を活
用した肉用牛放牧に係る交付金ハード事業を
通じ、放牧を推進。放牧面積は10.5ha（前年度と
同値）。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

割程度であるので、今
後も稲わら利用を推進
していく必要がある。

　ハード事業を活用した
放牧の推進が図られ
た。放牧のメリット等を
紹介しながらの推進が
必要。

　放牧技術の普及と定
着の推進。

　現地研修会等を通じて２カ所で遊休農地放牧
を推進し、放牧技術について周知していく。
　また、放牧技術の定着を図るためのデータ収
集を行う。

⑥　生産性の向
上

　奨励品種導入による単収の向上等により、生
産性の向上を推進。

　農家に対する奨励品
種の周知、普及推進が
課題。

　生産性の向上

　県公報番組や広聴広報等を通じて、遊休農地
を活用した自給飼料生産や耕畜連携の取組に
ついて紹介。

　試験場も含め、ホーム
ページを利用した情報
発信を行った。

　今後もホームページ
等を利用した情報発信
を推進する。

　奨励品種の展示圃を設置し、農家への奨励品
種の普及を図る。

　稲発酵粗飼料生産等を通じ、飼料生産の外部
化・組織化を推進。飼料生産に係るコントラク
ター組織は１組織（前年と同値）、受託面積は
8.4ha（同比2.0ha減）となった。

　現在１組織のみであ
るコントラクター組織の
育成が課題。

　コントラクター組織の
育成。

　今後、コントラクター組織になりえる組織の把
握をしていく。

　県公報番組や広聴広報等を通じて、遊休農地
を活用した自給飼料生産や耕畜連携の取組に
ついて紹介。

長野県 ①　飼料増産運
動

　長野県飼料増産推進チーム（県、畜産会、中
央会、全農）が連携して取り組む「行動計画」の
策定と連携の強化。12月末現在、需給リストを４
地区（佐久・松本・上伊那・下伊那）で作成し、各
地区の状況に応じてネットワークを設置。放牧と
コントラクターのネットワークについては県下１
本で立ち上げ。

　関係課及び機関が飼
料増産運動の取組に対
する情報交換が頻繁に
なり、連携が深まった。
　耕畜連携が運動推進
に欠かせないことから、
耕種サイドへのはたら
きかけが一層重要であ
る。

　長野県飼料増産推進
計画に基づき、県飼料
増産推進チームが連携
し、耕種への働きを含
め取組を推進。
　（牧場等の草資源の
活用、飼料生産受託組
織の育成による飼料生
産の組織化など）

　飼料増産運動の推進を図るため、推進会議や
研修会等を開催し、今年度の事業活動について
検討し、牧場機能の強化、放牧の推進及び耕
畜連携の強化について取り組む。

⑦　消費者の理
解醸成

②　飼料作物の
生産拡大

　国庫補助事業による草地整備や県単事業「草
資源放牧活用支援事業」等を通じ飼料面積の
作付面積拡大を推進。
　しかしながら、飼料作物の作付面積は、高齢
化による労働力不足などによる生産減少と中・
小規模農家を中心とした経営中止に伴い近年
減少傾向にあり、17年は8,830ha（前年対比
240ha減）となった。

　草地整備の実施及び
遊休荒廃農地の草地利
用により草地面積は15
年までは拡大してきた
が、16年17年と続けて
減少。一方、牛飼養農
家１戸当たり作付面積
はH16は5.3ha/戸で
年々増加。（都府県平
均と比較して2.5ha/戸
上回っている）

　国庫事業等を導入し、
飼料生産の推進を図
る。

　計画的な事業実施等による飼料面積の拡大。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　また、牛１頭当たりの
作付面積は15.1a/頭で
年々増加。（都府県平
均を5.4a/頭上回ってい
る）

うち稲発酵粗
飼料について

　飼料用イネ作付面積18.4ha（前年対比3.4ha
減）

　一部地域でH17は食
用に変更したため作付
面積が減少した。
　需要に対応した生産
量の確保。

　稲発酵粗飼料の生産
に既に取り組んでいる
地区に対し働きかける。

　県内３地区（佐久・松本・上伊那）の取組状況
を把握し推進方向を検討するほか、新たに奨励
品種として指定した２品種の特性等のＰＲにより
今後の生産拡大を目指す。

うちトウモロコ
シについて

　細断型ロールベーラーの導入１台（前年度導
入分と併せると２地区２台となった。）

　細断型ロールベー
ラーの導入は、品質向
上・省力化につながって
おり、取組の拡大が期
待される。

　細断型ロールベー
ラー導入地区における
自給飼料生産休止・縮
小農家からの受託面積
拡大により飼料面積の
維持・拡大を図る。

　既存に導入した細断型ロールベーラーの活用
による生産拡大のほか、導入の推進に向けた
現地の状況把握に努める。

③　国産稲わら
の利用拡大

　稲わら収集・運搬作業を行うコントラクター４組
織へ国産稲わら需要情報の提供。
　関係機関との連携による稲わら需給調整活
動。
　コントラクター４組織による稲わら収集156ha
（H16）（前年度対比7ha増）

　結果的には、希望す
る稲わらについては自
助努力及び農協の仲介
等により確保できた。
　需要者へ情報提供し
たが、価格等の条件で
折り合わない等契約成
立に課題もあった。
　作業が短期間に集中
しやすく、また天候の影
響を受けやすい。
　飛び地が多く効率的
な収集作業が困難。

　コントラクターに対す
る支援により、収集・流
通拡大に向けた推進を
図る。

　コントラクター活動推進会議の開催のほか、今
年度の稲わら収集用機械調整機械の導入によ
り面積の拡大を図る。

④　放牧の推進 　９地区で継続、５地区が新規に取り組み、計14
地区で実施（前年度対比４地区増）。
　牧面積・頭数は新規・継続を併せて14.05ha･
41頭（前年対比1.88ｈａ5頭増）
　９牧場で実施（前年実施７地区）。新技術（ラジ
コンヘリによる施肥、体重測定器導入、馴致牧
区設置など）を導入し意欲ある牧場が利用農家
の要望を踏まえ、牧場機能の強化を図った。
　公共牧場での放牧頭数3,180頭（乳用牛1,904
頭、肉用牛1,276頭）、放牧適期牛に対する放牧
率44%（同比頭数270頭増、比率109%）　（H16実
績）

　県下各地に実証ほが
広がり、また継続的に
放牧に取り組む地区が
増えた。
　飼養飼養頭数の増頭
のほか地域の活性化や
鳥獣害予防にも効果が
あると言われている。
　稼働する48公共牧場
のうち主要な16牧場で
新技術導入を図った。
　例年屋内研修会で

が

　耕作放棄地への放牧
推進、牧場の草資源活
用を促進し牧場機能を
強化するための新しい
技術導入については、
県単事業により　一定
の成果を得たことから、
今後はゼロ予算事業と
して取組の推進を継続
する。

　耕作放棄地への放牧推進に向けた技術支
援、国庫事業の活用による公共牧場への支援、
公共牧場管理技術者向けの研修会の開催、公
共牧場ごとの個別課題解決に向けた技術支
援、モデル公共牧場の課題と利用対応策の徹
底調査・検証等により、放牧の推進に向けた取
組を強化する。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　９月８日に牧場管理技術現地研修会を「飼料
増産推進モデル地域現地研修会」に合わせて
実施。

あったが、屋外で公共
牧場の草地管理状況等
を確認しながら研修で
きた。

⑥　生産性の向
上

　国庫補助事業による草地整備等４地区で実
施。草地整備面積19.8ha
　細断型ロールベーラーは県内２地区に２台導
入。

　地域の要望に基づく
計画的な事業推進を実
施。

　国庫事業の導入及び
優良品種のＰＲ。

　継続４地区での草地整備実施。（計23ha）
　収穫調製機械導入により効率的な収穫作業を
支援する。（１組織）
　優良品種のうち、注目品種をピックアップした
ものを農家にＰＲし、生産性向上を図る。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　コントラクター活動推進会議の実施（２～３月
開催予定）
　９月28日に「細断型ロールベーラー収穫調製
現地検討会」を開催し、作業体系及びロール
ベール品質等について検討。加者約40名。

　細断型ロールベール
の流通については、機
械導入して間もないこと
から実施に当たっては
検討を継続。

　次代を担う子供たちに
畜産を理解してもらい、
公共牧場の活性化を図
るきっかけづくりができ
た。

　学校教育との連携を
図るなどにより消費者
等の理解醸成を図る。

　取組の盛んな地区での耕種農家を対象とした
意向調査により具体的なニーズの把握を行い、
コントラクター・農協等を対象とした地域内流通
を推進するためのコントラクター推進会議の中
で公表するなど、今後の取組の推進に役立て
る。

　飼料生産の外部化・
組織化の推進を図るた
め、細断型ロールベー
ルによる地域内流通を
検討。

　現地での学校教育との連携を支援するほか、
新聞への情報掲載等ＰＲを推進する。

静岡県 ①　飼料増産運
動

　県段階では、６月14日、３月１日に行動会議を
実施。行動計画の確認及び飼料増産ネットワー
クを設置した。８月10日,１月26日にも飼料会議
を実施。

　飼料増産マップの作
成が計画よりも遅れた
ことにより、斡旋活動へ
の取組も遅れている。
今後はマップの充実と
斡旋活動の協を図りた
い。

　コントラクターの育成
について重点的に検討
を行っていく。

　県段階では６月、３月に行動会議を開催し、コ
ントラクターの育成について具体的な検討を
行っていく。

⑦　消費者の理
解醸成

　現地機関の諏訪及び上伊那畜産振興協議会
は８月３日に牧場体験イベント「入笠牧場を体験
しよう」を開催。参加小学生（高学年）約20名。
青空教室の講師を地元の農業高校生徒が行
い、放牧牛とのゆれあいや衛生検査の様子等
の写生を実施。

②　飼料作物の
生産拡大

　大幅な作付拡大が図れた地域もあった。 　作付拡大が図れた地
域の取組を拡大させて
いく必要がある。

　助成金の利用拡大により作付拡大を推進して
いく。

　水田・耕作放棄地へ
の飼料作物の作付拡大
推進。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

うちトウモロコ
シについて

　７月25日にコーンベーラー現地検討会を開
催。参加者約25名。

　一部の地域ではトウ
モロコシの作付拡大が
図られる。

うち稲発酵粗
飼料について

　重点地区の作付面積が36％拡大した。 　重点地区では作付拡
大が図れた。

　地域段階で、実証展示用の放牧地を県内４ヶ
所、計1.3haで実施予定。研修・検討会は県行動
会議との共催により、全県的に実施していく。

　稲わら収集組織の育
成・機能強化。

　国産粗飼料増産対策事業等を活用やハード
整備支援により稲わら収集組織を育成・機能強
化することで、国産稲わらの利用拡大を図る。

　助成金の利用拡大と稲発酵粗飼料収集機械
の利用により生産拡大について検討していく。
　また、県内1ヶ所に技術展示圃を設置するほ
か、重点地区の優良取組み事例について地域
行動会議等を通じて周知し周辺地域への拡大
を図る。

　他地域への拡大推
進。

　水田への作付けと収集機械の整備による生
産拡大を推進。

　重点地区を中心とした
作付面積の更なる拡大

③　国産稲わら
の利用拡大

　需給マップ等により利用推進図った。また、輸
入停止に伴い広域流通にも取り組んだ。本年、
稲わらの自給率は向上する見込み。

　輸入停止に伴い、国
産稲わら収集組織の育
成の重要性が再認識さ
れた。

　奨励品種の選定試験、県内各地での奨励品
種の普及展示ほの設置（４ヶ所、計1.2ha（３ヶ所
分、１ヵ所は面積未定））を予定。
　簡易草地更新手法を検討していく。

④　放牧の推進 　９月５日に県段階で現地検討会を開催（生産
者をはじめ関係者46名が参加）。また、需給マッ
プによる放牧推進を図った。

　現地検討会には多数
の参加者があったこと
から、次年度以降の取
組拡大が見込まれる。

　放牧の意義・理解の
促進。他地域での放牧
頭数拡大。

　飼料会議等で検討を行う。⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　県、地域段階の行動会議等でコントラクター育
成ついて重点的に検討を実施。
　また、公共牧場の利用促進に向けた検討も実
施した。

　飼料増産運動等によ
り、作業受委託組織に
より飼料生産が拡大し
た地域もみられた。
　また、需給アンケート
により作業受委託組織
への要望確認がされ
た。

⑥　生産性の向
上

　県畜産試験場で奨励品種選定試験を行い、品
種の見直しを行った。
　また、県内4地区で奨励品種の普及展示を実
施した。

　奨励品種選定試験、
普及展示試験について
は計画どおり実施した。

　引き続き優良品種の
選定、普及について検
討を行うとともに、草地
更新について検討して
いく。

　飼料会議等でコントラ
クターの育成について
検討を行っていく。
　また、公共牧場での放
牧管理技術を検討す
る。

　今後も、「放牧牛乳のブランド化」等の具体的
な事例を取上げながら、有利販売のための方法
について積極的に検討していく。

⑦　消費者の理
解醸成

　「放牧牛乳のブランド化」について検討を実
施。

　自給飼料利用を畜産
物の有利販売に繋げる
ための方法等について
より積極的に検討を
行っていく必要がある。

　自給飼料利用を畜産
物の有利販売に繋げる
ための方法を検討して
いく。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

新潟県 ①　飼料増産運
動

　・６月27日、飼料自給率向上推進担当者会議
開催（参集範囲：県、団体）。飼料増産アンケー
トの実施及び粗飼料流通マップの作成等を検討
　・７月28日、飼料自給率向上シンポジウム開
催  耕畜連携推進の必要性を講演、事例発表
により周知・啓発(出席：畜産農家、耕種農家、
関係団体等120名）
　・２月28日、第2回飼料自給率向上推進担当
者会議を開催（参集範囲：県、団体）。17年度の
取り組み経過、成果の検証、今後の課題の整
理

　会議やシンポジウム
開催により、関係者の
意識統一、意識向上が
図られた
　市町村等地域での飼
料作物確保対策が必要
　併せて市町村水田農
業推進協議会での飼料
作物推進が必要

②　飼料作物の
生産拡大

　・H17飼料作物作付面積2,610ha。平成16年度
から120ha減少(対前年比95.6%）
　　うち青刈作物が97ha減少(内訳：稲発酵粗飼
料23ｈａ減少、トウモロコシ9ｈａ減少）
　・牛の飼育頭数の減により、粗飼料自給率は
39.6%から41.2%に向上

　水田、飼料畑ともに作
付けは減少したが粗飼
料自給率は向上
　地域水田農業ビジョン
に飼料作物生産の位置
づけが必要
　今後、コントラクターで
の取組や耕畜連携推進
と併せて作付拡大、収
量増加を推進すること
が必要

　水田を活用した地域
飼料作物生産体制の構
築

　・水田飼料作物の生産拡大に向けた耕畜の連
携調整活動
　・飼料生産の外部化、組織化推進(地域飼料
生産体制の検討）
　・飼料作物栽培技術の手引きの配布による生
産啓発

　地域機関、関係団体
と連携した飼料増産推
進

　・飼料増産会議の開催
　（地域、関連団体における増産取り組みの啓
発、助成制度への取り組み促進、粗飼料流通
マップ等を活用した耕畜の仲介活動の強化徹
底）
　・飼料作物コントラクター等育成対策事業を活
用した生産受託組織の育成
　（県内6地区を重点推進地区に設定、地区内
の重点指導組織をコントラクター組織として確
立）

　稲作生産組織による
栽培と給与拡大の推進

　・多収の専用品種「夢あおば」の普及推進
　・栽培組織の育成、栽培技術指導、給与技術
指導
　・飼料作物栽培技術の手引きの配布による生
産啓発
　・肉用牛への給与事例紹介による新規取り組
みの誘導

　・取り組み事例等の紹介による啓発
　・栽培組織の育成、栽培技術指導、給与技術
指導
　・飼料作物栽培技術の手引きの配布による生
産啓発

　水田での作付け拡大
の推進
　裁断型ロールベー
ラー体系の普及推進

うちトウモロコ
シについて

うち稲発酵粗
飼料について

　・H17作付面積177ha。うち組織による生産は
87%(H16実績：91%）H16：27組織→H17：26組織
（うち新規3組織）
　・H16から23ha減(対前年比89%)転作の緩和等
から減少

　食用米作付けに左右
され作付面積は変動
　畜産農家(特に肉用牛
経営）へ利用啓発が必
要

　労力、機械装備負担
が大
　畜産農家へ利用啓発
が必要

　・H17作付面積238ha。H16から９ha減（対前年
比96%）微減傾向
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・稲作集団等耕種組織によるわら収集の取組
拡大
　・畜産側の積極的な利用の推進

　新規の県単事業によ
る県産稲わら収集利用
の促進
　組織によるわら収集
の推進

④　放牧の推進 　新規取組実績無し 　水田放牧等への理解
醸成が進んでいない
　実証等による普及推
進が必要

　耕作放棄地放牧等の
啓発推進

　取り組み事例等の紹介による啓発活動実施

③　国産稲わら
の利用拡大

　・飼料増産重点地区で新規稲わら収集組織が
育成された(１組織）
　・飼料増産アンケート調査結果から県機関が
仲介し稲わらの広域流通が実現（２事例）
　・H17の県内収集面積は746haで前年度と変わ
らず

　コントラクター事業の
活動で新規の取り組み
が進展
　自家収集困難な大規
模肉用牛農家へ県内産
わらを供給する体制が
必要
　収集組織の育成と省
力化機械導入による収
集面積の拡大を図るこ
とが必要

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　・強い農業づくり交付金を活用したコントラク
ター育成啓発活動を県内14地域で実施。具体
的育成のため重点地域を３地区設置しコントラ
クター育成指導を実施
　　(県内コントラクター組織　１組織→２組織）
　・市合併後の公共牧場利用推進のための調
査事業を実施(長岡）

　地域の動きを的確に
捕らえた育成活動が必
須

　組織育成のノウハウ
蓄積が必要

　コントラクター（飼料の
外部化）育成対策の実
施

　公共牧場の効率的活
用推進

　畜産関連イベント等で情報提供
　地域内飼料を活用した畜産物の紹介

⑥　生産性の向
上

　稲発酵粗飼料専用品種「夢あおば」、トウモロ
コシ早生品種、ハイブリッドライグラスを県奨励
品種に認定
　また、生産組織による低コスト生産推進のた
め細断型ロールベーラによる飼料用とうもろこし
収穫実証を実施

　新技術情報等の発信
と普及を促進
　稲発酵粗飼料、とうも
ろこし等の優良品種の
普及を図るとともに、効
果的な栽培技術の普及
を図る

　収量性の高い品種の
活用推進
　栽培技術の指導によ
る生産量の確保

⑦　消費者の理
解醸成

　畜産ふれあいフェスタ（県主催）で、稲発酵粗
飼料、牧場及び畜産物の安全・安心について情
報提供・ＰＲ

　消費者は一定の理解
を深めた
　安全な畜産物の情報
を継続的に消費者へＰ
Ｒしていくことが必要

　安全な畜産物のＰＲ

　強い農業づくり交付金を活用したコントラク
ター育成啓発活動実施

　市町村合併に伴う公共牧場の活用方策の検
討

　技術資料による優良品種導入と栽培技術向
上の啓発
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

富山県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため、６月15日飼料
増産会議を開催（参集範囲：市町村、農協、参
加者数：50名）。
　本会議において、耕畜連携推進対策等につい
て検討し、飼料作物の団地化や放牧、稲発酵粗
飼料生産等や増産アンケートに取り組むことを
決定。
　市町村に対する酪肉近代化計画策定を通じた
飼料増産の取組の周知。

　飼料増産運動の取組
について周知すること
ができた。今後さらに、
関係機関や生産者に対
する意識の向上を図る
必要がある。

②　飼料作物の
生産拡大

　関連施策の活用を通じ、飼料作物生産の拡大
を推進。これにより、飼料作物の作付面積は、
821ha（対前年度比36ha増）となった。

　耕畜連携による面積
拡大が課題。

　耕畜連携推進による
飼料作付面積の拡大。

　飼料作物の生産拡大を図るため、関連施策を
活用した団地化、二毛作、稲発酵粗飼料、放牧
の作付面積拡大の取組を推進する。

うち稲発酵粗
飼料について

　技術研修会の開催（８月12日）とともに、耕畜
連携推進対策や国産粗飼料増産対策事業を活
用した誘導により12.5ha（同比5.9ha増）となっ
た。

　助成事業の継続が不
透明なため、専用機導
入や作付けに踏み切れ
ない。畜産農家に対す
る利用に当たっての理
解が不十分。

　堆肥と稲わらとの交換
を地域ぐるみで推進す
ることが課題。

　補助事業活用による
稲わらと堆肥との交換
推進。

　関係機関と連携した
飼料増産推進。

　飼料増産運動の推進を図るため、４月、10月
ごろに自給飼料関係会議を開催し、酪肉近代化
計画の目標達成に向けた取組を推進する。

　収集時の天候が比較的安定している早生作
付地域等情報の提供や、国産粗飼料増産対策
事業の紹介により、集落内での稲わら収集を誘
導する。

　既存実施者による面
積拡大及び新規実施者
の開拓。

　肉用牛農家の多い地域への重点的な働きか
けや、稲発酵粗飼料生産の外部化や組織化を
推進する。18年度のイネＷＣＳ作付面積は、
12.7ha（同比0.2ha増）の見込み。

　条件整備の支援や技術情報の提供。　県内で初めて細断型
ロールベーラが導入さ
れ、今後面積拡大と他
地域への波及が課題。

　細断型ロールベーラ
の普及。

　必要性等についての
理解が不十分。

　新規事業による重点
地区の設定。

④　放牧の推進 　研修会、展示ほの設置及びリーフレットの配
布などを通じ、放牧を推進。この結果、放牧面
積は、耕種農家の新規参入や実施集落の増加
などにより、１市１町で14ha（対前年度比５ha増）
となった。（放牧牛はすべて肉用牛）

　次年度、新たに２市で
実施を検討していること
から、その支援が必
要。

　遊休水田等、低・未利
用地での放牧促進。

　放牧の推進を図るため、県単事業等を活用し
た新規開拓や、新たな取組実施者に対する支
援を実施する。移動放牧面積は、３市１町で
20ha(同比6ha増）の見込み。

③　国産稲わら
の利用拡大

⑥　生産性の向
上

　栽培技術の高位平準化と優良品種の普及の
ため、栽培マニュアルの作成とそれに基づく普
及指導員等による現地技術指導を実施した。

　適期は種等基本技術
の徹底やトウモロコシ
の面積拡大が必要。

　優良品種の普及促
進。

　飼料生産の外部化・組織化を図るため、県単
事業により重点地区を設定し、集落の話し合い
及び合意形成の支援するとともに、畜産農家に
対するコントラクター活用のメリットを啓発する。

　生産性向上を図るため、品種選定試験、マ
ニュアル、ホームページ等により、優良品種を
普及促進する。

うちトウモロコ
シについて

　細断型ロールベーラの実演会開催や、強い農
業づくり交付金による細断型ロールベーラの導
入支援を実施した。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　情報提供による啓発を図ったが、組織化には
至っていない。

　県単事業の活用を通じ、国産稲わらの利用拡
大を推進。この結果、国産稲わらの飼料利用量
は、ほぼ横ばいである。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・飼料増産推進

　・公共牧場の利用推
進

　・耕種農家と畜産農家
の連携推進

　・放牧面積、箇所数を拡大して取組予定　・耕作放棄地の解消
推進
　・能登牛生産基盤の
拡大

②　飼料作物の
生産拡大

　・県飼料増産ネットワーク通じて、飼料作物の
生産拡大を推進。
　しかし、転作田での作付が減少する等して796
ｈａ（対前年度比61ｈａ減）となった。

　・転作作物として飼料
作物の位置付けが低
い。

　・畜産農家の規模等
に即すた作付拡大を推
進

　・地域飼料増産推進協議会を通じて飼料作物
生産の拡大を推進。

　・作付拡大に向けた取組を推進　・生産調製に係る労力
の低減が課題。

　・主に転作田での作付が減少し、作付面積は
44ｈａ（対前年度比17ｈａ減）となった。

　・４月20日県飼料増産推進協議会開催（参集
範囲：県関係機関、参加者数：23名）。
　本会議において、地域飼料増産ネットワークを
設置した（５箇所）。

　・稲わら需給マップから稲わらと堆肥の交換を
促進し、県内産稲わらを確保。
　・稲わら収集作業の外部化の検討。

　・公共牧場の効率的な利用を図るため受託対
象月齢の拡大及び、公共牧場間で受託調整実
施。

　・耕畜連携による新た
な取り組みが開始され
たが、単年度の取組に
終わらないよう連携体
制の整備強化が必要。

③　国産稲わら
の利用拡大

　・輸入稲わら利用状況調査（５～６月）を実施。
県内における輸入稲わらの利用状況を把握す
るとともに利用農家への国産稲わら利用を推進
した。
　その結果、畜産農家における自己収集は、
483トン（対前年度比143トン増）となったが、稲
わらの飼料利用量は、574トン（同156トン減）に
なった。

石川県 ①　飼料増産運
動

　・６月９日県飼料増産推進協議会開催（参集
範囲：県関係機関、参加者数：23名）。本会議に
おいて、県飼料増産行動計画を策定、県飼料増
産ネットワークを設置した。
　・３月末現在、需給マップを５ヵ所で作成。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　・牧場間で受託牛募集期間を調整、更に受託
期間を延長することで、受託延べ頭数ベースで
の稼働率向上（Ｈ16年度94.9％）

④　放牧の推進 　・中山間地域休耕田における和牛放牧実施
（２頭/60a、10～11月）

うち稲発酵粗
飼料について

　・稲発酵粗飼料用稲を栽培していた耕種農家
が、大豆生産へ移行したため県内における作付
面積は０となった

　・耕種農家における稲
発酵粗飼料生産の取り
組み意欲が希薄。

　・稲発酵粗飼料生産と堆肥還元による土づくり
のブロックローテーションの実証。

　消費者の理解醸成を図るため，公共牧場等の
イベント等を通じ畜産物生産について理解を深
めてもらう。

⑦　消費者の理
解醸成

　公共牧場等のイベントや牧場のホームページ
等を通じ、畜産物生産について消費者の理解を
醸成した。

　今後ともイベントなど
を通じ、情報提供が必
要。

　イベントを通じた理解
の醸成

うちトウモロコ
シについて

　・利用率を高めるため
の農家ニーズに応えた
機能性の強化。

　・収集に係る労働力不
足、保管場所の確保が
課題。

　・新聞等を通じ、放牧
技術の一般への紹介を
実施。一定の理解を得
られた。
　・放牧経験牛の確保
が困難。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・畜産物の地産地消
の推進

　耕種農家と畜産農家
の安定的な連携を推進
する必要がある。

　耕畜連携の強化

　飼料増産に向け、関
係機関の意識向上を図
る。

　稲作生産組合などで
の飼料生産を推進す
る。

　・引き続きインターネットを利用した情報提供
に努める

⑥　生産性の向
上

　・草地の計画的な更
新、優良品種の導入

　・生産性の向上を図るため、草地更新（簡易更
新）の推進を実施し、永年牧草地452ｈａのうち
更新66ｈａ（更新率14.6％）
　・県飼料作物奨励品種の改正

⑦　消費者の理
解醸成

　・インターネットを利用した生産現場（畜産農
家）における取り組み事例の紹介

　・「飼料作物栽培の手引き」の作成、配布

福井県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産に関するアンケート調査を畜産農
家、稲作生産組合に対して行い意向を把握し、
調査結果を、県下一円のリストとして整備、各農
林総合事務所へ配布。

　耕畜連携を一層図る
必要がある。

②　飼料作物の
生産拡大

　稲発酵粗飼料生産・供給モデル実証の事業
化

　稲作生産組合では、
飼料作物の生産に関す
る情報が届いていな
い。

　稲作生産組合への普
及啓発を図る。

　稲発酵粗飼料生産・供給モデル実証事業の
県内２地区での実施。
　・専用収穫機械の整備推進
　・現地研修会、シンポジウムの開催

うち稲発酵粗飼
料について

　同上 　同上

　飼料増産会議の開催。
　稲作生産組合への飼料生産情報の提供

　飼料増産アンケートで「稲わら供給が可能で
ある」と回答を頂いた稲作生産組合の情報を、
畜産農家に対して伝達する。

　同上 　同上

④　放牧の推進 　獣害対策として放牧を推進。県が事業主体と
なって、若狭牛放牧による獣害防止効果の調査
を行った。
　(放牧面積１ha、繁殖和牛３頭)

　耕種側で放牧技術を
修得する必要がある。

　集落・営農集団での
放牧の実施

　獣害対策として放牧を推進。技術実証試験の
成果を受け、県内にモデル集落４地区を設置
し、集落・営農集団主体での放牧を実施する。
　畜産試験場において、小区画面積における放
牧管理技術を検討する。

③　国産稲わら
の利用拡大

　若狭牛等県産稲わら活用促進事業を通じ、県
産稲わらの利用拡大を推進。この結果県産稲
わらの収集面積は390ha（対前年度比130ha増）
となり、稲わらの自給率は100％（同比28％増）
となった。

　稲発酵粗飼料生産・供給モデル実証事業の
実施。
　（２地区　4.4haで取組予定）
　・専用収穫機械の整備推進
　・現地研修会、シンポジウムの開催

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　稲発酵粗飼料生産・供給モデル実証の事業
化

うちトウモロコ
シについて

　・更新は、順調に進ん
でいる
　・奨励品種の利用が
低下している

　・イベント等の紹介を
随時更新しており、情報
提供の役割は果たして
いる

　機械の整備が必要。
　適正な作業価格の設
定が必要。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

①　飼料増産運
動

　１月30日飼料増産運動を推進するため、飼料
増産推進会議を開催（参集範囲、県内耕種およ
び畜産農家代表、学識経験者、農業団体、県：
参加者数12名）。アンケートを実施し、県域で需
給マップを作成。

　自給飼料生産の意識
醸成が図られた。

　自給飼料作物の生
産、利用促進。

　営農集団等の取り組みにより作付け面積を拡
大予定。

　低利用地の山林等を共同放牧地として活用す
るため、条件整備並びに和牛繁殖雌牛の導入
を実施。放牧に伴い、市、農協、現地機関、畜
産研究所等が連携を取り指導等サポートを実
施。

②　飼料作物の
生産拡大

　転作田の活用割合は増加しているが、飼料作
物の栽培面積については大きく変わらず。割合
として、牧草（１年生、永年生）、トウモロコシが
減少、ソルゴー、飼料イネ（わら専用稲）の割合
が増加。飼料作物作付面積は3,256ha（前年度
比23ha増）。

　畜産農家の高齢化、
規模拡大による労働力
不足などにより飼料作
作付け面積の増加が進
まず。

　水田飼料作物生産振
興事業への取り組み継
続。

うち稲発酵粗
飼料について

　飼料実証給与農家の
拡大、生産・流通の促
進。

　畜産農家の給与に対する抵抗をなくすため、
試験的に農家へ飼料を配付、給与試験等を実
施。転作水田での作付け面積の増加を目指す。

岐阜県 　岐阜県飼料増産推進会議を開催し、自給飼料
作物の生産、利用方策の検討。

　県研究所において、ロールベーラーの実証試
験を継続実施。現地調査、生産技術指導・検討
会の実施等啓発活動の実施。

　営農集団等への取り
組みについて検討。

　現地関係機関への効
力体制の強化。地域住
民への理解向上。

　関係機関が連携して、講習会や技術指導を行
う。

⑥　生産性の向
上

　奨励品種（18種42品種）から５種７品種を廃止
し、新たに３種５品種を指定し、17種40品種とし
た。畜産試験場においてサイレージ共励会を開
催。

　奨励品種の利用率の
向上

　奨励品種の推進
　栽培技術の向上

　農協を中心とした広域
流通により作付け面積
が拡大。

　収穫調整専用機械の
導入経費や、水田確保
に課題が多い。また、給
与に対しての理解が未
熟。

　飼養戸数の減少によ
り作付け面積が減少

③　国産稲わら
の利用拡大

　水田飼料作物生産振興事業を通じて、わら専
用稲の作付けは33ha（前年度比12.2倍）と飛躍
的に拡大。強い農業づくり交付金により、収集
調整機械（ロールベーラー８台、ラッピングマ
シーン７台）を導入。
　国産稲わらの飼料利用量は11千tとなり、稲わ
らの自給率は92.5%。

　栽培面積は転作水田で14.6haの作付けとな
り、前年度比128%となったが、取り組み地区は
広がらず。西濃地域で生産されたWCSを中濃地
域で飼料給与し、広域的な利用体系を推進。

④　放牧の推進 　岐阜型放牧をモデル的に推進。耕作放棄地田
畑への放牧を実施（3カ所）。10月２日放牧普及
推進現地検討会開催により放牧取組推進。3月
７日放牧の推進利用を図るため、技術検討会を
開催。
　耕作放棄地等における放牧面積（17年度見込
み）は14.2ha（対前年度比5.8ha増）。

　遊休農地の利用ととも
に、農家への放牧推進
が図れた。

うちトウモロコ
シについて

　転作水田での栽培面積は155haと16年度
(177ha）に比較して減少。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　公共牧場における消費者の体験交流機会の
設置。消費者に対して、資料提供、生産履歴等
の開示を引き続き実施。

⑦　消費者の理
解醸成

　８月４日、公共牧場における消費者の体験交
流による公共牧場のＰＲ。
　岐阜県産牛の生産履歴（カウベル）開示によ
る消費者への情報提供の実施。

　取り組みに対する理
解が得られた。

　消費者に対しての理
解醸成機会の作成。

　畜産担い手育成総合整備事業の推進による
草地整備の実施。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　５組織（４営農集団、１有限会社）による稲わ
ら、飼料の収穫などを実施。
　３月７日に公共牧場の広域利用を図るため推
進会議を開催。

⑥　生産性の向
上

　畜産担い手育成総合整備事業による草地整
備の実施により(８ha)、生産性の向上を推進。

　草地更新の促進、優
良品種の導入が図られ
ている。

　中山間地域での草地
整備を推進。

　WCSの利用農家が増
加せず。

　飼料生産における省
力化の実施。

　団地化等による、飼料生産整備の実施。

③　国産稲わら
の利用拡大

　耕種農家・畜産農家ともに国産稲わらの飼料
利用への理解が深まっており、稲わらの収集量
は増加。
　国産稲わらの飼料利用量は9.6千tとなり、稲
わらの自給率は73.8%。

　国産稲わらの価値が
認められ収集・利用が
進んでいるが、現実的
にはすき込みを前提と
した水稲栽培が主流。

　国産稲わらの収集、
放牧の推進、水田飼料
作物、稲ＷＣＳ等の自
給飼料生産の推進を図
る。

　飼料増産のための行動会議の開催、飼料作
物需給マップの利活用、国産稲わら収集の推進
等。

　作付面積の拡大推
進。

　作付面積の拡大推
進。

　国産稲わら収集の推進。需給マップの活用。

　興味のある畜産農家
は多いが、設備投資等
のコスト面が問題。

うちトウモロコ
シについて

愛知県 ①　飼料増産運
動

　６月、11月、３月に飼料増産運動を推進するた
め、会議を開催し、飼料増産推進について検討
し、需給マップ等の作成に取り組んだ。飼料作
物等の需給者リストを作成し、斡旋・仲介を実
施。

　飼料作物面積は微減
している。放牧と国産稲
わらの収集に関する取
組が進んだ。

②　飼料作物の
生産拡大

　水田農業構造改革対策等の周知を図った。
　飼料作物作付面積は1,945ha（対前年度比
94ha減）。

　作付面積は減少傾
向。

　水田農業構造改革対策等を利用した水田へ
の飼料作物作付け推進。

　農協等を通じて、畜産農家に対して優良事例
等の情報提供。

　各種助成事業の紹介と県内事例の情報提
供。

　耕作放棄地・遊休農地・水田放牧の推進を図
るため、県単独補助事業による放牧の推進の
ための事業・説明会等を開催。

④　放牧の推進 　県単独補助事業による放牧推進事業の実施。
　放牧面積は3.5ha（対前年度比3ha増）。

　放牧が定着しつつあ
る。

　耕作放棄地・遊休農
地・水田等への放牧を
推進。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　畜産担い手育成総合整備事業により、機械を
導入し、飼料生産組織を整備（財団法人農林業
公社つくで）。

　地域によっては、飼料
作物生産の外部化・組
織化が検討されている
が、県内にコントラク
ターは、2組織。

　コントラクターの育成
を推進。

　作付面積は減少傾
向。

　奨励品種選定調査の実施（１品種）。

うち稲発酵粗
飼料について

　作付面積の増加には至らず。

　国産稲わらの収集。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

②　飼料作物の
生産拡大

　農家の高齢化および労力不足、畜産環境問
題により廃業化が進んでおり、17年度作付面積
は475ha（前年度比116ha減）。

　畜産農家の高齢化に
よる労力不足、廃業、
畜産環境問題により戸
数の減少は続いてお
り、飼料作物作付け面
積の減少に歯止めをつ
けることは困難。

　畜産農家の状況は今
後も継続することが予
想されるが、専門部会
において、課題点を再
整理し、解決方策につ
いて検討。

　専門部会での連携により、省力化技術の普及
を推進。

うち稲発酵粗
飼料について

　17年度作付け面積は11.8ha（前年度比2.7ha
増）。

　引き続き関係機関と
の協力を要請するととも
に、連携を強化。

三重県 ①　飼料増産運
動

　７月１日、飼料増産運動を推進するため、酪
農・肉用牛生産近代化説明会を開催し県関係
機関、主要市町村と農業関係団体に対し、飼料
増産推進方針の取組み説明と協力依頼実施。
　３月末現在、需給リストを６地区で作成し、３地
区についてはその活用方法について協議。ま
た、県関係者を主体とした専門部会を４回開催
し、推進課題について検証するとともに情報交
換を行い、対応策について協議。
　耕畜連携推進資料を作成し、県関係機関、市
町村及び関係農業団体（農家を含む）に配布。

　飼料増産運動に対す
る一定の理解は得られ
るものの、実際の動き
までには反映されず。

　年２回協議会専門部会を開催し、増産運動に
関する進捗状況を確認するとともに、振興策に
ついて検討。
 また、需給リストについてに内容と活用方法に
ついて検討。

　引き続き栽培推進を
行い、収穫から流通、
給与に至るまでの検証
を実施。

　飼料作物奨励品種の選定を行うとともに、奨
励品種の実証展示を実施。

　関係機関等への情報提供。

⑥　生産性の向
上

　飼料作物奨励品種選定調査（２品種選定）の
実施と決定奨励品種の栽培実証展示（３か所）
を実施。

　奨励品種に2品種追
加。奨励品種栽培実証
展示結果を関係機関に
紹介。

　飼料作物奨励品種の
選定・栽培実証展示等
の実施。

⑦　消費者の理
解醸成

　放牧に関する記者発表。 　自給率向上、安全・安
心な畜産物生産に対す
る消費者の理解が深
まっている。

　国産粗飼料を利用し
た安全・安心な畜産物
の提供。

　収穫体系については
確立されつつあり、今年
度の品質は良好で、畜
産農家の評価も高い。

　引き続き、鈴鹿市においてWCSが8ha栽培さ
れ、新規に取り組むところもあり（1.2ha）、試験
研究機関と連携し、実証ほを設置し、栽培から
収穫・流通・給与に至るまでの経過を検証。
　また、堆肥を活用した耕畜連携を推進。

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　事業の有効活用を進
めるとともに、機械等施
設整備の負担軽減を図
る。

⑦　消費者の理
解醸成

　畜産協会が中心となり、消費者の畜産農家
（酪農、肉牛）の訪問、また小学校の体験学習を
通じ、畜産の現状についての理解を醸成。
　地域内稲わら自給率の高い農家の畜産物を
提供し、畜産における環境保全型畜産のアピー
ル。

　畜産現場への訪問に
ついては消費者や学生
からの評価も高く、今後
も継続的に取り組む必
要あり。
　しかし、17年度は事業
の一環で行われてお
り、継続的に取り組むた
めの方策が必要。

　畜産協会等と連携し、
消費者と畜産農家を結
びつける場を設定。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　関係機関と連携し、鈴鹿市で栽培された稲発
酵粗飼料の流通を考えるため、御浜町のメガ
ファームに販売。（5.4ｈａ栽培、約350ロール収
穫のうち300ロールを販売）。

⑥　生産性の向
上

　試験研究機関と連携し、奨励品種の実験ほ場
を設定し、本県の地域特性に対応した品種の普
及推進。
　種子対策協議会を開催し、奨励品種を見直
し、３品種を廃止し、４品種を新たに指定。
　また、WCSの現地実証展示ほ（２ヶ所）を設定
し、収穫技術等の普及推進。

　専門部会により情報
の提供を行い、関係機
関による情報の共有化
を行うことができた。
　また、実証ほの設置
により来年度に向けて
の課題解決につながっ
た。

　奨励品種等の実証ほ
場を設定するとともに、
WCSを含め研修会等を
開催し、栽培・収穫技術
の普及に努める。

　天候も良好であり、収
量と品質的に良好。
しかし、流通経費の低コ
スト化、専用収穫機の
導入を想定したコスト軽
減が必要。

　引き続き、栽培推進を
行い、収穫から流通、
給与に至るまでの検証
を実施。

　引き続き、鈴鹿市においてWCSが8ha栽培さ
れ、試験研究機関と連携し、実証ほを設置し、
栽培から収穫・流通・給与に至るまでの経過を
検証し、メガファームを主体とした飼料生産組織
の育成を図る。
　コントラクターの設立を検討。

　現場への普及につい
ては現状では困難であ
るが、必要性について
確認することができた。

　ベンチマーキングの結
果をふまえ、さらに検討
を進め、現地での取組
方針を検討。

　重点地区を中心に県単事業を有効活用しなが
ら、関係機関による利用推進を行うとともに、専
門部会等において情報提供。

　現地実証ほ（１ヶ所）を設置し、課題点等を整
理するとともに、関係機関（行政、普及、研究機
関）が連携し、他地域への推進方策について検
討。

　天候については良好
であり、中国産稲わら
輸入禁止措置に伴う危
機感もあり、収集面積
は拡大。

　試験研究機関と連携し、実証ほの設置と研修
会等の開催。

　畜産協会では、引き続き同様の事業が予定さ
れており、連携を図りながら消費者と生産者の
結びつきを強化。
　また、様々な機会をとらえ、畜産現場や畜産
行政の現状について理解を求めていく。

③　国産稲わら
の利用拡大

　生産者の会合等において、中国産稲わら停止
措置についての状況を説明するとともに、収集
拡大に向けた関係機関の協力分担関係につい
て協議。
　また、重点地区を中心に農協担当者とともに
具体的な推進方策について検討。
　国産稲わらの飼料利用量は12千tとなり、稲わ
らの自給率は77.6%。。

④　放牧の推進 　関係機関（行政、普及、研究機関）によるベン
チマーキングチームを編成し、現場への波及
性、課題点について協議。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

滋賀県

②　飼料作物の
生産拡大

うちトウモロコ
シについて

うち稲発酵粗
飼料について

　耕種サイドでの稲わら
集積の推進と、「近江
牛」の振興とも併せた県
内産稲わらの利用拡大
に取り組む。

　県内産稲わらの集積面積の拡大に向け、連携
会議による関係機関の指導・啓発の強化に取り
組み、耕畜連携の促進を行う。

　前年度に引き続き、各
連携会議において飼料
増産運動の呼びかけを
行い、事業未実施地区
への波及を図る。

　５月17日開催予定の畜産経営活性化会議お
よび飼料増産会議を３回開催予定。また、放牧
を重点的に推進するための協議会の開催を予
定。

　水田転作作物として
飼料用稲を推進し、新
規での作付が増加した
ことにより前々年度の
面積まで回復すること
ができた。

　前年度に引き続き、関
係機関、農家の意識向
上を図るとともに、耕畜
連携による生産拡大を
推進する。

　飼料用稲の作付拡大に対応するため、整備事
業による専用機械の導入支援を行う。

　会議の開催により、事
業の推進を図ることが
でき、１地区で飼料イネ
専用収穫機の整備事業
が要望された。
　また、現地検討会やシ
ンポジュウムの開催に
より放牧の推進が図ら
れ、次年度以降の要望
が高まった。

　同上　肥育牛への利用を拡
大するため、試験研究
の情報提供等による普
及推進を図るとともに
「近江牛」の振興とも併
せた稲発酵粗飼料の利
用拡大に取り組む。

　畜産技術振興センターによる稲発酵粗飼料の
肉用牛への給与試験が行われ、その中間報告
が12月21日の近畿WCS会議において報告され
た。
　酪肉近代化計画において県・市町の自給飼料
の生産目標が設定された。

①　飼料増産運
動

　６月22日、９月８日、12月12日、１月27日、２月
22日に県内自給飼料・放牧・獣害等の担当者を
対象に飼料増産会議を開催し、飼料増産関連
事業の実施の促進を図った。また、８月５日に
農水省主催の戦略会議現地検討会が県内で開
催された（参加者120人）。

　８月19日に作付団体（農家）を対象にした県所
有の専用収穫機の稼動調整会議を開催した。
　飼料用稲の作付面積は普及センター・試験研
究機関・市町担当者の推進指導により57haに拡
大し、前年度84％増となった。

　品種選定と機械貸出
日を事前に調整したこ
とにより、収穫調整作業
が円滑に行われた。
　作付面積の拡大に伴
い調整が困難になって
きた。また、県所有の収
穫機械が老朽化してお
り、今後の対応が必要
である。

③　国産稲わら
の利用拡大

　９月21日から、「しがさん稲わら活用事業」の
実施地区において、稲わら収集作業が本格的
に開始され、肉牛農家へ20ha分の稲わらの供
給が実施された。

　耕畜間の連携により
稲わらの生産・供給が
計画的に実施された。
　稲わらの自給率は以
前低いため、集積面積
の拡大と他地区への波
及により、県内産稲わら
の利用拡大を推進する
必要がある。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

⑥　生産性の向
上

⑦　消費者の理
解醸成

　獣害対策・耕畜連携
の推進として、中山間
地における和牛の放牧
の拡大に取り組み、多
面的な放牧の活用を推
進する。

　和牛放牧の推進を図るため現地検討会を８月
に開催予定。
　畜産農家から放牧牛を供給するための和牛
放牧支援事業に取り組む。
　18年度は９地区での放牧を予定。

　普及センター、畜産技術振興センター等の関
係機関担当者の指導・推進の強化により耕種
サイドにおける飼料用稲の作付と収穫調整体系
が定着した。

　県放牧推進連絡協議会を設置し、関係機関の
連携を図りながら和牛放牧事業の推進を図っ
た。
　３月９日に農家および関係機関を対象に「放
牧シンポジュウム」を開催した（参加者83人）。
　畜産技術振興センターの和牛貸し出しによる
和牛放牧は前年度の３カ所から５箇所に増加
し、次年度も新たに４箇所の要望が出された。

　現地研修会の開催や
指導機関による事業の
推進により放牧の実
施・希望地区が増加し
た。
放牧実施地区の拡大に
対応するため、放牧牛
の確保や制度作りが必
要である。

④　放牧の推進

　現在、飼料用稲専用
収穫機を自己所有して
いるのは２組織である。
　県所有機械の老朽化
に伴い、今後の貸出が
困難になることから、そ
の他の組織について機
械の導入を促進する必
要がある。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　関係機関担当者の連
携により指導を強化し、
新たなコントラクラー組
織の育成を図る。

　指導・推進の強化により生産組織数の拡大を
図るとともに、機械の自己所有化に向けた整備
事業実施の支援を行う。

　普及センター、畜産技術振興センター等の関
係機関担当者の技術指導の実施により、飼料
用稲や飼料作物の生産性の向上に取り組ん
だ。

　飼料用稲について、
品種選定や作付時期の
調整により、地域に適
応したした指導が行わ
れた。しかし山間地で
は、湿田で生産量が低
く、栽培技術で対応しき
れないほ場も見られる。

　作付面積の拡大によ
る作業の効率化を図る
とともに、単収の向上に
よる低コスト化を実現す
る。

　指導機関における栽培技術の現地指導を継
続して行い、湿田地帯での収量の向上、土地集
積による作業性の向上に取り組む。

　11月3日から19日にかけての４日間、３会場で
「近江の畜産まつり」を開催し、国産畜産物の安
全性をPRした。
　和牛放牧については県内５箇所で実施し、内
２カ所では地域交流の事業として実施し、消費
者への理解を深めた。

　畜産まつりではパネ
ル等の展示物で、県内
産畜産物についての情
報提供ができた。
　和牛放牧は獣害回
避・耕作放棄地対策とし
ての効果が浸透し、実
施地区の拡大につな
がった。

　前年度に引き続き畜
産関連のイベントや、放
牧事業を実施し、消費
者への理解を深める。

　畜産まつり等での消費者へのPR活動は継続
して行う。
　放牧については、目に見える近江牛の展示と
して地域参加型の取り組みを推進する。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　酪農（搾乳牛）での利
用拡大

　肉用肥育の盛んな地域を重点的に、稲わら供
給可能者のリスト化を進め、耕畜連携による稲
わら供給体制の整備を図る。
　また、前年度の取組において明らかとなった
課題への対応について、地域段階で検討を進
める。

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産稲わらの確保に向け、９月27日に府内の
肉用牛肥育地域における検討会を開催した。
　その結果、モデル的な取組として、大規模肥
育農家と稲作農家が連携した稲わら確保の取
組が始まり、約1.2haの水田で、約５tの稲わらが
堆肥との交換により収集できた。

　飼料自給率向上に向
けて、単位面積当たり
のＴＤＮ収量が高いトウ
モロコシの復権を目指
す。

　肉用肥育牛における、
耕畜連携による地域産
稲わらの収集確保

　府酪肉近代化計画で
設定した飼料自給率目
標達成に向けて、各畜
種ごとに重点取組方針
を定める。
　乳牛：飼料作物生産
振興⇒稲ＷＣＳ、トウモ
ロコシの拡大
　肉牛繁殖：放牧の推
進、肥育：地域産稲わら
の確保

　従来、購入飼料に依
存した地域であったこと
もあり、モデル的な取組
として実施した結果、以
下の課題が明らかと
なった。
＜課題＞
　・大規模な稲わら保管
場所の確保
　・堆肥散布の省力化
　・天候により収集でき
なかった稲わらの扱い

＜課題＞
　・地域ごとの取組に対
する温度差
　・ＪＡ系統との連携
　・農産関係部局との連
携

②　飼料作物の
生産拡大

　府内４ブロックにおいて、各地域ごとにブロック
会議を開催し、自給飼料生産振興に向けた検
討を行った。

京都府 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため、６月17日に飼
料増産に向けた会議を開催（参集範囲：京都市
及び府関係機関；参加者33名）した。
　当会議において、飼料増産行動として飼料自
給率向上に向けた取組について説明するととも
に、関係者に対する意識の昂揚を図った

うち稲発酵粗
飼料について

　従来から振興が図られている地域については
継続した取組を推進し、また、新たな水田農業
対策の中で、市町村、ＪＡ等が耕畜の間を取り
持つ条件の整った地域においても、生産の振興
が図られた。

　全体的には、新たな
水田農業対策における
他の作物との兼ね合い
で、作付面積が若干減
少した。

　酪農（搾乳牛）での利
用拡大

うちトウモロコ
シについて

　酪農での利用拡大に向けて、経営形態、規模
ごとに飼料コスト低減効果を具体的に示し、普
及推進を図る。

　府飼料増産行動会議を受けて、府内４ブロック
の各地域においてﾌﾞﾛｯｸ会議を開催し、それぞ
れの地域条件に応じた具体的な推進方法につ
いて検討する。

　細断型ロールベーラーによるロールベール
ラッピングサイレージの実証展示を行い、普及
推進を図る。

　６月上旬頃に第１回府飼料増産行動会議を開
催し、飼料自給率向上に向けた具体的な取組
について検討する。
　２～３月頃に第２回府飼料増産行動会議を開
催し、18年度の取組に関する検証、目標達成に
向けた進捗状況、19年度の取組方針等につい
て検討する。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　次年度以降の取組の
進め方

大阪府 ①　飼料増産運
動

　17年６月及び18年２月に大阪府自給飼料増産
協議会を計２回開催した。
　また、飼料増産に関するアンケートを実施。

　市町村等関係機関に
自給飼料の重要性につ
いて啓発した。

　次年度以降の取組の
進め方

　既存組織（作業受託
組織、他業種法人等）
による、飼料生産への
取組推進

　食の安心・安全に係る消費者との交流会等の
機会を利用し、消費者の理解醸成に努める。

　次年度以降の取組の
進め方

　奨励品種の改定に向
けた取組推進

　飼料生産の外部化、組織化に的を絞った検討
会を開催し、今後の方向性を定める。

　奨励品種改定に向けたデータの収集

④　放牧の推進 　荒廃竹林拡大防止に向けた放牧利用の検討
を７月22日（林・畜関係部局）に実施し、その
後、獣害防止対策効果も含めた緩衝地帯放牧
による取組と一体的な取組として推進を図り、
平成17年度中に実証的な取組に係れるようモ
デル地区を選定した。
　また、従来から取り組んでいる荒廃農地を活
用した放牧（レンタカウ）については、２地区で実
施した。

　レンタカウ（府有牛の
貸出）による放牧は、継
続して安定した需要が
あるが、地域の牛を活
用した放牧ネットワーク
による取組には至って
いない。

　肉用繁殖牛における、
バッファーゾーン放牧の
推進と、放牧ネットワー
クへの展開

　バッファーゾーン放牧モデル実証として、３地
区（予定）でレンタカウ制度を活用した放牧を実
施し、現地検討会を開催するなどの取組によ
り、広く普及を図る。
　農家向けの放牧マニュアル（Ｈ17作成）を用
い、農家の牛を活用したバッファーゾーン放牧と
して、放牧ネットワークの取組を進める。

　関係機関を加えて、大阪府飼料増産行動会議
の開催を予定

②　飼料作物の
生産拡大

　大阪府自給飼料増産協議会において、関係
機関へ飼料作物拡大について啓発した。

　飼料作物拡大につい
ては、なかなか困難な
状況

　耕畜連携による転作
や耕作放棄地の活用等
を検討

　関係機関を加えて、大阪府飼料増産行動会議
の開催を予定。

　17年６月に第１回大阪府自給飼料増産協議会
を開催した。
　また、飼料増産に関するアンケートを実施。

　畜産農家に対して、国
産稲わらの重要性を啓
発。併せて耕種農家へ
も啓発

　飼料増産推進につい
て検討。自給飼料増産
の重要性について啓
発。

④　放牧の推進 　大阪府民牧場において、17年度は７５頭の子
牛を育成・放牧

　前年度より減少した。 　大阪府民牧場におい
て、府内酪農家の優良
な乳用子牛を育成・放
牧し、放牧の啓発を図
る

　18年度は、年間で85頭を育成予定 　堺酪農団地
での子牛の放
牧を検討中

③　国産稲わら
の利用拡大

　上記会議等や農業改良普及Ｃとの協力を得
て、稲わら増産を啓発する。

うち稲発酵粗飼
料について

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　次年度の推進会議等開催に向けて検討

⑥　生産性の向
上

　奨励品種の改定に向けデータを収集

⑦　消費者の理
解醸成

　次年度の研究会等開催に向けて検討

うちトウモロコ
シについて

　アンケートによると、
稲わらを畜産農家へ供
給を希望する農家は少
なかった
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　機械の導入により効
率的な稲わら収集を進
める。

　１７年度と同様に会議
を開催し、県機関、市
町、団体へ飼料増産運
動の普及啓発を進め
る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　国産粗飼料確保対策事業(357.4ｔ)や飼料受託
システム(10ha)を通じ、国産稲わらの利用拡大
を推進。わら専用稲を約５ha生産。

　国産稲わらへの意識
は高まっている。

　南あわじ市で７台の稲わら収集機を導入。
　成果を会議や講習会でPRする。

　各種会議を通じて飼料作物生産の必要性を
説明。また、リーフレットを作成して生産者に直
接PRする。

　講習会の開催や技術
指導を積極的に行う。

　淡路地区で重点的に推進するため、稲発酵粗
飼料生産給与技術研修会を開催予定。
　県で開発した品種の試験を実施。
　但馬牛の子牛への給与試験を実施。今年度
中に成績を取りまとめ、生産者にPRする。

　実際に利用した結果を発表する機会を設け
る。

　５月末に兵庫県飼料自給率向上戦略会議を
開催予定

　市町や県出先機関を通じ、飼料作物生産の拡
大を推進したが、飼料作物の作付面積は、畜産
農家の高齢化などにより、23千ha（平成16年度
実績、対前年度比2，000ha減）となった。
　耕畜連携対策として、129.7ｈａ（団地化89.5ｈ
ａ、稲ＷＣＳ15.3ｈａ、わら専用稲4.6ｈａ、資源循
環20.3ｈａ）の取組。これはH16に比べて
21.1ha(19.4%)の増加。

　遊休農地を活用した
飼料増産が必要。
　畜産農家の労働力不
足を解消するためコント
ラクターの育成・活用が
課題。

　各種補助事業の活用
をPRし、コントラクター
の育成や遊休農地の活
用で飼料増産を進め
る。
　また、安全安心の確
保の観点から国産粗飼
料の増産を訴える。

　普及が必要　南あわじ市で細断型ロールベーラを導入し
た。
　長大作物は1140ha(対前年比133ha減)で、こ
のうちとうもろこしが209ha(対前年比14ha減)で
あった。

　とうもろこしの優位性
を生産者にPRする。

兵庫県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため、６月21日、飼
料自給率向上戦略会議＆放牧研究会を開催
（参集範囲：農林振興事務所、農業改良普及セ
ンター、家畜保健衛生所、農林水産技術総合セ
ンター、全農兵庫県本部、兵庫県酪連、県畜産
会、県畜産課、参加者数：30名）。
　この会議において、17年度の自給飼料増産の
方法について検討。

　各担当者が飼料増産
対策の主旨を理解し、
各地域での市町・農協
等の担当者会議で伝
達。

　引き続き、府民への畜
産の理解醸成を図って
いく。

　同左

　ふれあい体験のみならず、教育機関へのＰＲ
（出前授業等）を充実予定。

　前年どおり 　引き続き関係機関へ
協力を依頼

②　飼料作物の
生産拡大

うち稲発酵粗
飼料について

　水田での飼料作物の生産は968ha(対前年比
202ha減)。
　このうち稲発酵粗飼料は、22.2ｈａ（対前年度
比2.8ｈａ増）と年々伸びている。
　８月と３月に草地畜産研究所の研究員を招い
て講演会を開催。

　稲ＷＣＳの生産は
徐々に伸びてきている。
収穫専用機械の導入が
課題。

⑦　消費者の理
解醸成

　おおさか府民牧場において、子牛とのふれあ
い等を通じて、府民に対して、放牧や自給飼料
等の畜産に関する理解の醸成を図った。

　近隣の教育機関へも
活動を行った。

⑥　生産性の向
上

　単収の向上に向けて、試験研究機関等から情
報収集を図る

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

奈良県

　コントラクターでの飼
料生産をPR

　畜産農家の利用希望
が低い。

⑥　生産性の向
上

　放牧場での雑木やワ
ラビの繁茂、また牧柵
の老朽化など生産性の
低下が見られる。

　飼料にまで関心のある消費者は少ないが、自
給飼料による畜産物の安全性確保をＰＲしてい
く必要がある。

　放牧による地域住民
へのイメージアップを進
める

　獣害防止や景観改善等を目的とした環境改善
型放牧を３カ所で実証展示することにより、一般
住民の放牧への理解を醸成。

　放牧場の再整備を進
める。

　今年度、試験的に姫路市のコントラクターが稲
発酵粗飼料の生産を実施する予定。

　放牧場を21ha再整備し、牧柵を電気牧柵化す
るなど、一層の省力化、生産性の向上を進め
る。

　スキー場の調査を実施し、放牧利用の可能性
を調査する。
　獣害などの農村環境の改善効果を３か所で実
施し、放牧の新たな可能性を探る。
　10haの新規放牧場を整備。

④　放牧の推進 　7月に近畿ブロック肉用牛研究会主催で放牧
の講演会、現地研修を実施。３月に放牧研究会
を開催。
　H17の実績：127か所、面積401ha(対前年比
20ha増)、頭数1202頭(対前年比70頭増)

　毎年、増加している
が、近年一カ所当たり
の面積・頭数が少なく
なっており伸び率が低く
なっている。スキー場等
を利用した大規模放牧
場の整備が課題。

　大規模放牧場の掘り
起こしと放牧の多面的
機能の効果を調査す
る。

②　飼料作物の
生産拡大

　飼料生産面積は現状維持にとどまった
（100ha)。

うちトウモロコ
シについて

①　飼料増産運
動

　自給飼料増産戦略会議（５月10日、12月１日、
３月24日）において関係機関に飼料増産・遊休
農地への放牧について周知がはかられた。

　農家の高齢化や廃業
農家の増加、土地集積
の問題・省力化志向よ
り、自給飼料による畜
産経営の意識が低い。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　全農を通じ、飼料生産の外部化・組織化を推
進。この結果、コントラクターについては、稲わら
収集作業で組織数は１組織（対前年度同数）、
受託面積は10ha（対前年度６ha増）。
　また、公共牧場については、２か所（増減な
し）、面積は38ha（増減なし）、利用農家戸数は
32戸（同比４戸減）、延べ利用頭数は261頭（同
比3頭減）。

　コントラクターは１組織
しかなく取組の規模は
まだ小さい。

⑦　消費者の理
解醸成

　飼料増産会議等で関
係機関の連携をはか
る。今年度は遊休農地
での放牧に重点的に取
り組む。

　飼料増産会議の開催
　農家に適宜情報提供を行う。

うち稲発酵粗
飼料について

　水田や耕作放棄地へ
の飼料作物の作付を推
進

　飼料増産会議や農家団体の会議を通して飼
料生産の普及をはかる。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　関係機関一体となっ
た情報収集に取り組む
とともに、耕畜連携によ
る飼料増産の取組体制
づくりの一層の強化を
図る。
　また、酪肉近代化計
画の目標達成に向け、
取り組む。

　現状維持に努める

　自給飼料生産拡大のため、推進会議を開催
予定。

　会議の開催を予定。

関係機関一体となった情報収集に取り組みを進
めるため、引き続き関係機関への協力を依頼。

　昨年と同様の取り組
み。

　関係機関一体となっ
た情報収集に取り組
み、推進体制の強化を
図る。

　イタリアンライグラス11品種について奨励品種
選定試験を実施。（品種選定会議等は、２～３
月実施予定）

　奨励品種選定に活用
する。
　課題は奨励品種の普
及率の向上

和歌山
県

①　飼料増産運
動

　自給飼料生産拡大のため、５月24日推進会議
を開催（参集範囲：果樹園芸課、エコ農業推進
室、畜産課、各振興局農林水産普及課、各家
保、畜試、鶏試、畜産協会わかやま、参加者
数：15名）。
　本会議において、推進体制と飼料作物品種の
生産技術を検討。
　また、遊休水田等放牧展示ほ（２箇所）を設置
した。

　飼料増産に向けた、
地域間の取り組みに対
する格差の解消と耕畜
連携による飼料増産の
体制づくりの強化を図
る。

②　飼料作物の
生産拡大

③　国産稲わら
の利用拡大

　稲わら利用は現状維持にとどまった（約90ｔ）。 　県内の一戸あたりの
水稲作付面積が小さい
ので、数十㌧～数百㌧
規模で稲わらの必要な
農家への対応が難し
い。

　稲わら提供が可能な
農家・利用希望農家の
掘り起こし

　飼料増産会議で情報収集を行い耕畜のマッチ
ングを行う。

　現在、県内の放牧は
公共牧場のみ。

　遊休農地への放牧の
展示ほを設置する

　畜産技術センターの牛・電柵等を利用
　飼料増産会議で候補地の情報収集を行う

　奨励品種栽培試験
　「飼料作物奨励品種と栽培の手引き」の作成

④　放牧の推進 　公共牧場利用頭数は例年どおり（80頭）。

うち稲発酵粗
飼料について

⑥　生産性の向
上

　酪肉近代化計画において、県の自給飼料の
生産目標が設定された。（田57ha、畑63ha、牧
草地２ha、計122ha）
　また、県関係機関16名により、イタリアンライ
グラス10品種等、奨励品種の改訂に取り組ん
だ。

　畜産農家の利用希望
が低く、飼料作物拡大
への取り組みは、困難
にある状況である。

うちトウモロコ
シについて

③　国産稲わら
の利用拡大

　推進会議を開催し、飼料増産に関するアン
ケート等の協力体制を整備し、アンケートを実施
した。

　アンケートでは、国産
稲わらの積極邸な利用
の意向がみられないこ
とから、その必要性の
周知を図る。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　昨年と同様の取り組
み。

　・アンケート結果をもとにした畜産と耕種農家
との具体的検討を行う。

②　飼料作物の
生産拡大

　飼料作付面積
　3,862ha（前年3,766）
　　・トウモロコシ　873ha（821）
　　・飼料用稲　131ha（140）

　・中部地区を中心にト
ウモロコシの作付面積
が増加している。
　・飼料用稲の作付面
積は、15年度から130～
140aを推移している。

鳥取県 ①　飼料増産運
動

　７/25～９/20
　飼料増産アンケート調査実施
　　畜産向け　81/171戸回収
　　耕種向け　71/212戸回収
　需給マップ作成　２町

　・アンケート結果の分
析と検討

⑦　消費者の理
解醸成

　各種会議やイベント等のなかで、パンフレット
の配布等を通じ周知を図るなどの取り組みを
行った。

　県内では、畜産農家
の減少等もあり、消費
者の関心は低く、理解
を高めるのは困難な状
況にある。

　各種会議を通じての周知やイベント等でのパ
ンフレットの配布等、関係者と連携を図りつつ取
り組む。

⑥　生産性の向
上

　単収の向上に向けて、試験研究機関等から情
報収集を図るとともに、10月5日に優良品種選
定推進会議を開催し、農試、畜試、各振興局、
各家保等県関係機関16名の出席のもと、イタリ
アンライグラス１０品種を中心とした奨励品種の
改訂に取り組んだ。

　イタリアンライグラス
等、奨励品種の普及率
の向上。

　関係機関一体となっ
た情報収集に取り組
み、推進体制の強化を
図る。

　昨年県内２箇所のモデル展示ほを本年度は５
箇所に拡大し、モデル展示ほのない地域への
普及を一層推進する。

　遊休水田等放牧展示ほを日高並びに西牟婁
地域に６０アール、２箇所モデル設置した。日高
地域は、５０アール、西牟婁地域は、１０アー
ル。

　前年と同程度であり、
取り組み体制の強化を
図る。

　放牧展示ほの設置に
あたり、日高地域は50
アールあるものの少頭
飼育であることから、今
後は、比較的規模の大
きい農家へも啓発を進
め、展示効果をより高
めるための取り組みを
進める。

　関係機関一体となった情報収集に取り組みを
進めるため、引き続き関係機関への協力を依
頼。

うち稲発酵
粗飼料につ
いて

　７/20　飼料用稲現地検討会
　３/20  飼料用稲サイレージ検討会
　飼料用稲専用品種種子の生産（鳥取県畜産
農協）
　（クサノホシ90a、ホシアオバ30a）

　・良質な稲発酵粗飼
料の収穫調製
　・酪農での給与が減
少し、和牛繁殖農家の
需要が増加している。
→乳用牛への利用を検
討する。

④　放牧の推進

　・省力化を図るため、直播栽培の可能性につ
いて検討する。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

島根県 ①　飼料増産運
動

　関係機関・団体が地
域の実情に応じた意見
交換を行うことで、情報
の共有化ができ、効果
的であった。今後とも地
域の特色ある活動を推
進する必要がある。

　耕畜連携の推進を柱
に、飼料増産推進を図
り、安心・安全な自給飼
料の生産拡大を図る。

　・６月30日畜産プロジェクト推進会議
　・８月１日県プランプロジェクト推進会議
　・１月圏域単位（９会場）の意見交換会におい
て取り組み方策等説明
　・２月８日畜産プロジェクト(耕畜連携)推進会議
　需給マップについては、県下全域で取り組み
が成されたが、情報量が少なく、効果的な結び
つきまでは至っていない。
　各地域から情報を提供してもらい、全県下の
自給飼料生産・放牧マップを作成、配布した。

⑦　消費者の理
解醸成

　・10/29-30
　第６回産直ファーラムが鳥取市を会場に開催
され、新しい取り組みとして生産者団体、消費者
団体をパネラーにリレートークが行われた。

　・牛乳の消費低迷
　→生乳の計画生産
　・低単価牛乳の販売
　（近畿生協連合会）

　・消費者の理解醸成を図るため、食育の推
進、産直交流会の取組を実施予定。

⑥　生産性の向
上

　・飼料作物について、畜産試験場で優良品種
選定試験を実施。
　・鳥取市青谷町イカリ原放牧場において、草地
更新５ｈａを実施した。

　・秋に草地更新した
が、12月の大雪で春先
に発芽しなかったため、
４月に再播種した（イカ
リ原放牧場）。

　・トウモロコシ用バンカーサイロ設置による良
質なサイレージの生産を行う。

　・耕作放棄地における放牧の推進を図るた
め、現地での放牧検討会を実施予定。

③　国産稲わら
の利用拡大

　飼料利用量　9,693t
　国産稲わら確保量　7,252t
　不足分2,441tは、輸入乾草（ストロー類、麦
桿、稲わら）で対応した。

　・収集組織が機能して
いない。
　・個々の農家の需給
の中で行われている。

④　放牧の推進 　８/10　和牛放牧現地研修会
　県市町営公共牧場　　10カ所、562ha
　耕作放棄地等を利用した個人放牧場が増加し
た。

　・高コストにならない収集システム
　・堆肥の安定還元と良質稲わらの安定確保を
検討する。

　県全体の飼料増産推進会議（５月）を開催す
るとともに、県下３農振Ｃ単位に出向き、地域の
実情把握、課題の掘り起こし、解決策の検討を
行う。
　また、新規事業「しまね農業耕畜連携推進事
業」とリンクさせ、耕畜連携による飼料増産を推
進する。

　・トウモロコシの二期作栽培の可能性について
検討する。

　・単位収量の向上
　（現状２-３t→目標４t）
　・２期作導入の検討

　８/５　トウモロコシ生産技術向上研修会
　９/14　細断型ロールベーラー実証現地検討
会

うちトウモロ
コシについ
て

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　10/27　コントラクター組織現地検討会
　・東部コントラクター組合
　　飼料用稲収穫；90ｈａ　堆肥運搬散布；70ｈａ
　・トウモロコシ収穫
　　倉吉；52ｈａ、大山；98ｈａ
　８月から、県営育成牧場と鳥取大学との技術
提携（診療業務、採卵・受精卵移植業務）につい
て、検討を行っている。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・９月30日細断型ロールベーラに関する実証
検討会
　・２月28日技術者検討会

　・県種畜共進会において啓発用資料を配布
　・市町村、ＪＡ等で広報配布に併せ、啓発用飼
料を配布
　・コントラクター等担い手調査において、候補
者等に事業紹介や啓発を実施

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　12月から２月にかけて、コントラクター組織及
びその候補組織１１組織（人）について、現地で
意向調査を実施するとともに、関係者との意見
交換会を実施した。

②　飼料作物の
生産拡大

　補助事業のＰＲ・活用及び技術指導を実施し
た。また、９月以降は遊休農地、未利用地の調
査による作付可能地の掘り起こし調査も実施し
た。

　飼料作物、飼料用イ
ネとも作付面積は減少
となった。耕畜連携の
取組に対する意識醸成
が必要である。

　引き続き補助事業の
ＰＲ・活用、技術指導を
実施するとともに、耕畜
連携の推進とリンクさ
せ、遊休農地、未利用
地等の調査結果を基に
地域における推進を図
る。

　飼料作物の作付面積の減少傾向が続いてい
るが、県プランの重点項目である飼料用イネ、
放牧の拡大を中心に生産拡大に取り組む。特
に新規事業実施農家・地区等においては関係
機関との連携のもと、自給飼料に立脚した畜産
経営の実現を推進する。

うち稲発酵粗
飼料について

うちトウモロコ
シについて

　実証データでは、品質、栄養価、嗜好性等最
も優れた自給粗飼料であることが確認されたた
め、特に酪農経営への普及・啓発を進めるとと
もに、コントラクター等耕畜連携の取り組みによ
り、推進する。

　耕畜連携の推進によ
り、こだわり米生産拡大
等とセットでコンバイン
稲わらの収集を進め、
利用拡大を図る。

　各地域においてこだわり米等の取り組みと併
せ、稲わら収集と堆肥利用を進めるとともに、集
落営農組織等の大規模稲作農家との連携を図
り、平成20年度には2,000haのコンバイン稲わら
収集を目標に、稲わらの収集拡大を図る。

　耕畜連携の取組として、経営収支や栽培技術
の普及・啓発、各圏域における流通、給与等総
合的な技術指導を推進し、県プラン目標数値22
→26haの達成に向けた取り組みを行う。
　また、19年度以降の取り組みに向け、栽培か
ら給与までを網羅した技術マニュアルを作成し、
普及・啓発に努める。

④　放牧の推進 　放牧への意識は高ま
り、面積、頭数とも増加
しているが、以前繁殖
牛基盤の低下に歯止め
がかかっていない。

　遊休農地等を活用し
た地域での放牧の取り
組みを主体に推進す
る。

　遊休農地等を活用した地域での放牧推進によ
り、繁殖牛経営体の育成を図るとともに、出前
放牧やレンタル放牧等の無畜集落でも取り組み
やすいシステムづくりを推進する。
　なお、県プラン目標数値、放牧場面積6,035→
6,070ha、水田放牧場面積48→53haの達成に向
け取り組みを行う。

③　国産稲わら
の利用拡大

　大規模肥育農家を中
心に、新たに収集に向
けた取り組みも始まって
いるが、情報不足、労
力不足等により全量確
保に至っていない。

　候補組織を含めても
数が少なく、存在しない
地域もある。

　コントラクター候補の
調査結果を基に、新た
な組織の育成を図る。

　コントラクター意向調査結果を基に、新たなコ
ントラクター組織の育成を図るとともに、各地域
において耕畜連携のシステムづくりと併せ、外
部化・組織化の推進を図る。

　・11月24日島根型放牧シンポ開催（斐川
町:153名出席）
　・宍道町等各地で現地検討会、研修会等開催
　・３月22日島根型放牧シンポ開催（飯南町：64
名出席）
　・放牧研究会、放牧ネットワーク等活動支援
　・ＧＩＳ等を活用し、全県下の放牧可能地調査
を実施（県下178箇所をピックアップ）
　・啓発資料（市場購買者向け）の作成・配布

　獣害を受けやすいこ
と、機械整備に過大な
投資が必要であること
がネックである。

　普及組織を中心に技
術指導等を実施した
が、専用機械がない地
域では、作業性の面か
ら面積減少の可能性も
ある。

　・９月21日飼料用イネ収穫調整現地検討会
　・12月９日飼料用イネ品質向上研修会
　・２月28日技術者検討会
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

うちトウモロ
コシについて

　（農）干拓コントラは、遊休農地を活用した２期
作栽培により、作付延べ面積を264ha（同比174
ｈａ増）とした。

　広大な遊休農地（89ｈ
ａ）を効率的に堆肥散布
する機械が必要。

　高収量・高栄養のトウ
モロコシ作付拡大を図
る。

　専用品種の交雑、高
額な機械、助成金の増
額、流通方法等が課
題。

　実証展示により専用
品種や省力・低コスト栽
培の普及を図る。

　おかやま酪農が県内３ヶ所で実証展示を設置
し普及拡大を図る。

　（農）干拓コントラによる大規模栽培を県内外
に広く紹介する。

　行動会議を通じ、国産稲わら・稲発酵粗飼料・
放牧等の推進を図るとともに、その成果を研修
会で広く紹介し拡大を図る。

②　飼料作物の
生産拡大

　稲発酵粗飼料の作付拡大を図るため、12月12
日に推進会議を開催（参集範囲：市町村水田農
業推進協議会、生産農家、県関係者（稲作担
当・畜産担当）等　参加者数：57名）。意見交換
等を実施。
　またトウモロコシの作付拡大を図るため、大規
模栽培地域を現地指導（４月21日、５月31日、８
月２日、９月20日　中国四国農政局、県関係者
等）。

　稲発酵粗飼料を推進
する上で、稲作担当者
を会議に集め、直接話
しができた点が評価で
きるが、稲作側の関心
は低く、積極的な意見
が少なかった点が課
題。

　水田を利用した飼料
作物の増産を中心に国
産粗飼料の拡大を図
る。

　国産粗飼料増産対策事業や耕畜連携推進対
策の積極的推進により、水田飼料作物の増産
を推進する。

　岡山県飼料増産行動
会議及び耕畜連携推進
研修会を開催し、飼料
増産の推進を図る。

　需給マップ未策定の
市町村に、策定を急ぐ
よう促すとともに、策定
済み市町村に対し、お
見合いの仲介・斡旋に
より飼料増産を推進す
るよう指導が必要。

岡山県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため、７月15日に岡
山県飼料増産行動会議を開催（参集範囲：市町
村、農協、県関係者等　参加者数：46名）。本会
議において、水田を活用した飼料増産に取り組
むことを決定。
　12月末現在、需給マップ作成状況は、稲発酵
粗飼料で11（作成率34％）、国産稲わらで17（同
53％）、放牧で８（同25％）となり、仲介・斡旋活
動を展開している。

⑥　生産性の向
上

　優良品種の普及定着化のため、イタリアンライ
グラス、ソルゴー等1.6haの実証圃を設置し、普
及組織による技術指導を行うとともに、利用拡
大に向けた普及・啓発を行った。

⑦　消費者の理
解醸成

　消費者への理解醸成を進めるための取り組み
内容について関係者による検討を行うとともに、
イベント（県種畜共進会・畜技センター畜産ふれ
あいまつり）等の機会をとおしたＰＲ等を実施す
る。

　奨励品種の選定、技
術普及等により、生産
性向上につなげる。

　試験研究機関を中心として、奨励品種選定に
向けた情報収集等に努め、奨励品種選定と利
用拡大に向けた普及・啓発活動を実施する。

　10月29日、30日に開催した地域畜産ふれあい
体験交流推進事業により体験ツアー、加工調理
体験（延べ参加人数569人）を実施した。

　稲わらの農薬の残留
等データの積み上げ等
により本当に国産粗飼
料は安全であるという
裏付けが必要であると
の意見もある。

　研修会、イベント等の
機会をとおして理解の
醸成を図る。

うち稲発酵粗
飼料につい
て

　稲発酵粗飼料は、耕畜連携の推進などにより
30ha（対前年比1ha増）となった。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　飼料増産受託システム確立対策事業の積極
的推進により外部化・組織化を推進する。

　農家等の要望をふまえ、展示効果の高い地域
で、優良品種の展示圃を設置する。

　県産牛肉トレサシステムや蒜酪の牛乳・乳製
品トレサシステムにより消費者へ情報提供を図
る。

⑥　生産性の向
上

　県内５ヶ所において、各30ａの優良品種選定
試験圃場を設置し、ソルガムとトウモロコシにつ
いて生産性の向上を推進。今年度は展示場所
を一部変更し、展示効果を高めた。

　実証展示場所を人目
に付きやすいところに変
更し、展示効果を高め
ることができた。

　優良品種の展示圃設
置により生産性の向上
を推進する。

⑦　消費者の理
解醸成

　蒜山酪農業協同組合の牛乳・乳製品につい
て、インターネットで給与飼料等の生産者情報
を提供できるシステムを構築した。

　給与飼料の情報提供
により、消費者の理解
醸成を図ることができ
た。

　インターネットを通じた
給与飼料の情報提供等
により、消費者の理解
醸成を図る。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　飼料生産の外部化・組織化を推進するため、
11月22日に岡山県コントラクター協議会総会・
情報交換会を開催（参集範囲：県内コントラク
ター、県関係者他　参加者数：34名）。

　（農）干拓コントラや津
山地域飼料生産コント
ラクター組合が作業面
積を増加した。

　岡山県コントラクター
協議会を通じ、飼料生
産の外部化・組織化を
推進する。

　新見地区で放牧用林地整備14.0haに取り組む
ほか、放牧推進研修会を開催する。

③　国産稲わら
の利用拡大

　稲わらの利用拡大を図るため、９月27日に推
進会議を開催（参集範囲：農水省、中国四国農
政局、県南２ＪＡ、県関係者他　参加者数：26名）
した他、大規模水田地域を管轄する農協に対
し、県庁から直接出向いて稲わら確保を強力に
推進した。

④　放牧の推進 　H18～21年度草地林地一体的利用総合整備
事業の全体計画策定にあたり、47haの放牧用
林地整備（千屋花見：20ha、哲多：２ha、新見市：
20ha、井倉５ha）を計画中。
　また、遊休農地放牧を推進するため、７月８
日、８月12日、９月22日に現地研修会を開催し
た。

　公共事業による放牧
用林地整備や、単県事
業による遊休農地放牧
を引き続き推進する必
要がある。

　公共事業による放牧
用林地整備や、単県事
業による遊休農地放牧
を推進する。

　総合農協は、稲わらを
肥料としてすき込むこと
を推奨しており、継続的
な話し合いが必要。
　また大口でも対応でき
る流通・運搬体制の確
立が必要。

　耕種農家と畜産農家
の連携により安全な国
産稲わらの確保を図
る。

　昨年度実施した利用状況調査を基に具体的
な計画をたて、仲介斡旋し、今年度末調査で検
証する。

広島県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため，７月８日耕畜
連携による集落営農の推進及び酪農・肉用牛
の生産振興の検討会を開催（参集範囲：畜産環
境室，畜産振興室，農林局，試験研究機関，農
業改良普及Ｃ等，参加者数：74名）。
　本検討会において，飼料自給率向上に向けた
行動計画等について検討した。需給マップを８
地区で作成した。

　需給マップの充実を図
り，ネットワークを構築
する。

　（1）広島県及び各農
業団体を構成員とする
飼料増産戦略会議の開
催。
　（2）自給飼料の成分
分析による指導。
　（3）「広島県新農林水
産業・農山漁村活性化
行動計画」で飼料自給
率の向上を推進。

　自給飼料関係の動向と振興計画，飼料分析，
WCS等の普及拡大方策について検討。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名
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②　飼料作物の
生産拡大

　７農協，46農家，2,606頭で稲発酵粗飼料の給
与実証を行った。
　６団体で飼料収穫作業，稲わら収穫作業，堆
肥切返し作業，堆肥運搬作業，堆肥散布作業を
受託した。

　90.83ha分の飼料稲の
給与があり，自給飼料
の確保が図られた。

　専用機が導入されて
おり，コスト削減には，
栽培面積の拡大が必
要。

　飼料イネ種子の増殖（1.3ha）を行い、飼料用
稲の作付拡大を図る。

うち稲発酵粗飼
料について

　７農協，46農家，2,606頭で稲発酵粗飼料の給
与実証を行った。

　同上 　同上

　一層の収集利用が行われるよう事業推進を継
続する。

うちトウモロ
コシについて

　平成17年９月９日に畜産技術センターにおい
て，自給飼料生産振興現地検討会を開催。

　同上

　放牧馴致指導研修会等を開催し，放牧の普及
拡大を図る。
　県内３ヶ所で新たに農地保全型の放牧を実
施。

③　国産稲わら
の利用拡大

　２農協，４団体で稲わらの確保を行った。

④　放牧の推進 　平成17年７月14日に畜産技術センターにおい
て，広島県放牧技術及び現地研修会を開催。
　平成17年12月21日に三次市において，優良経
営技術の発表・交流会を開催。
　放牧面積（見込み）は340.91ha（対前年度比
127.1ha増）となった。

　県内の行政，研究機
関，農家等に中山間地
の現状や放牧のメリット
の周知が図られ，放牧
面積は340.91ha（対前
年度比127.1ha増）（見
込み）となり放牧面積の
拡大につながった。

　国庫補助事業の対象
とならない耕種農家中
心の農地保全・獣害対
策を目的とした放牧を
推進し，波及効果を高
める。

　一層の収集利用が行
われるよう事業推進を
継続する必要がある。

　収穫機が導入されて
おり，コスト削減には，
栽培面積の拡大が必
要。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　飼料収穫4.4ha，稲わら収穫26.34ha，堆肥処
理・利用作業100ha，堆肥切返し20ha，堆肥運
搬237.57ha，堆肥散布188.37haを受託した。

　一層の収集利用が行
われるよう事業推進を
継続する必要がある。

　堆肥流通量の増大及
び減化学肥料栽培農産
物の生産拡大。

　ホームページ，会議開催等による啓発活動の
実施。

⑥　生産性の向
上

　平成17年９月９日に畜産技術センターにおい
て，自給飼料生産振興現地検討会を開催。

　細断型ロールベー
ラー・ラップマシンの収
穫・調整の実演と優良
品種選定試験の現地検
討会を行った。
　専用機械の普及拡大
が必要。

　畜産物の低コスト生産
の推進。

⑦　消費者の理
解醸成

　広島県食品安全推進協議会において，食品
の安全に関する推進プラン等について意見を交
換。
　農業会議において，水田放牧等について意見
を交換。

　消費者団体への理解
が得られつつある。

　引き続き消費者への
理解醸成のための取組
が必要。

　不需要期のたい肥販売や保管。減化学肥料
栽培作物の有利販売に結び付けるための販売
体制の確立。機械の効率化と作業の合理化の
ための組織の再編等。

　総合的な自給飼料の生産・給与を推進する。
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県名
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山口県

④　放牧の推進

　・５月に第１回県飼料自給率向上会議を開催。
中間検討会として、11月に第２回会議を開催。
　・飼料増産アンケートを耕種農家、畜産農家の
両者に対し実施した。

　・県、市町村、ＪＡ等の
関係団体へ増産運動の
周知を行った
　・飼料増産に関する意
向を県域で実施し、今
後の取組に対する基礎
資料の収集を行った

　期中の推進状況の行
程管理を徹底するた
め、中間検討を行う。国
産稲わら及びＷＣＳ協
議会も併催。

　９月に、冬作及び放牧推進に向けた中間検討
会を行う。

③　国産稲わらの
利用拡大

　・Ｈ17は4,979ｔが飼料利用された。 　・事業導入等による国
内産稲わらの収集利用
体制の継続維持が図ら
れた。

　・飼料生産組合等集
団的な国産稲わら確保
への取り組みを推進
　・事業導入による継続
的な国産稲わらの収集
を推進

　・重点地区の集中的推進指導
　・畜産業振興事業の積極的導入

　・高能率な飼料生産
手段を有した担い手に
よる飼料生産を進め
る。
　・放牧、ＷＣＳ、一般飼
料作物等多様な生産条
件に応じた飼料作物生
産を進める。

　・引続きコントラ組織を支援
　・山口型放牧の推進
　・ＷＣＳ（実証展示の効率化）
　・ＷＣＳ（乳牛ＴＭＲ利用促進）
　・ＷＣＳ（地域ビジョンに位置付け）

①　飼料増産運
動

　・Ｈ１７の飼料作物作付面積は1,645ｈａ
　・畜産担い手育成総合整備事業による飼料基
盤の整備、作業機械の導入

　・横這いで推移してお
り、継続的な指導が必
要。

うち稲発酵粗
飼料につい
て

　４地区で実証展示圃を設置。２地区で給与実
証を実施。

　・耕種農家側と畜産農
家側の両者への周知を
行った。

　・新収穫調整作業体
系の啓蒙がされた

　細断型ロールベーラーを導入した地区で、実
演会の開催。

うちトウモロ
コシについて

②　飼料作物の
生産拡大

　・放牧実績は着実に進展（H11：11.85ha、12：
12.35、13：15.5、14：52.17、15：104.6、16：
136ha）
　・H17年度は162.7ha
　・放牧サミットの開催（９月）
　・山口型放牧シンポジウム開催（３月）

　・面積、実施者の拡大
が図られた。
　・長門地域での新規
経営参画者の誘導
　・放牧サミット及び山
口型放牧シンポジウム
を通じ山口型放牧の啓
蒙が図られた

　・放牧形態のステップ
アップ
　・新規事業の導入
　・多様な条件に対応出
来る農地管理技術とし
ての放牧の普及

　・共同利用草地、公共牧場等の基盤を核とし
た共同放牧管理システム（山口型共同放牧推
進事業）の実施
　・放牧を利用した耕種集落での集落営農支援

⑤　飼料生産の
外部化・組織化の
推進

　・延作業受託面積は、H12：11.0ha、H13：
17.2ha、H14：20.4ha、H15：111.3ha、H16：269ha
と順調に伸展
　・Ｈ17：25組織・延べ作業受託面積は378ｈａ
　・畜産経営技術発表会の開催（２月）

　・組織数、面積の拡大
が図られた。

　・事業導入により、コン
トラクター組織の設立育
成と運営強化を図る。

　・畜産業振興事業の積極的導入
　・畜産経営技術発表会の開催
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

⑥　生産性の向
上

うち稲発酵粗
飼料につい
て

　実証ほ３地区で設置した結果、24.9ｈａとＨ16
実績を上回り生産拡大が図られた。
　技術向上検討会議を開催した。

うちトウモロ
コシについて

　細断型ロールベーラ等の省力化機械の紹介
等を行った。

徳島県 ①　飼料増産運
動

　５月　耕畜連携推進会議を開催(参加者12名）
　７月　徳島県飼料自給率向上戦略会議の開催
（参加者29名）

　飼料増産の重要性に
対する理解が得られ
た。

　徳島県飼料増産推進
計画や徳島県水田農業
振興基本方針の達成に
向けた取り組みを行う。

　飼料増産運動を円滑に推進するため、耕畜連
携推進会議等を開催し、18年度事業計画等に
ついて決定する。

　耕畜連携推進重点地
区を中心とした活動を
行う。

　重点地域を中心に実証ほの設置等を通じた技
術指導を行う。

　作付面積は24ｈａと横
ばい状態。

　引き続き３地区の実証
ほにおいて、生産拡大
に向けた取組を推進
し、生産集団の育成を
行う。

　補助事業を活用して、稲わら等収穫調製機械
施設の整備を支援する。

　圃場の立地条件か
ら、機械の小型化が望
まれる。

　省力化を図るための
情報提供を行う。

　規模拡大かつ飼料自給率向上のため、県産
飼料（稲わら等も含む）の増産利用に必要な機
械・施設整備を行う。

　細断型ロールベーラ等の省力化機械の紹介
等を行う。

③　国産稲わら
の利用拡大

　アンケート調査を実施し、県域で利用供給リス
トを作成した。

　集収組織の育成が課
題。

　輸入稲わら並の価格
での利用供給体制の構
築ができるよう。各種施
策を講じながら推進す
る。

　・優良草種・品種の普
及と効率的生産、調
整、利用技術の高位平
準化の継続的な推進が
必要

　・水田に適した奨励品
種の選定作業
　・優良草種・品種の普
及と効率的生産、調
製、利用技術の高位平
準化の推進

　・飼料作物栽培技術マニュアルの改訂

②　飼料作物の
生産拡大

　重点地域を中心に実証ほの設置等を通じた技
術指導を行った。

⑦　消費者の理
解醸成

　ホームページ等を通じた放牧の多面的効果の
ＰＲ

　消費者の放牧の多面
的効果の理解

　・放牧の多面的効果
の把握と取りまとめ
　・県民に対する放牧情
報発信
　・生産者に対する飼料
給与履歴等の情報確保
指導の徹底

　・事例に基づくＰＲ資料の作成
　・放牧による環境改善効果の解明
　・放牧による獣害回避効果の究明

　・奨励品種の展示圃を４地区で設置。
　・優良品種の普及・利用の推進
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

③　国産稲わら
の利用拡大

　稲わら収集機械整備を４集団で実施。 　稲わらの輸入中止で、
代替飼料を利用する農
家が多かったが、一方
では収集面積を拡大す
る農家がみられた。

　稲わら収集組織や耕
畜連携協議会活動を支
援する。

　飼料増産推進会議を
通じて、飼料増産運動
の意識高揚を図る。
　耕畜連携を進め、自
給率向上に努める。

　飼料増産推進会議を開催し、飼料需給マップ
の活用について検討する。
　特に国産稲わら推進の取組のために、耕畜連
携の地域協議会の開催が予定されている。

　国産稲わらの利用拡大を図り、稲わらの自給
率アップを達成するため、地域耕畜連携協議会
等による取組を支援する。

　事業等を通じて、現状の維持を支援する。　現状維持が困難にな
りつつある。栽培農家を
支援する。

②　飼料作物の
生産拡大

　耕畜連携推進対策を活用した稲WCSや資源
循環の取組を推進した。

　飼料作物の作付面積
は拡大していない。

　水田を活用した飼料
作物の生産拡大を検討
する。稲WCSの栽培体
系について検討。

　飼料作物の生産拡大を図るため、稲WCSの取
組を実施予定。

　栽培面積は現状維持
で推移している。耕種農
家の連携が必要。

　耕畜連携推進対策な
どを活用し取組を推進
する。

　稲ＷＣＳ専用品種のパンフ等資料提供を行
う。
　18年度のイネＷＣＳ作付予定面積は約３haの
見込み。

香川県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産推進運動を推進するため７月８日と
３月29日に会議を開催。飼料需給マップを作成
し、飼料増産の取組を推進した。

　飼料需給マップの作
成作業が遅れ、関係者
への周知を行ったところ
である。

うち稲発酵粗
飼料について

　耕畜連携推進対策を活用した稲WCSの取組
を推進した。
　作付面積３ｈａ（対前年0.2ha増）

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　営農集団等と機械整備計画等について協議
し、補助事業の活用等について検討した。

　公共牧場の利用促進。④　放牧の推進 　放牧を推進するため、①公共牧場現地検討会
の開催②和牛放牧現地検討会の開催③放牧ア
ドバイザーと放牧候補地を巡回指導した。

　耕作放棄地での和牛
放牧への取り組みが広
がりつつある。

　肉用牛増頭戦略と連
携し、推進する。

　組織化に向けた取り
組みを行う。

　①食農教育の推進
　②畜産ふれあいフェア等でのＰＲ活動
　③パンフレット等の配布

　地域の経営状況にあった組織化を推進する。

　添加剤を利用した飼料作物サイレージ調製の
実証を行う。

⑥　生産性の向
上

　添加剤を利用した飼料作物サイレージ調製の
実証を行った。

　成績書をとりまとめ
た。

　現場での課題解決に
向けた技術開発を行
う。

⑦　消費者の理
解醸成

　各種イベント等でＰＲした。 　食農教育の一環とし
ての取り組みを引き続
き実施する。

　栽培面積が減少した。
栽培農家の廃業が原因
である。

　作付面積36ｈａ（対前年17ｈａ減）うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

愛媛県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため８月24日に県飼
料増産行動会議を開催、９月～10月には各地
域飼料増産行動会議を開催した。現在、耕畜連
携による飼料生産の拡大に努めている。

　耕畜連携による円滑
な取組みに向けた支援
が課題。

⑦　消費者の理
解醸成

　消費者との交流会（１回、参加者45名）などを
通じて、消費者の理解醸成を推進した。

　畜産に関する理解醸
成の普及が図れた。

　交流会等を通じて、畜
産（飼料増産）への理解
醸成に努める。

　飼料生産の組織化の
推進のため検討会を実
施する。

　交流会を実施予定である。

⑥　生産性の向
上

　優良品種の展示を９カ所で実施した。
　県奨励品種選定会議を３月に開催した。

　奨励品種の利用割合
は低い。

　生産性向上のための
新技術の導入を推進す
る。

　組織化の目途はないが、会において推進して
いく。

　新技術や試験研究の取組を、すみやかに普
及に移せるよう検討会等において情報提供等
に努める。
　また試験場の研究を支援する。

④　放牧の推進 　事業を通じ２カ所で移動放牧の展示を実施し
た。

　実証展示の結果につ
いては概ね良好であっ
た。放牧牛の確保が課
題である。

　引き続き、実証事業を
継続し、実施カ所数を
拡大する。

　放牧の推進を図るため、県の事業を通じ取組
を実施予定。耕作放棄地における放牧を推進す
るため、実証展示を17年度の２カ所から３カ所
に拡大予定。

②　飼料作物の
生産拡大

　飼料増産行動会議等を通じ、飼料作物の生産
拡大を推進したが、飼料作物面積は1,800ｈａ
（前年比80ｈａ減）となった。

　労力等の問題から減
少傾向にあるが稲発酵
粗飼料については若干
増加した。

　耕畜連携推進対策を
活用した取組みを推進
する。

　細断型ロールベーラを整備する地域（西予市）
を中心に、効率的な作業体系を確立する。
　収穫調整機械等の優良事例の展示、研修会
を開催する。

　作付面積は前年度よ
り32ｈａ増加。

　作付面積は480ｈａ。うちトウモロコ
シについて

　地域の実態に応じた
取組を推進する。

　取組状況の点検・検証を徹底して行なうととも
に、取組みが低調な地域に集中的に働きかけ
る。
　パンフレット等により、自給飼料生産の重要性
について意識啓発、徹底を図る。

　飼料増産チームの仲介・斡旋活動により、耕
畜連携を促進する。
　営農集団や畜産農家への情報収集・提供を図
る。
　地域で稲わら需給マップを作成し、利用拡大
を図る。
　堆肥・稲わらの交換利用を図る。

　収穫調整の現地実証研修会を開催する。
　直播等の低コスト生産技術の導入、普及を図
る。
　稲発酵粗飼料の広域流通について検討する。

　取組事例の情報提
供、耕畜連携対策を活
用した取組みを推進す
る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　県産稲わらの飼料利用総発生量は調査中。
　１地区では地域飼料増産チーム主導により、
耕畜連携が促進。稲わらの収集面積が58ｈａ
（対前年比1.6）と増加した。

　稲わら利用が拡大し
た地域もあったが、全
体では収集等による労
力や機械導入によるコ
スト面での課題が残る。

うち稲発酵粗
飼料について

　作付面積は32ｈａに拡大。 　作付面積は前年度よ
り２ｈａ増加。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　検討会を２回実施した。 　飼料生産組織の設立
までは至っていない。

98 



１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　地域及び生産者の意
向に即した取組

　マップの充実、また希望のある地域及び生産
者との直接協議等、地域の実情に即した形での
個別調整。また、その他推進会議は、適宜開催
の予定。

②　飼料作物の
生産拡大

　約1,380ha（対前年比0.99%） 　輸入粗飼料の乾物単
価の安さに惹かれる生
産者は多い。

　生産者の所得率向上
を優先した推進

　助成金の活用及び地域性を加味した、自給飼
料生産コスト（乾物ベース）面の検討・整理

高知県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産推進のため、７月～８月にかけて、
県及び地域推進会議を開催（参集範囲：市町
村、関係機関等、参加者数：100名）。本会議に
おいて、行動計画を策定また周知した。
　また、H27目標に向けて需給マップの作成を提
案。将来に向けて順次登録を充実し、耕畜連
携、集落営農など地域として活用できるデータ
ベースの作成を呼び掛けた。

　アンケートの内容が、
飼料稲に偏っているこ
と。内容が煩雑であるこ
と。業務の都合上年内
の対応が不可能である
ことなど、批判的な意見
が殆どであった。そのた
め、アンケート内容の変
更・簡素化と作成期限
の延期により、各地域
に即した使えるマップの
作成のためのデータ収
集を再度呼び掛けた。

④　放牧の推進 　放牧は農家数18戸、放牧面積は94.7ｈａ。平成
17年度は３地区で約3.7ｈａの和牛放牧実証展示
を行った。

　新たに放牧を開始し
た等の新たな取組みも
あったが、耕種農家や
地域の理解が課題であ
る。

　和牛繁殖農家、耕種
農家協力・理解を促進
する。

　アンケート調査結果、放牧事例等を活用しな
がら地域で斡旋・仲介等を行い、普及推進を図
る。
　放牧を始める地域住民の理解を得るため行政
が積極的に関与する。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　公共牧場２牧場の放牧戸数と頭数は75戸、
326頭（乳207、肉119）であり、対前年比は９戸
増、25頭減となった（７月現在）。

　通年、一定の受託作
業がなければ組織化は
難しいが今後の必要等
を考慮し、推進する必
要がある。

　コントラクターの組織
の育成、公共牧場の利
用を促進する。

　農業体験実習等、放牧の多面的効果の推進
を図る。

⑥　生産性の向
上

　奨励品種選定調査については継続的に実施。
昨年度は４地区で計1.8ｈａの実証展示を行なっ
た。

　３月に開催した会議に
て新たな奨励品種が指
定された。

　収穫専用機械の普及
促進を図る。

⑦　消費者の理
解醸成

　姫鶴牧場では中学生の職場体験実習を例年
実施している（17年度　６月20日～22日、２名）。

　公共牧場は消費者と
密着したふれあい牧場
として、有効的に利用す
る。

　公共牧場を消費者と
のふれあい牧場として
有効に活用する。

　既存の集落営農組織等へ働きかけをし、堆肥
散布や自給飼料、TMRなどの飼料供給を行なう
組織に誘導する必要がある。
　コントラクターのメリットを紹介するとともに各
地域で問題点を抽出し、外部化、組織化を検討
する。

　研修会の開催や実証展示圃の設置により、地
域の条件にあった飼料作物の普及・拡大を図
る。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

④　放牧の推進 　耕種農家５カ所、畜産農家1カ所における現地
実証を行った。その結果、１カ所がH17事業化に
より肉用牛放牧地面積３haの増となった。

　関係機関を交えた、課
題改善策の検討

　大規模酪農家を対象として外部飼料生産組織
の可能性を探る。

　耕作放棄地の省力管理、景観保全の観点か
ら、耕種農家サイドへアピール。

⑦　消費者の理
解醸成

　実証展示圃の設置 　周辺住民や保育園児
らも見学に訪れるなど
の効果が見られた。

　継続

⑥　生産性の向
上

　各種研修会及び新品種の種苗紹介等 　特に問題なし 　情報提供

　実証展示を中心とした畜産業のイメージアップ
を継続して推進

　新品種の種苗紹介及び各種研修会等の紹介

　実績としては前年並みであるが、一部地域
で、関係団体を中心とした稲ワラ収集を試み
た。
　その結果、全体の20～30％ではあるが良質稲
ワラを回収できた。

　良質稲ワラの収集が
困難とされる本県での
同試みは、大変評価で
きるものである。

　情報提供

　放牧経験牛の確保に
課題が残る。

　実証展示による啓発

　マップ等を活用した耕畜の情報収集及び情報
提供による推進

　情報提供 　土地の集積が可能な地域を中心とした啓発

　優良事例及び各種研修会等の紹介　情報提供

うち稲発酵粗
飼料につい
て

　2.1ha（前年並み） 　土地の集積と機械整
備に係る初期投資が最
大の課題

　細断型ロールに興味
を持つ生産者は多く、
今後伸びる可能性はあ
る。

　約40ha（対前年比0.98%）うちトウモロ
コシについて

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　①自然災害等による
生産物の補てん策
　②米作と同等以上の
収入確保（助成金廃止
後）
　③初期投資のリスク
　④土地の集積等主に
以上4項目が課題。

③　国産稲わら
の利用拡大
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

福岡県 ①　飼料増産運
動

　飼料増産運動を推進するため、７月20日需給
マップ打合せ会議を開催（参集範囲：県出先機
関、広域農協等、参加者数：12名）し、飼料増産
アンケート及び需給マップ作成に取り組む。飼
料増産アンケートを75市町村で実施し、うち需
給マップを59市町村で作成済みである。
　また、９月14日に福岡県畜産経営技術指導推
進委員会飼料増産推進部会を開催（参集範囲：
県出先機関、県域農協、関係団体等、参加者数
20名）、行動計画を策定。３月８日に農林担当者
会議を開催し、アンケート結果の活用方法等に
ついて協議。
　＊需給マップ・リスト：59市町村で作成済（注：
市町村合併後は49市町村）
　＊増産ネットワーク：６農林事務所単位で地域
委員会飼料増産部会設置を検討

　増産ネットワークの設
置が遅れている。

②　飼料作物の
生産拡大

　飼料増産推進部会や草づくりシンポジウム等
を通じ、飼料作物の生産拡大を推進したが、飼
料作物作付面積は2,543haで前年比97％と減
少。飼料自給率は頭数の減もあり、前年度と同
じ14.8%

　乳価等下落の中、経
営の安定化の為に自給
飼料を推進

　飼料増産推進部会や
草づくりシンポジウム等
を通じ、飼料作物の生
産拡大を推進。

　９月頃に福岡県畜産経営技術推進委員会飼
料増産部会、10月頃に地域委員会飼料増産委
員会、11月頃に草づくりシンポジウムを開催予
定。

　興味のある農家も様
子見の感がある。トウモ
ロコシ作付を止めて時
間の経った農家も多く、
ハーベスタ等機械の再
度導入もネック。

　県内２ヶ所において細断型ロールベーラー実
演会を行い、（11月16日、12月16日）、草づくり
シンポジウム（12月５日）において細断型ロール
ベーラーの講演を設け、畜産農家等に対する普
及を図ったが、労力不足等により作付面積減
少。
　＊17年度作付面積：130ｈａ（前年比：93％）

うちトウモロコ
シについて

　稲わら収集可能地の
情報集約や稲わらを収
穫したあとの流通体制
を構築する。

　増産ネットワークの設
置を完成させ、耕畜間
における自給飼料増
産・利用体制の構築を
図る。

　９月頃に福岡県畜産経営技術推進委員会飼
料増産部会を開催し、自給飼料増産推進に係
る情報伝達、意見交換を行うとともに、10月頃に
各農林事務所単位（県内６ヶ所）で、地域委員
会飼料増産部会を開催し、県、市町村、農協等
関係機関での増産ネットワークを構築する。

　関係団体の打合せ会議を開催予定。

　引き続き定コスト栽培
法の検討と普及及び専
用品種の推進を図る。

　県内２地区で疎植による低コスト栽培の現地
実証ほを設置し、作付推進を図る。

　県内３地区で細断型ロールベーラによる長大
作物の給与実証を実施し、また、２地区でトウモ
ロコシの県奨励品種、１地区で排水不良地にお
ける栽培技術実証ほを設置予定。

　細断型ロールベール
によるトウモロコシ作付
拡大の推進を図る。

③　国産稲わら
の利用拡大

　全農ふくれん等を通じ、国産稲わらの収集量
拡大を推進したが、１７年度の飼料利用量は
18,367tで前年比98％と減少。需要量推定
14,050ｔに対し、稲わら自給率は131％となった。

　稲わら収集可能地が
点在しており、収集作業
を行う側が不足してい
る。

うち稲発酵粗
飼料について

　稲発酵粗飼料については、疎植による低コス
ト栽培の現地実証等により作付の推進を図っ
た。
　＊17年産作付面積実績：198ｈａ（前年比
108％）

　換金作物では無いた
め、さらなる低コスト化
が課題。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

 　自給飼料の増産は、
飼料費の低減による畜
産経営の安定を図る観
点から極めて重要であ
ることから、自給飼料増
産に向けた意識の啓発
や生産拡大の取組を強
化していく。

　・自給飼料増産対策会議の開催
　・「飼料増産に関するアンケート調査」にかか
るマップ作成
　・需給マップ作成に伴う増産ネットワークの設
置

 　耕種農家が飼料用稲を栽培し畜産農家に供
給する取組に対し、飼料用稲の作付10ａ当たり
45,000円の産地づくり交付金を交付する。

　・細断型ロールベーラ研修会の開催

②　飼料作物の
生産拡大

　・自給飼料増産研修会を８月24日に開催した。
　・自給飼料生産拡大を図るため、共同利用機
械の導入に対する助成や転作作物としての飼
料作物の作付推進などに関係機関団体と一体
となり取り組んだが、大家畜畜産農家数や飼養
頭数の減少により、飼料作付け面積は1,810ｈａ
（対前年比40ha減）となった。

　飼料作物の作付面積
は減少傾向にあり、今
後も作付拡大に向け取
組を強化していく。
　イネＷＣＳについて
は、新たな取り組みは
なかったが、今後も作
付の拡大に取り組んで
いく。

　  「佐賀県酪農・肉用
牛生産近代化計画」の
目標達成に向け、関係
機関団体が一体となり
飼料作物の作付拡大に
向け取組を強化してい
く。

　・転作田や水田裏作を有効活用した飼料作物
作付拡大の推進
　・耕作放棄地や廃園等の遊休農地の有効活
用の推進
　・飼料作物生産集団の育成

うち稲発酵粗
飼料について

　パンフレットの配布や各種会議等を通じてＷＣ
Ｓ、わら専用稲の栽培について普及・啓発活動
に取り組んだが、栽培面積は横ばい状態であっ
た。
　＊17年産作付面積実績：3.2ｈａ

佐賀県 ①　飼料増産運
動

　平成17年度に実施た、「飼料増産に関するア
ンケート調査」を基にしたマップ作成数は ３月末
現在でＷＣＳ３市町、国産稲わら８市町、需給
マップ作成予定11市町となった。
　また、飼料増産重点地区については、新規で8
地区の登録申請を行っている。
　＊需給マップ・リスト：23市町のうち８市町で作
成済
　＊増産ネットワーク：需給リストまとまり次第、
設置について検討

　今後、関係機関や団
体との連携を密にして
自給飼料増産に向けた
取組を強化し、需給マッ
プ数、及び飼料重点地
区のさらなる増加を図
り、自給飼料の増産を
推進する。

④　放牧の推進 　県単事業として耕作放棄地における放牧の実
証事業を構築中。

　すでに数地区要望が
あり、次年度に向け準
備中。

　県単事業による耕作
放棄地モデル市町村を
設定し、放牧技術の確
立を目指す。

　県内２地区でモデル市町村を設定し、繁殖和
牛を用いた耕作放棄地での放牧実証調査を実
施する。（３ヵ年、計６地区を予定）

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　農林事務所等を通じ、飼料生産の外部化・組
織化を推進しており、現地でコントラクター設立
に関する検討会（３月７日）を開催した。

　地域において組織の
運営等検討中

　地域における飼料生
産受託組織等の掘り起
こし。

⑥　生産性の向
上

　奨励品種の展示や強害雑草抑制技術の現地
実証などにより生産性の向上を推進。また、
ハード事業により２地区において細断型ロール
ベーラーを導入。

　飼料生産技術の向上
と現地課題解決のため
の検討が必要

　引き続き、現地の状況
に則した技術実証を行
うとともに、飼料生産向
上のための現地指導を
行う。

　コントラクター設立に関し、現地指導を行い、ソ
フト・ハード両面からの支援を図り、早期設立を
目指す。

　奨励品種選定実証ほを県内４地区、強害雑草
の防除技術実証ほを１地区などを設置するとと
もに、細断型ロールベーラーなど生産性向上に
必要な施設機械の整備を支援する。

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　耕種農家が飼料用稲を栽培し畜産農家に供
給する取組に対し、飼料用稲の作付10ａ当たり
45,000円の産地づくり交付金を交付する。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　飼料用稲については作付面積が伸び悩んだ
ため、外部委託は実施できなかったが、既存の
稲わら収集集団に対し、稲わら以外についても
作業受託を行うよう要請するとともに、県単独事
業である、「さが畜産自給力強化対策事業（自
給飼料増産対策）」において、稲わらの収集・調
整に必要な機械の導入を行う営農集団に対して
助成を行うなど飼料生産の外部化に向けた取
組を推進した。

　平成17年度は畜産農
家に稲わらの供給を行
う耕種農家で構成する
２集団の育成ができた
が、今後は飼料生産の
外部委託についても推
進していく必要がある。

　飼料用稲を対象に産
地づくり交付金の上乗
せ助成を講じることによ
り、飼料生産の外部委
託を推進する。

④　放牧の推進 　みかん廃園跡地や耕作放棄地を対象に、「佐
賀県草地飼料協会」の事業等を活用して放牧を
推進するとともに、水田等における放牧の推進
資料の作成・配布を行った。その結果、放牧面
積は約5.7ｈａ（前年比1.8ｈａ増加）となった。

　簡易放牧については
未だ取組事例も少なく
地域も限られていること
から、今後は県内一円
に取組を拡大していく必
要がある。

 　耕作放棄地やミカン
廃園跡地等を活用した
肉用牛の簡易放牧を推
進し、併せて、レンタル
カウ制度の実施による
放牧面積の拡大を図
る。

　・県草地飼料協会事業（さが自給飼料生産拡
大対策事業）の活用推進
　・取組事例の紹介やパンフレットの活用による
取組の推進

③　国産稲わら
の利用拡大

　飼料用稲わらの県内産での完全自給を目指
し、稲わら収集集団の育成や県単独事業により
稲わら収集調整用機械の導入に対して助成を
行うとともに、収集された稲わらの広域流通を
「佐賀県県内産稲わら広域流通推進協議会」
（事務局：県経済連）で実施した。
　その結果、平成17年産の稲わらについては、
ほぼ必要量を確保するとともに、県外への供給
についても実施された。
平成17年産国産稲わら県内需要見込み量
43,000ｔ、
　収集量（実績）　52,172ｔ、県外供給量（実績）
2,061ｔ（※）
　※県外供給量については、経済連斡旋分
　　長崎県　1,046ｔ 、鹿児島県　444ｔ、宮崎県
300ｔ、
　　大分県　220ｔ、山口県　50ｔ

　稲わらの収集量は、
生育期間や収穫時期の
天候に左右されるた
め、年次間の変動が大
きく、一定量をストック場
に保管しておく必要が
ある。
　それに加え、収穫時
期が集中することもあ
り、既存のストック場で
は全ての稲わらを保管
することが難しいため、
新たなストック場を確保
するための取組を行っ
ていく。

　耕種農家を含めた収
集体制を整備し、流通
の円滑化などを図り「県
内産完全自給」を目指
していく。
　また、飼料用稲の作
付を拡大するため、転
作作物として産地づくり
交付金の交付対象作物
として飼料用稲の作付
を推進する。

　・「県内産稲わら広域流通推進協議会」が中心
となった飼料用稲わらの需給調整と流通促進
　・県単独事業（さが畜産自給力強化対策事業
〔自給飼料増産対策〕、及び耕畜連携・資源循
環型農業推進事業）や国庫事業の活用による
生産拡大推進
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・「佐賀県飼料作物奨励品種選定協議会」の
開催
　・飼料作物奨励品種栽培カレンダーの作成配
付
　・飼料作物の効率的な生産利用体系の推進

　・「酪農肉用牛生産振興審議会」における事業
紹介等

⑥　生産性の向
上

　県においては、９月と３月を「飼料作物推進月
間」と定め、作付け拡大と生産利用技術の向上
に取り組んでおり、９月に「県内産稲わらの確保
及び秋冬作飼料作物の作付けの推進」にかか
るパンフレットの作成、配付を行うとともに、ロー
ルベール＋ラップの体系を推進し粗飼料の品質
向上に努めた。

　ロールベール＋ラップ
の体系は徐々に普及し
つつあるが、（平成16年
度：３集団、平成17年
度：５集団導入）　奨励
品種の利用割合がなか
なか向上しない。

 　地域や利用形態に適
応した奨励品種の選定
普及に努めるとともに、
生産した飼料の有効利
用を図る。

⑦　消費者の理
解醸成

　10月に開催された「酪農肉用牛生産振興審議
会」で、事業関係の説明を行いながら、消費者
へのＰＲを図った。

　安心・安全な畜産物を
供給するための自給飼
料作物の位置づけを、
さらにＰＲする必要があ
る。

　酪肉審議会等で事業
関係の説明を行いなが
ら、消費者へのＰＲを図
る。

長崎県 ①　飼料増産運
動

　①８月３日（出席者28名）
　　・情勢報告
　　・県行動計画策定　等
　　12月13日（出席者31名）
　　・飼料増産アンケート調査等
　　　の実施状況
　　・コントラクター育成
　　・「ながさき型放牧」の推進　等
　②酪農及び肉用牛近代化計画策定（９月）
　③県下７カ所でキャラバン実施（５月）
　＊需給マップ・リスト：23市町村のうち２市町村
で作成済
　＊増産ネットワーク：７地域段階で設置

　飼料増産に関する地
域との意見交換及び計
画策定ができた。

②　飼料作物の
生産拡大

　・強い農業づくり交付金により９組織が効率的
な機械導入を行った。

　効率的な機械導入に
より、飼料増産の支援
ができた。

　飼料作物の生産拡大 　補助事業等を活用した飼料作物生産拡大に
対する取り組み支援。

うち稲発酵粗
飼料について

　①10月25日（出席者32名）
　　たばこ後作のクリーニングクロップとして稲Ｗ
ＣＳ作付拡大を図るため、畜産農家・たばこ農家
を集めて現地検討会を開催した。
　②強い農業づくり交付金を活用して１組織が
稲発酵粗飼料用専用収穫機械の導入（２台）を
行った。
　＊17年産作付面積見込み：17.8ｈａ

　新規に稲ＷＣＳ生産
組織の育成を行うこと
ができたので、今後の
作付面積拡大に期待で
きる。

　飼料作物の作付面積
拡大と飼料自給率の向
上

　①自給飼料増産推進協議会の開催（２回）
　②飼料増産キャラバン（県下７ヶ所）
　③飼料自給率向上対策ワーキング（５回）

　稲ＷＣＳの作付拡大 　①稲ＷＣＳ作付け拡大現地検討会の開催（県
下１ヶ所）
　②補助事業等を活用した稲ＷＣＳ生産拡大に
対する取り組み支援

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　稲わら収集面積の拡
大

　①補助事業等を活用した国産稲わら利用拡大
に対する取り組み支援
　②他県からの国産稲わらの確保（県窓口：全
農県本部畜産課）

　飼料生産に係る受託
作業組織の育成・支援

④　放牧の推進 　①９月１・２日（出席者：141名）
　　・現地優良事例検討
　　・基調講演及び現地報告　　等
　②「ながさき型放牧のすすめ」の発行（700部）
　③強い農業づくり交付金を活用して県下２カ所
（13.07ha）で放牧場を整備した。

　畜産農家のみならず、
鳥獣害対策や農地利用
の担当者を集めて、「な
がさき型放牧」シンポジ
ウムを開催することが
できた。
　今後とも、畜産関係の
みならず、横の連携を
通じて放牧面積の拡大
を図っていく必要があ
る。

　放牧による省力化・低
コスト生産の拡大

　①地域における現地検討会の開催（県下７ヶ
所）
　②補助事業等を活用した放牧に対する取り組
み支援

③　国産稲わら
の利用拡大

　・国産粗飼料増産対策事業により稲わら収集
組織（２組織）の活動支援を行った。
　・国産稲わらの確保のため、全農県本部を県
窓口にして他県からの供給情報をもとに稲わら
確保のための広域流通を行った。
　・県内稲わらのすき込み・焼却等を減らし自給
率を向上させるため、耕種農家・畜産農家に対
し、意識啓発パンプを配布した。
　＊17年産国産稲わら需要見込み46,800ｔ、供
給見込み41,600ｔ、不足量5,200ｔ

　公共牧場における消費者の体験交流

⑥　生産性の向
上

　①８月３日（出席者20名）
　　展示圃を通じた現地試験により奨励品種（冬
作）の選定を行った。

　奨励品種の選定ととも
に、普及推進に係る意
見交換ができた。

　・奨励品種の推進
　・栽培技術の向上

⑦　消費者の理
解醸成

　消費者との交流

　①飼料生産の外部化・組織化の推進を図るた
めの既存機械利用組合や新規取り組み組織に
対する支援
　②地域におけるコントラクター育成検討会の開
催（県下１ヶ所）

　①農林業技術協議会の開催（２回）
　　・奨励品種の選定
　　・奨励品種の普及推進等
　②飼料作物の生産性向上ために技術者向け
冊子を作成。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　・県下で初めての取り組みとして、飼料増産受
託システム事業（２カ所）を実施した。

　補助事業の活用によ
り、コントラクターの活
動支援ができた。

　国産稲わらの有効利
用を図るため、広域流
通に係る県体制づくり
ができた。
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

③　国産稲わら
の利用拡大

　○菊池・阿蘇地域の稲わら・堆肥広域流通シ
ステムについて、今年度も数度の話し合いを実
施。JAを介しての新規わら流通は約160t。
　＊17年産国産稲わら需要見込み85,000ｔ、供
給見込み82,660ｔ、不足量2,340ｔ

　○体制について引き
続き調整が必要。
　○わら収集組織と稲
わら需要農家との関係
再構築必要

　○国産稲わらの確保
　○堆肥との広域流通
推進

　○耕種農家と畜産農
家との耕畜連携推進
　○飼料イネ作付拡大
　○国産稲わら自給拡
大の推進
　○稲わらと堆肥の広
域流通拡大

　○水田農業構造改革対策研修会(２月８日)で
の飼料増産のための飼料イネ・稲わら・飼料作
物作付推進説明と畜産農家への斡旋・調整要
請。
　○２～３月中の集落座談会での推進
　　飼料イネ、稲わら、転作飼料作物
　○県飼料増産行動会議（６月２日）において、
飼料イネ、稲わら収集、放牧、コントラクター等
推進を協議。
　○６月以降、各地域協議会開催
　○水田農業構造改革対策担当者会議（７月）
　○県飼料増産行動会議（２月）
　○飼料増産等にかかる優良事例発表会開催
（９月）

　○集落座談会での推進
　○輸入稲わらを使用していた農家と稲わら収
集組織との仲介、ストックポイントの検討

　○トウモロコシ作付拡
大

②　飼料作物の
生産拡大

　○西原村総合コントラクター他の立ち上げ。 　○17年度西原村総合
コントラクターは稲わら
収集及び堆肥散布に関
しての取組。引き続き組
織強化への支援が必
要。

　○転作田での作付拡
大
　○耕畜連携の推進

　○飼料イネの作付、耕畜連携推進
　　集落座談会開催、地域内での需給調整。
　　地域を越えた場合に県段階で広域流通推進
　○堆肥と稲わら、飼料イネの広域流通を県と
中央会等が斡旋仲介実施。

　○専用稲種子の確保
　○集落座談会での推
進

　○４月７日種子対策会議（Ｈ18用専用種子の
不足）
　　H19用種子の生産・確保打ち合わせ(２月)
　○集落座談会での推進、畜産農家との仲介
　○H18飼料イネ（わら専用含む）　目標
1,250ha

　○菊池地域コントラで地理情報システムによ
る計画的作付
　○トウモロコシ作付困難な地域におけるスー
ダン型ソルゴー作付推進（ロールベールによる
収穫可能）

熊本県 ①　飼料増産運
動

　○５月27日県農産課と合同で、水田農業構造
改革対策説明会（400名）を実施。
　○６月23日県中央会との合同で、国産粗飼料
増産対策事業等の説明会（関係機関200名）を
実施。
　○６月30日平成17年度熊本県飼料増産戦略
会議を開催（参集範囲：県関係団体、参加者
数：32名）。本会議において、②以下の意識統
一や各地域における実績・評価・課題を確認。
　○７月６日県経営技術課と合同でJA担当者に
強い農業づくり交付金・資金事業の説明会実
施。
　○耕種地帯での牧草（イタリアン１ha）生産開
始。
　＊需給マップ・リスト：11振興局単位でリスト作
成。
　＊増産ネットワーク：11地域振興局単位で設
置

　○稲わらと堆肥の広
域流通や安定供給の重
要性を関係機関が認
識。中央会や経済連及
び県との共通課題とし
て活動した。
　○稲わらと堆肥の広
域流通については、堆
肥散布の作業分担、賃
金、ハード整備等課題
解決が必要。

うち稲発酵粗
飼料について
（わら専用稲
含む。）

　○４月17日、５月17日と飼料イネ種子関係会
議を実施し、平成18年度向けの種子生産を検
討した。
　○飼料イネに関するアンケートを実施した。
　＊17年産作付面積実績：1,144ｈａ
　○２月～３月の集落座談会における推進

　○平成18年度向け種
子が不足。草地協会種
子も不足
　○飼料イネ作付面積
は前年度よりは増加傾
向。1,139→1,144ha。

　○牛のコーン子実消
化率をあげる必要があ
る。
　○土地の流動化がさ
らに進んだ。

　○９月12日酪連主催でサイレージ研修会を実
施。
　○畜産協会事業で地理情報システム技術開
発事業を実施。

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　○飼料イネ専用品種（モーれつ）の県内での
種子増殖
　○飼料作物奨励品種印刷物配布

　○放牧肥育、粗飼料多給型肥育牛の産直拡
大

　○県コントラクター協議会において、コントラク
ター組織未設置地域での組織化推進
　○地域条件に応じた総合コントラクター設置検
討会開催
　○堆肥散布組織を農作業受委託組織に業務
拡充。
　○阿蘇牧野での広域放牧推進のための牧野
活性化センターのネットワーク設置

　○県コントラクター推
進協議会開催
　○堆肥センターを核と
した組織の育成

⑥　生産性の向
上

　○６月15日地下水保全ワーキンググループ打
合せ会議飼料作部門
　○９月28日スラリー会議

　○奨励品種の利用推
進

④　放牧の推進 　○阿蘇・菊池間の広域放牧実施。実績は約
150頭。
　○放牧の取組がほとんど無かった球磨地域、
鹿本地域で、放牧に関する現地検討会等を実
施した。
球磨では放牧地ツアー３回開催。
　○九州農政局シンポジウムで天草の事例を紹
介した。

　○菊池と阿蘇の広域
放牧は規模が大きく、
調整に難航したが動き
出した。ピロプラズマ対
策に難渋。目標（19年）
400頭。
　○耕作放棄地等での
放牧は、これまで実施し
ていない地域でも少し
ずつ拡大。

　○阿蘇牧野利用の拡
大
　○耕作放棄地や転作
田での放牧拡大

　○阿蘇牧野利用検討会開催（４月19日）
　　　広域放牧バックアップ体制の再構築
　　　（特に放牧衛生部門）
　○阿蘇牧野活性化センターのネットワーク設
立
　　　平成18年度阿蘇への広域放牧目標　1,500
頭
　○全国放牧サミット開催（９月頃）

大分県 ①　飼料増産運
動

　大分県飼料増産行動会議の設置
　飼料増産アンケートの実施
　県内12農業振興普及センターにおいて、飼料
増産行動会議の開催
　＊需給マップ・リスト：23市町村のうち17市町
村で作成済
　＊増産ネットワーク：23市町村で設置

　食料自給率の向上を
図る上で、県内関係機
関への自給飼料の生産
拡大が重要との再認識
が図られ、水田裏を活
用したイタリアンの推進
につながった。

②　飼料作物の
生産拡大

　耕畜連携の強化 　米政策改革の推進の中、転作作物の飼料稲
の推進とその有効利用を図るとともに、耕畜連
携の強化による飼料作物の外部化を推進する

　飼料イネ作
付面積
（現況）231ｈａ
（目標）300ha

　未利用地等を活用し
た飼料生産基盤の拡大
や飼料生産の組織化・
外部化及び放牧の推進

　平成17年度に引き続き、大分県飼料増産行動
会議を中心に飼料増産への取り組みを行うとと
もに組織再編された振興局に飼料増産行動会
議を設置する予定。

　稲発酵粗飼料の推進
拡大

　集落営農の推進を図りながら情報提供等によ
る畜産農家と耕種農家との連携強化への支援

うち稲発酵粗
飼料について

　大分県稲発酵粗飼料推進協議会の開催
　＊17年産作付面積見込み：231ｈａ

　稲発酵粗飼料の生産
拡大への意識統一が図
られた。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　○西原村総合コントラクター他の立ち上げ。 　○17年度西原村総合
コントラクターは稲わら
収集及び堆肥散布に関
しての取組。堆肥セン
ターの運営は黒字に。
引き続き組織強化への
支援が必要。

⑦　消費者の理
解醸成
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　トウモロコシの作付拡
大への意欲向上が図れ
らた。

　コントラクターを対象としたトウモロコシ収穫技
術研修会の開催

うちトウモロコ
シについて

　稲わら収集活動組織
の強化

　平成17年度に引き続き、稲わら情報の提供等
による地域を越えた稲わら流通の支援

　コントラクター等を対象に細断型ロールベーラ
導入支援を行う

　飼料生産の外部化

④　放牧の推進 　農林水産研究センター畜産試験場の実証展
示牛を活用した耕作放棄地等における放牧の
実施

　耕作放棄地等の解消
を推進した。

　畜産農家・耕種農家
等及び集落等への放牧
推進

　従来の耕作放棄地等の放牧地への活用に加
え、新植林地を活用した放牧システムの構築

　おおいた型
放牧実施数
 （現況）128箇
所
 （目標）134箇
所

③　国産稲わら
の利用拡大

　大分県稲わら等確保対策協議会の開催
　大分県粗飼料需給表（稲わら）の作成
　＊17年産国産稲わら需要見込み34,400ｔ、供
給見込み34,750ｔ、余剰量350ｔ

　地域を越えた稲わら
流通が図られた。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　大分県コントラクター協議会主催により、コント
ラクターを対象に今後のコントラクターの活動方
向等の講演会等を開催した。

　コントラクターの育成
強化が図られた。

　コントラクターの育成
強化

　消費者への理解醸成を図るため、おおいた型
放牧の実証等を通じ、農村の牧歌的風景・景観
等の提供を行う

⑥　生産性の向
上

　畜産公共事業等を活用した草地等の整備等
を約30ｈａ行った。

　生産性の向上した草
地活用による飼料自給
率の向上が図られた。

　生産性の高い草地等
の整備

⑦　消費者の理
解醸成

　大分県農業文化公園において、放牧実証展
示を行い、来園者に牧歌的な農村風景を提供し
た。
　豊後高田市のミカン園跡地で放牧・飼育で
育った肉用牛のバーベキュー大会を開催し、多
くの消費者が訪れた。

　消費者に牧歌的的な
農村風景の提供及び
バーベキュー大会の開
催により自給飼料を活
用した安全・安心な畜
産物への理解醸成が行
えた。

　消費者との交流

　従来からのコントラクターへのソフト・ハード面
の支援に加え、更に地域の実情に合った機械
導入の支援

　畜産公共事業等を活用した草地等の整備支
援
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

宮崎県 ①　飼料増産運
動

　・６月　県飼料増産推進協議会
　（参集範囲：農協、経済連、県等、参加者数：
約45名、中国産稲わら輸入ストップに対する対
応について検討）
　・８月　自給飼料増産推進対策会議
　（参集範囲：農政局、経済連、ＪＡ、県、参加者
数：約30名、国産稲わら利用状況について等）
　・８月　アンケート調査配布（県において取りま
とめ）
　・９月　第１回稲わら流通推進会議
　（参集範囲：県、参加者数：約15名、国産稲わ
ら確保・飼料イネの利用推進について）
　・11月　県飼料草地協会現地研修会（家畜改
良センター宮崎牧場）
　・稲わら確保推進記事掲載雑誌「宮崎牛」
（10,000部）
　・稲わら関連記事掲載（12月・宮崎日日新聞）
　・７月　早期水稲地域の稲わら確保推進
　＊需給マップ・リスト：35市町村のうち31市町
村で作成済
　＊増産ネットワーク：８地域振興局単位で設置
を検討

　・県域を越えた稲わら
収集稲わら収集の体制
の整備が必要
　・稲わら確保状況につ
いて各地域との連携が
必要

②　飼料作物の
生産拡大

　・７月　稲わら確保ポスター作成、配布（500
部）
　・９月　稲わらポスター作成配布（10,000部）
　・10月　稲わら確保チラシ配布（30,000部）
　・８月　稲わら確保の現地検討会（滋賀県）

　・耕畜連携による稲わ
ら確保の推進が必要
　・中山間地域が多いた
め、草地及び飼料畑造
成による飼料基盤の拡
大が見込めない

　耕畜連携対策等によ
る飼料作物の生産拡大
の普及、集落営農組織
による粗飼料生産の推
進、需給マップ・ネット
ワークづくりの推進

　・稲わら確保ポスター、チラシ作成、配布
　・水田協議会等での耕畜連携推進

うち稲発酵粗
飼料について

　・６月　転作田、たばこ後作への飼料用イネ作
付推進
　・各種飼料イネ展示圃実施
　＊17年産飼料イネ作付面積1,227ha
　＊17年産ＷＣＳ作付面積見込み：826.9ｈａ

　県飼料増産推進協議
会、各地域の飼料増産
推進地域検討会及び、
九州地域飼料増産検討
会を通して、飼料増産
に向けた各種取り組み
を推進する。

　・５月　飼料自給率向上戦略会議現地検討会
　・６月　県飼料増産推進協議会開催予定
　（参集範囲：農協、経済連、県等　内容：稲わら
供給に対する対応等について）
　・７月　早期水稲地域の稲わら確保推進
　・２月　県飼料増産推進協議会開催予定
　（参集範囲：農協、経済連、県等　内容：１８年
度の実績、今後の取り組み等について）
　・２月　奨励品種選定会議開催

　・飼料イネ作付、利用
の周知を図る
　・飼料イネの低コスト
栽培の推進

　転作田等での飼料イ
ネの作付推進

　・転作田、たばこ後作への飼料用イネ作付推
進
　・各種飼料イネ展示圃実施
　＊18年産飼料イネ作付面積1,370ha
　＊18年産ＷＣＳ作付面積見込み：890ｈａ

　・11月　チューブバックサイレージ、トウモロコ
シロールラップサイレージ調整現地研修会

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・稲わら収集のための
労働力不足
　・輸入稲わらと国産稲
わらとの価格差の縮小
　・稲わら貯蔵庫の導入
を実施した

　耕畜連携による稲わ
らと堆肥の交換推進、
早期水稲稲わら確保対
策の普及

　・早期水稲地域の稲わら確保推進
　・隣県からの国産稲わら確保
　・稲わら貯蔵庫導入（国庫）
　・稲わら収集組織育成促進

　・コントラクター組織に
よる作業の分業化を図
る

　集落営農組織等によ
る自給飼料の安定供給
の推進

④　放牧の推進 　・林間放牧（諸塚村）
　・11月　果樹園（栗園）における放牧の現地検
討会（日之影町）

　・果樹園を利用した放
牧の実証ができた

　水田放牧の推進 　・林間放牧（諸塚村）
　・果樹園（栗園）における放牧（県北）
　・放牧モデル実証事業推進
　・地域放牧推進協議会
　・水田放牧現地調査（熊本予定）
　・耕作放棄地利用事例調査（山口予定）
　・林間放牧現地調査（大分予定）

③　国産稲わら
の利用拡大

　地域畜産ふれあい体験交流推進事業による
ふれあい体験、加工調理体験を小学生及び保
護者に実施

⑥　生産性の向
上

　・中山間地域対応の飼料作物機械条件整備
により機械の導入（県単）

　・農地集積を推進する 　中山間地域対応の飼
料作物機械の整備

　・コントラクター調査、とりまとめ（５月～10月）
　・大型コントラクター組織育成（75ha）

　・中山間地域対応の飼料作物機械条件整備
により機械の導入（県単）
　・飼料生産組織定着化事業推進

　・食品残さ飼料化推進協議会
　・堆肥と稲わら交換による稲わら収集（ＪＡはま
ゆう、ＪＡ延岡）
　・稲わら確保調査（県実施）

⑦　消費者の理
解醸成

　地域畜産ふれあい体験交流推進事業による
ふれあい体験、加工調理体験を小学生及び保
護者に実施（２～３月）

⑧　その他 　・10月　食品残さ飼料化推進協議会
　・食品残さの収集から家畜への給与までのモ
デル実施
　・堆肥と稲わら交換による稲わら収集（ＪＡはま
ゆう、ＪＡ延岡）
　・９月　中国産稲わらの輸入一時停止に関す
る調査（県、経済連調べ）
　・12月　稲わら確保状況調査（肥育農家対象）

　・食品残さ飼料化推進
協議会の設置をした
　・稲わらの確保状況の
把握
　・県内で出される食品
残さの種類及び量等に
ついての情報の不足

　消費者の作業体験学
習を通じて、畜産農家
への理解の情勢を図
る。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　・コントラクター調査、とりまとめ（４月～10月）

　・７月　早期水稲地域の稲わら確保推進
　・九州北部（佐賀県）から国産稲わら確保
　・佐賀県経済連等から国産稲わら購入
　・稲わら貯蔵庫導入（国庫）
　＊17年産国産稲わら需要見込み98,300ｔ、供
給見込み84,300ｔ、不足量14,000ｔ
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

④　放牧の推進 　・公共牧場を含む放牧地について、平成17年
度は放牧面積が約3,800ｈａ，放牧頭数が約
5,400頭

　・引き続き、未利用地
の草地化、放牧地の更
新及び整備改良が必要

　・放牧草地整備推進、
畜産・耕種農家への放
牧啓発、公共牧場の利
用活性化、放牧可能地
情報の共有化、指導体
制の整備、放牧技術の
習得・普及

　・草地開発整備事業や草地畜産性向上対策
事業を活用した牧野・野草地の整備・改良の推
進
　・公共牧場の活性化検討
　・鹿児島県肉用牛振興協議会と連携した放牧
利用の推進
　・耕作放棄地における放牧の推進

③　国産稲わら
の利用拡大

　・国産粗飼料対策協議会を中心として、在庫
稲わら及び代替飼料の流通、供給の適正化、
及び国内産稲わらの確保の推進を図った。
　＊17年産国産稲わら需要見込み約11万２千ト
ン，供給見込みは県内産で約８万トン，県外産
が約２千トン。

　・県内産稲わらの更な
る確保
　・稲わらの広域流通体
制の確立の推進

　・県内稲わらの未利
用・提供可能分の掘り
起こし
　・労力確保のための
共同作業等組織化推進
　・県外広域流通の推
進、保管能力の向上

　・鹿児島県国産粗飼
料確保対策協議会を核
とした各地域協議会の
活動の強化

　・６月に県国産粗飼料確保対策協議会を開催
し、各地域での飼料増産活動を推進
　・地区別飼料増産検討会の実施
　・需給リストの追加調査
  ・飼料増産対策関係啓発用資材の配布

　・不耕起栽培等栽培
技術体系の検証による
啓発
　・細断型ロールベー
ラー利用技術等の広
報・普及

　・県国産粗飼料確保対策協議会、各地域協議
会を通じ、これまでの未利用部分の県内確保推
進
　・共同作業化の取り組み推進
　・収穫機械や保管庫の確保及び整備の推進
　・広域農業団体への取り組みを推奨し、広域
流通体制の整備を推進

②　飼料作物の
生産拡大

　・畜産基盤整備事業等により、飼料生産の拡
大を推進

　・飼料作物の作付面
積の伸び悩みの要因と
して、流通飼料の増加
や飼料生産労力の不足
等があり、飼料生産受
託組織の育成が必要

　・自給飼料基盤の強
化及び地域の実情に応
じた自給飼料生産の効
果的な推進

　・飼料生産基盤の整備を推進
　・県水田農業推進協議会と連携し、水田飼料
作物生産を推進

　・水田活用の意識、啓
発、栽培コスト低減

　・県水田飼料農業推進協議会と連携した水田
飼料作物生産振興事業の推進
　・稲発酵粗飼料種子購入促進
　・県国産粗飼料確保対策協議会、各地域協議
会を通じ普及・啓発
　・飼料用稲及び稲発酵粗飼料現地検討会の
実施

　・品種選定等のための栽培試験の実施
　・飼料栽培基準等に基づく栽培基準等の普
及・啓発
　・不耕起栽培技術等新技術の普及・啓発
  ・細断型ロールベーラー利用技術等の普及・
啓発

鹿児島
県

①　飼料増産運
動

　・11月15日鹿児島県国産粗飼料確保対策協
議会開催
　・13地域44市町村でアンケート調査を集計し
データベース化
　＊需給リスト：27市町村で作成済
　＊増産ネットワーク：12稲わら協議会で設置

　・鹿児島県国産粗飼
料確保協議会を核とし
て、各地域協議会の活
動の強化を図った。

うち稲発酵粗
飼料について

　・耕畜連携推進対策に係る作付面積が増加
　＊17年産作付面積：46.5ｈａ

　・飼料作物栽培基準を作成
　・細断型ロールベーラー実演検討会開催

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

　・品種選定等のため
の栽培試験の実施
　・栽培方法、品種等の
啓発・普及

　・草地更新等栽培技
術体系の検証等による
啓発
　・地域条件に合致する
栽培体系の推進

　・コントラクター組織育成のモデル化を行い、
県国産粗飼料確保対策協議会を核として、県内
各地に普及・啓発
　・飼料増産受託システム事業の活用等によ
り、コントラクター活動強化及び組織立ち上げを
推進

　・草地開発整備事業や草地畜産性向上対策
事業を活用した牧草・放牧地の整備、改良の推
進
　・品種選定等のための栽培試験の実施
　・飼料栽培基準等による栽培技術等の普及・
啓発

　・飼料生産に係る労力
の軽減、低コスト化を
図った。

　・外部化の需要・条件
の明確化
　・外部化を担える人、
機械等の情報集約
　・受委託条件の調整、
情報共有化

沖縄県 ①　飼料増産運
動

　○全国飼料増産行動会議を踏まえ、沖縄県の
飼料増産運動を推進するため、平成17年７月22
日に第１回沖縄県自給飼料増産戦略会議（戦
略会議）を開催（参集範囲：県、農業団体、学識
者、沖縄総合事務局等、参加者数：20名）。本会
議において、沖縄県の温暖な気候等、地域特色
を活かすべき６つの取組事項について行動計
画を策定し、家保、普及センター、畜試が中心と
なり、市町村、農協、農家と連携を図り、取り組
むことを決定。
　○８月から９月に県内４地域において、家保を
中心として、行動計画を踏まえ、各地域戦略会
議を開催。
　○平成18年２月20日に第2回戦略会議を開催
（参集範囲：県、農業団体、沖縄総合事務局等、
参加者数：16名）。実績、評価・課題、今後の取
り組みについて検討。
　○さとうきび梢頭部（以下、梢頭部）利用と稲
わら利用についてアンケート調査を実施。
　○梢頭部利用について、北部、中部、南部、
宮古地域の畜産農家238戸、さとうきび生産農
家17戸で調査を実施。
　○梢頭部の需給マップは４市町村で作成し、
20市町村でネットワークを構築した。
　○稲わら利用について、石垣市の畜産農家10
戸、稲作農家９戸で調査を実施。11月に沖縄本
島において肥育農家１戸と稲作農家36戸による
意見交換会（お見合い）を実施し、両者で稲わら
４トンの取引が成立した。

　○具体的な行動計画
を策定し、行動を実行
することによって、今後
取り組むべき課題が明
確になった。
　○さとうきびを手刈り
で収穫するところは予
想以上に梢頭部が飼料
として利用されているこ
とが調査した結果、判
明。
　○畜産側と耕種側と
の行政の連携が必要。

　○戦略会議の開催。
　○各地域戦略会議の
開催。
　○重点地区において
検討会の開催。

　○平成18年６月に第１回戦略会議を開催し、
行動計画を策定。
　○６～７月に各地域戦略会議を開催。
　○平成19年２月に第２回戦略会議を開催し、
実績、評価・課題、今後の取り組みについて検
討。
　○重点地区において年３回の検討会を開催
し、自給飼料活用型ＴＭＲ供給センター体制の
確立を目指す。

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　・９コントラクター組織が活動し、飼料収穫作業
948ｈａ（16年度実績）を実施したほか、新たに高
山・伊佐地区で飼料生産組合を組織化

⑥　生産性の向
上

　・飼料作物の選定、普及を目的として、10月20
日に品種選定検討会を実施
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

②　飼料作物の
生産拡大

　○草地開発事業を通じ、55ｈａの草地を造成
中。
　○補助事業を通じ、18haの簡易放牧場を整
備。

　○草地面積が拡大さ
れた。
　○補助事業により原
野が放牧地として整備
されると、飼料自給率
（76.8％）が事業前より
2.9％向上し、成雌頭数
は30頭の増加する予
定。

　○草地開発事業の導
入。

　○引き続き草地開発事業により、平成１８年度
は53ｈａの草地造成を予定。

④　放牧の推進 　○補助事業を通じ、18haの簡易放牧場を整備
中。飼料自給率が76.8％（事業前より2.9％向
上）、成雌頭数は30頭の増加予定。
　○10月24日～同月25日に粟国村において試
験場、家保、普及センター、畜産課及び学識経
験者による講習会及び現地検討会を開催し、電
気牧柵を活用した放牧（電牧）の実践を行った。
　○電気牧柵を活用した集約放牧マニュアルの
パンフレットを作成・配布。
　○水稲２期作目が作付けされない水田におい
て、電気牧柵を利用した水田放牧を実施。

　○原野が放牧地とし
て整備され、飼料自給
率の向上と増頭が図ら
れる。
　○粟国村において電
牧の普及により放牧面
積拡大が期待できる。
　○マニュアルにより、
初心者でも簡単に電牧
ができる。
　○農地の有効利用が
図られた。

　○電牧の普及を推
進。

　○放牧可能な土地で電牧の普及を推進。

③　国産稲わら
の利用拡大

　○11月に金武町の稲作農家とうるま市の肥育
農家が稲わらの需給について意見交換会を行
い、両者で稲わら４トンの取引が成立した。

　○稲わら利用の耕畜
連携の端諸となった
が、稲わらを保管する
ための倉庫が確保でき
ずに、必要量40トンに対
し、４トンの取引にとど
まったのが課題。

うち稲発酵粗飼
料について

うちトウモロコ
シについて
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１７年度(実績) １８年度（計画）
実　績 評価・課題 取組方針 具体的内容

都道府
県名

取組事項 備　考

⑤　飼料生産の
外部化・組織化
の推進

　○12月に学識者、コントラクター、農家、農業
機械業者、建設業者、市町村、沖縄総合事務
局、県が参集し、現在活動しているコントラク
ターの問題点や今後の方向性について検討し
た。この結果、刈取作業体系の変更（乾草→サ
イレージ）、堆肥散布・草地更新の作業追加、作
業料金の設定変更、土地の集約化、草地管理
の一貫受託、機械の耐用年数の延長、機械の
稼働率等に問題点があった。
　○海外からの輸入粗飼料には危険性があるこ
と、環境面を考慮し自給飼料を活用することは
経営的に安定すること、安全な自給飼料を活用
するためにはコントラクターの育成・強化が必要
であることなどの内容とする講演会を開催。

　○問題点は明確に
なったが、その具体策
がない。
　○今後の経営安定を
考え、輸入粗飼料依存
しない、安全な自給飼
料を活用することの重
要性を確認した。

　○コントラクターの採
算性について検討。

　○安全な自給飼料を活用し、消費者へ畜産物
の安全性をアピールする。

⑥　生産性の向
上

　○ローズグラス草地におけるトランスバーラ苗
移植技術を開発、伊江村にて実証。
　○トランスバーラ植え付けパンフレット作成、
暖地型牧草写真パンフレット作成・配布。
　○土壌分析を踏まえ、肥培管理指導を実施。
　○沖縄県奨励品種牧草の主要４種の近赤外
分析による栄養価推定検量線を作成、飼料分
析を実施。
　○草地370ｈａへトランスバーラ苗の配布。

　○更新時の大きな減
収を緩和できる。
　○更新時、植え付け
方法や草種選定の参考
となる。
　○施肥への意識啓発
が図られた。
　○牧草の栄養成分の
評価により肥培管理指
導及び草地管理の指導
の参考となる。
　○収量の高いトランス
バーラ草地に変えること
により、単収の向上が
期待される。

　○作業管理体系の変更について検討。
　○堆肥散布、草地更新等のメニューに追加す
ることを検討。
　○利用料金について検討。
　○輸入飼料に依存しない自給飼料活用型
TMR供給センター体制を確立する。（TMR供給
センターにおいて自給飼料を活用したＴＭＲを調
製することを検討。）

　○栄養評価を参考に、肥培管理、草地管理、
飼料設計等の指導を強化する。

　○飼料の安全性確保の観点から、自給飼料
増産の重要性を啓発。

⑦　消費者の理
解醸成

　○イベント及びパンフレットによる消費者への
情報提供や消費者との交流を通じ、消費者の
理解醸成を推進。
　・やんばる産業まつり：牧草の展示及び説明
　（2005年10月15日 ～同年10月16日：３日間）
　・離島フェア：県内で育てた肥育牛（黒毛和種）
の牛肉をアピール。
　（ 2005年12月２日 ～同年12月４日：３日間）

⑧　その他 　○輸入粗飼料（イタリアンライグラス）の多給に
よるエンドファイト中毒が発生したため、農家及
び飼料販売業者に対して改めて適正使用につ
いて指導した。
　○八重山地域において、エンドファイト中毒注
意喚起のパンフレットを作成、配布。

　○農家への周知によ
り中毒防止を図る。

　○輸入粗飼料依存型
から自給飼料活用型へ
の転化を図る。

　○イベントを通じ、消
費者との交流が図られ
た。
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